
第30回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

日 時 :平成 23年 10月 14日 (金 )

¬0:00～ 12:00
場 所 I厚生労働省 5階 共用第 7会議室

議 事 次 第

① 議 題

1.部会長選出及び部会長代理の指名について

2.報告事項

(1)健康日本 21の最終評価取 りまとめ結果について

(2)歯科□腔保健の推進に関する法律について

(3)その他

① 被災地の健康管理・栄養管理対策について

② 地域保健対策検討会について

③ 慢性閉塞性肺疾患 (COPD)に関する取組について

④ スマートライフプロジェクトについて

3.審議事項

(1)次期国民健康づくり運動のプラン策定に向けた検討の進め方につ

い ¬ご

(2)歯科口腔保健の推進に関する法律に基づく基本的事項の検討の進

め方について

4.その他



○ 配付資料一覧

資料 1-1 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会委員名簿

資料 1-2 厚生科学審議会関係規程等

資料 2   「健康日本 21」 最終評価

資料 3   歯科口腔保健の推進に関する法律について

資料4   東日本大震災への対応状況等について

資料 5   地域保健対策検討会開催要綱等

資料 6   慢性閉塞性肺疾患 (COPD)に 関する取組について  、

資料 7   スマー トライフプロジェク トについて

資料 8   次期国民健康づくり運動のプラン策定に向けた検討の進め方 (案 )

資本斗9    歯科口腔保健の推進に関する法律の基本的事項に係る検討の進め方 (案 )



第30回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 座席表

日時 :平成23年 10月 14日 (金 )1000～ 1200
会場 :厚生労働省 共用第フ会議室(5階 )
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資料 1-1
厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会委員名簿

50音順・敬称略 )

名氏 属所

市 原 健 一

井 部  俊 子

上 谷 律 子

大 場 エ ミ

小 澤 壮 六

春  日 雅  人

坂 本 雅 子

佐 藤   保

澁 谷  いづみ

高 橋   滋

武 見  ゆか り

多 田羅  浩 三

田 中 一 哉

田 畑   泉

辻   一 郎

徳 留 信 寛

永 井 良 三

中 村 丁 次

橋 本 信 夫

樋  口  進

樋  口 輝 彦

福  田 富 一

藤 原 英 憲

古 木 哲 夫

保 坂  シゲ リ

松  田 晋 哉

宮 下   暁

全国市長会理事・茨城県つくば市長

聖路加看護大学学長

財団法人 日本食生活協会常務理事

全国保健師長会会長

健康 日本 21推進全国連絡協議会会長

独立行政法人国立国際医療研究センター研究所長

福岡市専門員 (こ ども施策担当)。 こども総合相談センター名誉館長

社団法人 日本歯科医師会常務理事

愛知県半田保健所長

一橋大学大学院法学研究科教授

女子栄養大学教授

財団法人 日本公衆衛生協会会長

国民健康保険中央会常務理事

立命館大学スポーツ健康科学部教授

東北大学大学院医学系研究科教授

独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長

東京大学大学院医学系研究科教授

社団法人 日本栄養士会会長

独立行政法人国立循環器病研究センター理事長

独立行政法人国立病院機構久里浜アルコール症センター院長

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター理事長

全国知事会理事 。栃木県知事

社団法人 日本薬斉J師会常務理事

全国町村会行政委員会副委員長・山口県和木町長

社団法人 日本医師会常任理事

産業医科大学公衆衛生学教授

健康保険組合連合会常任理事



料 1-2

厚生科学審議会関係規程等

○厚生科学審議会の構成について・

○厚生労働省設置法 (抄 )

○厚生科学審議会令

○厚生科学審議会運営規程



厚生科学審議会の構成について

厚生科学審議会 [30名 以内]厚生労働省設置法 (平成11年 7月 16日 法律第97号 )により設置

感 染 症 分 科 会

厚生科学審議会令 (平成12年 6月 7日 政令第283号 )により設置

疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技

術に関する重要事項を調査審議すること。

/)寧 輩塊 霊這
『

習晋:請雪鰤 野鶴 叢青撃駿支湛 蒙

成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議

すること。

特定の疾患(難病、アレルギー等)の疾病対策及び臓器移植対策に

関する重要事項を調査審議すること。

厚生科学審議会令

`平

成12年 6月 7日 政令第283号 )により設置

薇色蔓[轟弩賽咆讀誂
れた事項を処理すること。

結核の予防及び結核の患者に対する医療に関する重要事項を処理

すること。

予防接種に関する重要事項を調査審議すること。

感 染 症 部 会

結  核  部  会

予 防 接 種 部 会

生 活 衛 生 適 正 化 分 科 会

科 学 技 術 部 会

医 療 関 係 者 部 会

疾 病 対 策 部 会

地域保健の向上、国民の健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病

対策に関する重要事項を調査審議すること。

1層
彊羹蜃鰍曇

|

生 活 環 境 水 道 部 会
建築物衛生その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項及び

水道に関する重要事項を調査審議すること。

精子・

'p子

・胚の提供等による生殖補助医療に関する重要事項を調

査審議すること。

医薬品のリスク等の程度に応じて適切な情報提供等がなされる実効

性のある制度を構築するため、医薬品販売のあり方全般の見直しにつ

いて調査審議すること。

胴肌嗅富翼貧獅 翻 詔猛鼈ヂ靡 .

部会に所掌に属するものを除く。

化学物質の審査及び製造等の規制に関し、化学物質管理をとりまく

環境の変化を踏まえ、リスク評{面の方法等について調査審議すること。

生 殖 補 助 医 療 部 会

藩
反
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バ

告
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売

討
販口ｍ

控供

薬

正
医
改
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制
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討
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検

学

正
化
改
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厚
生
科
学
審
議
会
令

（平
成
十
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）

内
閣
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法

（平
成
十

一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（組
織
）

第

一
条
　
厚
生
科
学
審
議
会

（以
下

「審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
委
員
三
十
人
以

内
で
組
織
す
る
。

２
　
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨

時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（委
員
等
の
任
命
）

第
二
条
　
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働

大
臣
が
任
命
す
る
。

２
　
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、

厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

（委
員
の
任
期
等
）

第
二
条
　
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前

任
者

の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
臨
時
委
員
は
、
そ
の
者

の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議

が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終

了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

５
　
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（会
長
）

第
四
条
　
審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
ぁ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職

務
を
代
理
す
る
。

（分
科
会
）

第
五
条
　
審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科

会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会

の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会

感
染
症
分
科
会

名

称

生
活
衛
生
関
係
営
業
に
関
す
る
重
要
事
項

を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

生
活
衛
生
関
係
営
業

の
運
営
の
適
正
化
及

び
振
興
に
関
す
る
法
律

（昭
和
三
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

こ
レ
ｃ
。

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議

す
る
こ
と
。

検
疫
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

一

号
）
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患

者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）

の
規
定
に
よ
り
審
議

会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す

ス
フ

，
）
レ
」
。 所

掌

事

務

２
　
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門

委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
。

３
　
分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選

任
す
る
。
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４
　
分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委

員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

Ｚ

υ

。

６
　
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も

っ
て
審
議
会

の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（部
会
）

第
六
条
　
審
議
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長

（分
科
会
に
置

か
れ
る
部
会
に
あ

っ
て
は
、
分
科
会
長
）
が
指
名
す
る
。

３
　
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４
　
部
会
長
は
、
当
該
部
会

の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の

う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６
　
審
議
会

（分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ

っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会

の
議
決
を
も

つ
て
審

議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（議
事
）

第
七
条
　
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席

し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席

し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

よ

る

。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。

（資
料

の
提
出
等
の
要
求
）

第
八
条
　
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の

他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（庶
務
）

第
九
条
　
審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課
に
お
い
て
総
括

し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
分
科
会
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
厚
生

労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
に
お
い
て
、
生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（雑
則
）

第
十
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮

っ
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十

一
年
法
律
第
八
十
人

号
）
の
施
行
の
日

（平
成
十
三
年

一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

4



厚
生
科

学

審

議

会

運
営

規

程

（平
成
十
三
年

一
月

一
九
日
　
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
）

一
部
改
正
　
平
成
十
九
年

一
月
二
四
日

厚
生
科
学
審
議
会
令

（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
。

（会
議
）

第

一
条
　
厚
生
科
学
審
議
会

（以
下

「審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集

す
る
。

２
　
会
長
は
、
審
議
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、

場
所
及
び
議
題
を
委
員
並
び
に
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
会
長
は
、
議
長
と
し
て
審
議
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。

（審
議
会
の
部
会
の
設
置
）

第
二
条
　
〈
〓
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
諮

っ
て
部
会

（分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
を
除
く
。
以
下
本
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
て
調

査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（諮
問
の
付
議
）

第
二
条
　
〈
バ
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
諮
問
を
分

科
会
又
は
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
）

第
四
条
　
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
審
議
会
の
議
決

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（会
議
の
公
開
）

第
五
条
　
審
議
会
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、

個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
知
的
財
産
権
そ

の
他
個
人
若
し
く
は
団
体

の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
又
は
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
会
議
を

非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
会
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序

の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る

な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（議
事
録
）

第
六
条
　
審
議
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　

会
議
の
日
時
及
び
場
所

一
一　
出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名

〓
一　
議
事
と
な

っ
た
事
項

２
　
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報

の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体

の
権
利
利

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
議
事
録
の
全

部
又
は

一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は

一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、

会
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に

つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開

す
る
も
の
と
す
る
。

（分
科
会
の
部
会
の
設
置
等
）

第
七
条
　
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
分
科
会
に
諮

っ
て
部

会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
分
科
会
長
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
付
議
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
付
議

事
項
を
前
項
の
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第

一
項
の
部
会
の
議
決
は
、
分
科
会
長
の
同
意
を
得
て
、
分
科
会
の
議
決
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
じ



て
調
査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（委
員
会

の
設
置
）

第
人
条
　
部
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
部
会

に
諮

っ
て
委
員
会

を
設
置
す

る
こ
と
が

で
き
る
。

（準
用
規
定
）

第
九
条
　
第

一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条

の
規
定

は
、
分
科
会
及
び
部
会
に
準
用

す
る
。

こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第

一
条
、
第

五
条
及
び
第
六
条
中

「会
長
」
と

あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ

つ
て
は

「
分
科
会
長
」
、
部
会
に
あ

っ
て
は

「部
会

長
」
と
、
第

一
条
中

「委
員
」
と
あ

る
の
は
、
分
科
会
に
あ

つ
て
は

「当
該
分

科
会

に
属
す

る
委
員
」
、
部
会
に
あ

つ
て
は

「当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
」
と

読

み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（雑
則
）

第
十
条
　
ゝ
）
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
、
分
科
会
又
は
部
会
の
運

営
に
必
要
な
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
長
、
分
科
会
長
又
は
部
会
長
が
定
め
る
。
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は じめに

1 健 康 日本 21の 策定 と経 過

(1) 健康日本 21策定の趣旨

日本では、急速な人口の高ふに や生活習慣の変化により、疾病構造が変化 し、
疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の
割合が増加 し、これら生活習慣病に係る医療費の国民医療費に占める割合は、
約 3割 となっている。

こうした疾病構造の変化に対応 じ、全ての国民が健やかで心豊かに生活でき
る活力ある社会とするために、平成 12年に生活習慣病やその原因となる生活習
慣の改善等に関する課題について 目標等を選定し、国民が主体的に取り組める
新たな国民健康づくり運動として 「21世紀における国民健康づくり運動 (健

康 日本 21)」 (以下 「健康日本 21」 という。)が策定された。
健康 日本 21は、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を

実現することを目的とし、平成 22年度を目途とした具体的な目標を提示するこ
と等により、健康に関連する全ての関係機関・団体等を始めとして、国民が一
体となった健康づくり運動を総合的かつ効果的に推進し、国民各層の自由な意
思決定に基づく健康づくりに関する意識の向上及び取組を促そ うとするもので
あった。

また、健康 日本 21は、平成 17年度を目途に中間評価を行 うとともに、平成
22年度から最終評価を行い、その後の運動の推進に反映させることとしている。

なお、健康 日本 21は、当初平成 22年度までの運動期間としていたが、医療
制度改革に係る諸計画の計画期間等を踏まえ、平成 19年に、平成 24年度まで
2年間延長することとした。

(2) 健康日本 21の中間評価

平成 16年 12月 に、健康 日本 21中間評価作業チームを設置し、中間実績値の
分析、各分野の評価、代表目標項 目の選定、新規目標項目の設定等について検
討を行い、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会での審議を経て、平成 19

年 4月 に 「健康 日本 21」 中間評価報告書を取りまとめた。

(参考) 「健康 日本 21」 中間評価報告書 (概要)

健康 日本 21の全般的な評価

健康 日本 21は、健康づくりに関す る各種指標について数値目標を設定 し、国民が一体 と
なった健康づ くり運動を推進する手法を導入 したことにより、国民の健康指標に関する各種
データの体系的・継続的なモニタリング、評価が可能となった。



また、都道府県及び市町村においては、健康増進計画の策定が進んでお り、全ての都道府

県で都道府県計画が、約半数の市町村で市町村計画が策定されている。

健康 日本 21の中間評価における中間実績値からは、例えば、脳卒中、虚血性心疾患の年

齢調整死亡率の改善傾向がみられるものの、高血圧、糖尿病の患者数は特に中高年男性では

改善 していない。また、肥満者の割合や 日常生活における歩数のように、健康日本 21策定

時のベースライン値 より改善していない項 目や、悪化 している項 目がみられるなど、これま

での進捗状況は全体 としては必ず しも十分ではない点がみられる。

こうした個別指標の未改善や悪化に加え、以下のような課題が提起され、ポピュレーショ

ンアプローチやハイリスクアプローチなどの強化 。充実が必要とされた。

課題

○総花主義的でターゲットが不明確 (「誰に何を」が不明確 )

○目標達成に向けた効果的なプログラムやツールの展開が不十分

○アウ トカム評価を可能 とするデータの把握手法の見直 し

○政府全体や産業界を含めた社会全体としての取組が不十分

〇医療保険者、市町村等の関係者の役害1分担が不明確

○現状把握、施策評価のためのデータの収集、整備が不十分

○保健師、管理栄養士等医療関係者の資質の向上に関する取組が不十分

今後の方向性

◆ポピュレーションアプローチ (健康づくりの国民運動化 )

○代表 目標項 目の選定 (都道府県健康増進計画に目標値設定)→都道府県健康増進計画改定ガ

イ ドライン、都道府県健康・栄養調査マニュアルに沿つた計画の内容充実

○新規 目標項 目の設定

・メタボリックシン ドローム (内臓脂肪症候群)の認知度の向上
。メタボ リックシン ドローム (内臓脂肪症候群)の該当者・予備群の減少
・メタボリックシン ドローム (内臓脂肪症候群)の概念を導入した健診・保健指導の受診者

数の向上等

○効果的なプログラムやツールの普及啓発、定期的な見直 し

○メタボ リックシン ドロームに着 目した、運動習慣の定着、食生活の改善等に向けた普及啓発
の徹底

◆ハイ リスクアプローチ (効果的な健診・保健指導の実施)

○医療保険者による40歳以上の被保険者・被扶養者に対するメタボリックシン ドロームに着 目

した特定健康診査・特定保健指導の着実な実施 (2008年度より)

○生活習慣病予防のための標準的な健診・保健指導プログラムの提示、定期的な見直 し

◆産業界 との連携

○産業界の自主的取組 との一層の連携

○保健指導事業者の質及び量の確保

◆人材育成 (医療関係者の資質向上)

○国、都道府県、医療関係者団体、医療保険者団体等が連携 した人材養成のための研修等の充

実

◆エビデンスに基づいた施策の展開

○アウ トカム評価を可能とするデータの把握手法の見直 し

○国民健康・栄養調査の在 り方の見直しの検討

○都道府県・市町村等の取組状況の定期的な把握



2 健 康 日本 21に 関連 す る主 な施 策 の動 向

平成 12年度から現在に至るまでの、健康 日本 21に関連する主な施策の動
向については、次のとお りである。それぞれ次期計画に向け、方向性の提示
や検討が進められている状況にあり、健康増進法に基づ く基本的な方針や健
康増進計画 (都道府県 。市町村)と の調和・配慮が求められることか ら、今
後 とも、両者の関連性に留意 してい く必要がある。

(1)高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
・医療保険者 (国保・被用者保険)に対 し、40歳以上の被保険者・被扶養
者を対象 とする、内臓脂肪型肥満に着 日した健診及び保健指導の事業実施を
義務づけた。
・現在、医療費適正化計画 (H20～H24年度)における中間評価等を踏まえ、
特定健康診査・特定保健指導の在 り方など、次期計画 (H25年度～)に向け
て検討 を行つているところである。

(2)医療法の一部改正
。4疾病 5事業を医療計画に明示 し、医療連携体制を構築するよう都道府県
に取組を求めた。
。今後、次期医療計画 (H25年度～)に向けて、現行の 4疾病に加え、新た
に精神疾患を加える方向である (社会保障審議会で了承済み。)。

(3)がん対策基本法の制定
。がん対策推進基本計画を策定し、重点的に取 り組むべき課題 としてく放射
線療法・化学療法の推進や これ らを専門的に行 う医師等の育成、治療の初期
段階か らの緩和ケアの実施、がん登録の推進をあげた。
・現在、基本計画の中間報告等を踏まえ、基本計画に掲げられた 7つの分野
の見直 しなど、次期基本計画 (H24年度～)に向けて検討を行っているとこ
ろである。

(4)介護保険法の一部改正
・平成 17年の介護保険制度改革において、予防重視型システムヘの転換や
施設給付の見直し、新たなサー ビス体系の確立、サー ビスの質の確保・向上
や負担の在 り方・制度運営の見直しを行つた。
。今後は、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、
住まい、生活支援サービスが切れ 日なく提供される「地域包括ケアシステム」
の実現に向けた取組を推進する方向である。

これ らを総括すると、平成 12年以降、健康増進法の成立・施行もあいまっ
て、健康増進・疾病予防対策 自体の重要性や、保健 。医療・介護の連続性、社
会保障政策の密接不可分性が認識 されてきたといえる。また、健康 日本 21の
ような国民健康づくり運動が、受益者 (一人ひとりの国民)の立場からみると、
生活の中で実現可能で効果性が高いことが求められ、身近でわかりやす く参画
しやすいことが重要であり、一方、政策的視点からは、実現すべき政策 目標が、
より総合的な視野の中で設定されるべきであることを示 している。



Ⅲ 最終評価の目的と方法

1 最終評価の目的
健康 日本 21の評価は、平成 17年度を目途に中間評価を行 うとともに、平

成 22年度か ら最終評価を行い、その評価を平成 25年度以降の運動の推進に

反映 させ ることとしている。

健康 日本 21の最終評価の目的は、策定時及び中間評価時に設定された日

標 について、日標の達成状況や関連す る取組の状況を評価するとともに、こ

の間の健康づ くり対策を取 り巻 く技術的進歩や社会的変化、制度の変更など

その課題を明らかにすることで、今後の対策に反映させることである。

2 最 終評価 の方法

(1)指標の評価方法について

健康 日本 21の策定時及び中間評価時に設定された 9分野の日標 (80項 目、

うち参考指標 1項 目及び再掲 21項 目を含む。)について、設定時の値と直近
の値を比較 (原則として有意差検定を実施し、その結果については「別添 分

野別評価シー ト」に記載)するとともに、分析上の課題や関連する調査・研

究のデータの動向も踏まえ、日標に対する達成状況について、以下のとおり

分析・評価を行つた。

(2)推進に関する取組状況について

国の取組の動向を整理する (参 考資料 1)と ともに、都道府県及び市町村

(政令市及び特別区を含む。)並びに健康 日本 21推進全国連絡協議会の加入

会員団体 を対象に、取組状況に関する調査 (参考資料 2)を実施 し、整理・

評価 を行つた。

なお、都道府県は全数を対象 とし、市町村は東 日本大震災による被害の大

きい岩手県、宮城県、福島県の市町村の うち仙台市を除き対象外 とした。

A 目標値に達 した

策定時 (若 しくは中間

評価時)の値 と直近値

を比較

B 目標値に達 していないが、改善傾向にある

変わ らない

悪化 してい る

E 中間評価時に新たに設定した指標又は把握方法

が異なるため評価が困難



Ⅲ 最 終 評 価 の結 果

1 全 体 の 目標 達 成 状況 等 の評 価

(1)総括的評価

健康 日本 21の 目的は、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質
の向上であ り、これ らの状況は以下のとお りである。

壮年期死亡の減少については、人 口動態統計によると、いわゅる早世 (65

歳未満の死亡)、 特に1士年期 (25～44歳)及び中年期 (45～64歳)の総死亡

率の推移 をみると、平成 9年以降 12年間において、中年期の総死亡率は減少

傾向にある一方、壮年期の総死亡率の低下は小 さい。わが国の今後の生産年
齢人 口の減少を鑑みると、当該世代の罹患および重症化の予防を一層推進す
ることの重要性が うかがえる。また、死因別にみると、中・壮年期の悪性新
生物、脳血管疾患及び不慮の事故の死亡率は低下傾向にあり、心疾患は横ば
いであるのに対 し、自殺は特に壮年期で上昇す る傾向にある。 さらには、厚
生労働科学研究結果によると、中・壮年期の総死亡には血圧 と喫煙が大きく
影響 し、血圧高値 と喫煙による過剰死亡割合が大きいほか、65歳未満の循環
器疾患死亡には、喫煙、高血圧及び糖尿病が強 く関連 しているとされている。

日本人の平均寿命については、平成 22年簡易生命表の概況によると、男性
で 79.64年、女性で 86.39年 となってお り、国際的な比較において極めて高
い水準で推移する (図 1)と ともに、年次に従い延伸する傾向がみ られ、平
成 12年か ら平成 22年までの間で男性が 1.92年、女性が 1.79年、それぞれ

伸びている。

図 1 主な諸外国の平均寿命の年次推移

‐
ｌ

“
「

出典 :厚生労働省 「平成

22年簡易生命表の概況」



健康寿命については、い くつかの指標がある。厚生労働科学研究結果によ

ると、平均自立期間、日常生活に制限のない平均期間及び自覚的に健康な平

均期間について、年次推移ではいずれも延伸傾向にあり、都道府県分布では

その差が大きいことも報告 されている。また、 (独)福祉医療機構の研究成

果によると、自立調整健康余命について、平成 14年 と平成 21年の比較では

延伸 し、都道府県格差も報告 されている。

女性 20.13 → 20.48 (年 ) 19.33～ 21.38(年

平成 7年 平成19年 都道府県分布 (平成19年 )

日常生活に制限のない平均期間 男性 68.49

女性 72.12

→ 70.74(年 )

→ 74.11(年 )

68.95～ 72.53(年 )

72.83～ 7596(年 )

平成 7年 平成19年 都道府県分布 (平成19年 )

自覚的に健康な平均期間 男性 68.54 →

女性 72.00 →

6972(年 )

7293(年 )

67.43～ 71.31(年 )

71.36～ 74.90(年 )

平成14年  →  平成21年

都道府県最小値 。最大値
(平成21年 )

自立調整健康余命 (65歳時) 男性 16.47 →  16.89(年 )

女性 1990 → 2018(年 )

15.59～ 17.60(年 )

1929～ 21.08(年 )

生活の質の向上については、現時点では、特定の個別指標による把握や評

価が難 しく、グローバルな尺度 としては、自覚的な健康観が高いか低いかと
いつた調査結果の推移を追 うことで評価する方法も考えられる。また、国民
の健康問題 としては、身体的な健康 とともに、精神的な健康も大きなウエィ

トを占めるようになってお り、これ らが自覚的な健康観 にどういった影響を

及ぼすのか、今後の研究によつて明らかにしていく必要があると考えられる。

(2)分野全体の目標達成状況等の評価

9つの分野の全指標 80項 目 (参考指標 1項 目及び再掲 21項 目を含む。)に
ついて、その達成状況を評価・分析すると、表 1の とお りとなった。

80項 目中、再掲の 21項 目を除 く59項 目について、日標値に達した項 目は、
169%(10項 目)に とどま り、その主なものは、メタボ リックシン ドローム

を認知 している国民の害J合の増加、高齢者で外出について積極的態度をもつ

人の増加、80歳で 20歯以上 。60歳で 24歯以上の自分の歯を有する人の増加

などであった。また、日標値に達 していないが改善傾向にある項目は 42.4%
(25項 日)であり、その主なものは、食塩摂取量の減少、意識的に運動を心

がけている人の増加、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、

糖尿病やがん検診の受診の促進、高血圧の改善などであった。これ らを合わ



資料 2(差 し替覇

健康寿命については、いくつかの指標がある。厚生労働科学研究結果によ

ると、平均 自立期間、日常生活に制限のない平均期間及び自覚的に健康な平

均期間について、年次推移ではいずれも延伸傾向にあ り、都道府県分布では

その差が大きいことも報告 されている。また、 (独)福祉医療機構の研究成

果によると、自立調整健康余命について、平成 14年 と平成 21年の比較では

延伸 し、都道府県格差も報告 されている。

平成17年  →  平成21年   都道府県分布 (平成21年 )

平均 自立期間 (65歳 時) 男性  16.66 →  17.24 (年 )  15.34～ 17.94(年 )

日常生活に制限のない平均期間 男性  68.49 →  70.74(年 )、 68.95～ 72.53(年 )

→  69.72 (年 )  67_43～71.31(年 )

7200 →  72.93 (年 )  71_36～74.90(年

平成 14年
都道府県最小値・‐

 (平 成21年)平成 21年

自立調整健康余命 (65歳 時) 男性  16.47
女性  19.90

15.59～ 17.60(年 )

19.29～ 2108(年 )

生活の質の向上については、現時点では、特定の個別指標による把握や評

価が難 しく、グローバルな尺度 としては、自覚的な健康観が高いか低いかと

いつた調査結果の推移を追 うことで評価する方法も考えられる。また、国民

の健康問題 としては、身体的な健康 とともに、精神的な健康も大きなウエイ

トを占めるようになってお り、これ らが自覚的な健康観にどういらた影響を

及ぼすのか、今後の研究によって明らかにしていく必要があると考えられる。

2)分野全体の目標達成状況等の評価

9つの分野の全指標 80項 目 (参考指標 1項 目及び再掲 21項 目を含む。)に
ついて、その達成状況を評価・分析すると、表 1の とお りとなった。

80項 目中、再掲の 21項 目を除 く59項 目について、日標値に達 した項 目は、

16.9%(10項 目)に とどま り、その主なものは、メタボ リックシン ドロニム

を認知 している国民の割合の増加、高齢者で外出について積極的態度をもつ

人の増加、80歳で 20歯以上・60歳で 24歯以上の自分の歯を有する人の増カロ

などであった。また、目標値に達 していないが改善傾向にある項 目は 42.4%
(25項 目)であり、その主なものは、食塩摂取量の減少、意識的に運動を心

がけている人の増加、喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、

糖尿病やがん検診の受診の促進、高血圧の改善などであった。これ らを合わ

16.89(年 )

2018(年 )



せた全体の約 6割が、日標値に達し又は改善傾向にあった。

変わ らない項目は 23.7%(14項 目)で、その主なものは、自殺者の減少、

多量に飲酒する人の減少、メタボリックシン ドロームの該当者・予備群の減

少、高月旨血症の減少などであった。 さらに、悪化 している項目は 15.3%(9
項 目)で、その主なものは、 日常生活における歩数の増加、糖尿病合併症の

減少などであった。

なお、特定健康診査・特定保健指導の受診者数の向上 (1項 目)について
のみ、平成 20年度からの 2ヶ 年のデータに限定されるため、評価困難 とした。

また、たばこやアルコール分野のように 0%、 100%を 目指す とい う目標値
を設定 している指標もあれば、段階的な目標設定をしている指標 もあ り、分

野・指標 ごとに目標値の在 り方が異なることに留意する必要がある。

2 分 野 別 の評 1面

分野別の評価シー ト鰯J添参照)に基づき、指標の達成状況と評価、指標

に関連 した施策、今後の課題について、以下のとおりとりまとめた。

なお、分野別の再掲を含む全指標の達成状況について、参考 1と して 21

～24頁に掲載するととともに、各分野の指標の分野間の関連については、

参考 2(24頁)と して整理した。

表 1 指標の達成状況

策定時
*の

値と直近値を比較 全体 再掲の項 目を除く

A 目標値に達した 14毒コロ 〈  17.5%〉 10項 目 〈 169%〉

B 目標4●Lに達していないが改善傾向にある 32項 目 く 400%〉 25巧貢目  く  42.4%〉

C 変わらない 22〕頁目 〈 2750/0〉 14項 目 く  237%〉

D 悪化している 10項 目 〈 125%〉 9項 目 〈  153%〉

E 評価困難 2幕コロ 〈  25%〉 11頁 目 く  17%〉

合計 80項 目 く 1000%〉 59項 目 く 100o%〉

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較



(1)

ア

栄養 口食生活

指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 1

B 目標値に達していないが改善傾向にある 5

C 変わらない 7

D 悪化している 2

E 評価困難 0

合 計 15

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

〇栄養状態、栄養素・食物摂取については、女性 (40～ 60歳代)の肥満、

食塩摂取量には改善がみられたが、脂肪エネルギー比率や野菜の摂取量

な どについては改善がみられなかった。

○知識・態度・行動の変容については、自分の適正体重を維持すること

のできる食事量を理解 している人の害J合 、メタボ リックシン ドロームを

認知 している割合など知識や態度 レベルでは改善がみ られたが、朝食欠

食 など行動 レベルの変容にまで至 らなかったものもある。

○行動変容のための環境づ くりについては、ヘルシーメニューの提供や

学習・活動への参加について改善がみられた。

○性 。年代別では、男性の 20歳代から 30歳代にかけて肥満者の害1合が

増大することが示唆 されるとともに、男女ともに 20歳代で他の年代に

比べ、脂肪エネルギー比率が 30%以上の者の割合が最も高く、野菜摂取

量が最 も少なく、朝食欠食率が最 も高く、体重コン トロール を実践する

人の害J合が最も低い という結果であった。

イ 指標に関連 した主な施策

〇食生活指針、食事バランスガイ ドの策定、普及啓発

〇 「日本人の食事摂取基準」の策定

〇食育の推進 (食育基本法施行、食育基本計画の策定 )

○す こやか生活習慣国民運動、Smart Life Projectの実施

○特定健康診査・特定保健指導の実施



○栄養成分表示の推進

○介護予防の推進 (介護保険法施行、介護予防事業)

ウ 今後の課題

○肥満の予防 。改善については運動との連動、朝食欠食の改善にっいて

は休養 (生活 リズム)と の連動などといった、個人の生活習慣全体を包

括的に捉えた新たなアプローチとともに、子 どもの頃からの望ましい生

活習慣の定着を強化 していく必要がある。

○食塩摂取量の減少のように、個人の努力だけでは、これ以上の改善が

困難なものについては、栄養成分表示の義務化や市販食品の減塩など企

業努力を促すための環境介入が必要となる。

○今後は地域格差や経済格差の影響が大きくなることも想定 されるの

で、社会環境要因に着 日した戦略が必要 となる。

○男女 とも 20歳代で、栄養素の摂取や行動変容が乏 しいことから、こ

の年代への対策が必要である。特に男性は、20歳代から 30歳代にかけ

て体重を増やさないためのアプローチが必要である。

(2)身体活動 口運動

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

ヘ ロ標値に達した 3(2)

B 目標値に達していないが改善傾向にある 2

変わらない 1

D 悪化している 2

E 評価困難 0

合 計 8 (7)

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内は、再掲を除く項目数

○意識的に運動を心がけている人の割合は増加 したが、運動習慣者の割

合は変わらなかった。運動の重要性は理解 しているが長期にわたる定期



的な運動に結びついていないと考えられる。

○日常生活における歩数については悪化 した。歩数は余暇時間に行われ

る運動 と比較的活発な生活活動を合わせた 「身体活動」の指標であり、

歩数の減少は身体活動量が減少 していることを示唆 している。その原因

として運動以外の生活活動量の減少が考えられ る。

○高齢者については、外出に積極的な態度をもつ人の割合、何 らかの地

域活動を実施 している者の割合は、いずれも日標を達成した。

イ 指標に関連 した主な施策

○健康づ くりのための運動基準・指針の策定、普及啓発

○す こやか生活習慣国民運動、Smart Life Projectの実施

○特定健康診査・特定保健指導の実施

○健康増進施設認定制度

○介護予防の推進 (介護保険法施行、介護予防事業)

ウ 今後の課題

○歩数の減少は肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高

齢者の自立度低下や虚弱の危険因子であるなど、最も懸念すべき問題で

あ り、早急に重点的な対策を実施する必要がある。

○運動基準 。指針改定、す こやか国民生活習慣運動、特定保健指導など

を通 して、日常生活における歩数増加のための支援を特に強化すること

が望まれ る。

○運動 。身体活動の重要性を理解 しているが、行動に移せない人々に対

するアプローチを行 う必要がある。具体的には、個人の置かれている環

境 (地理的・インフラ的・社会経済的)や地域・職場における社会支援

の改善な どがあげられ る。



(3)

ア

休養・こころの健康づ くり

指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 1

B 目標値に達していないが改善傾向にある 0

C 変わらない 1

D 悪化している 2

E 評価困難 0

合計 4

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

〇睡眠による休養を十分に とれない人の割合は減少 し、日標 を達成 した

が、ス トレスを感 じた人の割合や、睡眠の71e保のために睡眠補助品やア

ル コールを使 うことがある人の割合は悪化 した。

○国民全体の自殺死亡率は低下しているものの、自殺者数は 3万人前後

の状態が続いている。性 。年代別の自殺死亡率では、50歳代以降の自殺

死亡率は高いが減少傾向があ り、近年では働き盛 り世代 (20～ 40歳代 )

の 自殺死亡率が増加 している傾向がみられた。

○患者調査によると、近年 、 うつ病が増加 している。また、近年、メン

タルヘルス不調や精神疾患による長期休職者が増加 していることが複数

の調査から報告 されている。

イ 指標に関連 した主な施策

○健康づ くりのための睡眠指針の策定

○健康づ くりのための休養指針の策定

〇 自殺対策の推進 (自 殺対策基本法、自殺総合対策大綱)

ウ 今後の課題

○働 く世代へのス トレス対策、うつ病対策、自殺対策が重要である。地

域や職域において、どのような取組が必要か、日標達成のためのプロセ

スを今一度、検討する必要がある。

○睡眠習慣についての正しい知識の普及や保健指導が必要である。特に、



50歳代以降の対策が必要である。

○健康づ くりにおける休養の在 り方を再検討する必要がある。また、平

成 6年に策定された健康づ くりのための休養指針についてもあわせて

見直 しを検討することが必要である。

(4)た ばこ

ア 指標の達成状況と評価

策定時
イ
の値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 0

B 目標値に達していないが改善傾向にある 5

C 変わらない 0

D 悪化している 0

E 評価困難 0

合 計 5

*中 間評価時にp‐1定された指標については、中間評価時の値と比較

○喫煙が及ぼす健康影響についての知識、未成年者の喫煙、分煙の徹底

については、改善がみ られた。特に心臓病、脳卒中、歯周病が喫煙で起

きやす くなるという知識が増加 し、中高生の喫煙率が減少 し、職場、公

共機関等での受動喫煙防護が進んだのは大きな成果である。

○「喫煙 をやめたい人がやめるJの参考指標である「禁煙希望者の割合」

は増加 し、「喫煙率」については減少 したことから改善があったものと

評価 した。禁煙治療の推進 と治療方法についての周知の強化が必、要であ

る。

○職場、自治体等での受動喫煙曝露防止への対策、住民の受動喫煙対策

の正 しい知識、喫煙率の低下についても成果がみられたが、目標の達成

にはさらなる対策の強化が必要である。

○なお、 目標値ではないが、国民健康・栄養調査によると、平成 15年

か ら平成 21年の喫煙率は、男性で 46.8%か ら38.2%へ減少 し、女性で

11.3%か ら 10.9%へ と横ばいであった。



イ 指標に関連 した主な施策

○受動喫煙防止の推進 (健康増進法、健康局長通知 )

○たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

○禁煙支援マニュアルの策定・普及啓発

〇職場における喫煙対策のためのガイ ドラインの策定

○ニコチン依存症管理料の保険適用

〇世界禁煙デーに合わせた取組及び禁煙週間の実施

ウ 今後の課題

018歳-19歳 を含めた成人の喫煙行動に関する全国調査を継続実施する

ことで、喫煙行動に関連する禁煙の取組、禁煙方法、受動喫煙曝露に関

する実態 と職場などでの受動喫煙曝露防止の実態等をモニタ リングする

ことが重要である。

○たばこ税の更なる引上げ、たばこの自動販売機の廃止、広告、販売促

進の禁止、職場等の受動喫煙曝露防止の推進、飲食店や遊技場等の全面

禁煙の推進、禁煙治療の効果や方法の周知等を通 じた禁煙治療の推進 と

いつた課題を、法制化等を通 じて、強力に推進させることが重要である。

○国民の健康の増進の観点から、国民全体の喫煙率の低下を目指す 目標

設定が必要である。

(5)ア ル コー ル

ア 指標の達成状況と評価

*中 間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 0

B 目標値に達していないが改善イ頃向にある 1

C 変わらない 2

D 悪化している 0

E 評価困難 0

合計 3



○多量に飲酒する人の割合については、改善はみられなかった。

○未成年者の飲酒率 (月 に 1回以上飲酒 しているものの割合)は、男女

とも有意に減少 した。性別にみると、男性に比較 し女性の改善状況が低

かった。

○節度ある適度な飲酒の知識の普及については、男性は改善傾向にある

が、女性は変わ らなかった。

イ 指標に関連 した主な施策

○未成年者飲酒防止に係る取組の推進

○アルコールシンポジウムの開催

○ 「酒類に係 る社会的規制等関係省庁等連絡協議会」の設置

○未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に

関す る施策大綱

○ 「未成年者飲酒防止に係 る取組について」を警察庁て国税庁及び厚生

労働省より発出

ウ 今後の課題

○生活習慣病対策 としてのアル コールの有害性 に関する正 しい知識の

普及が必要である。

○多量飲酒す る人は減少してお らず、対策の強化が必要である。

○アルコール分野の 3項 目の指標の改善のため、簡易介入の手法開発や

普及がなお一層推進 されるべきである。

○飲酒パ ターンやアル コール関連問題の定期的なモニタリングシステ

ムの導入が必要である。

○今後は、未成年者における 1回に大量に飲むパターン (binge drinking)

指標、アルコール関連問題が特に増加 していると推定される女性・高齢

者の飲酒指標等の目標値の追加が考慮されるべきである。

OWHOの アル コールの有害な使用を低減す るための世界戦略や地域

戦略を日本の対策に反映す る必要がある。



(6)歯の健康

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標イ直に達した 5

B 目標イ直に造していないが改善傾向にある 7(5)

C 変わらない 1

D 悪化している 0

E 評価困難 0

合 計 13

米中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内は、再掲を除く項目数

○幼児期のう蝕予防

フッ化物歯面塗布を受けたことのある幼児の割合は日標値に達し、う

歯のない幼児の割合は改善がみられた。間食 として甘味食品 。飲料を頻

回飲食する習慣のある幼児の害J合は、大きな変化はみられなかった。

○学齢期のう蝕予防

12歳児における 1人平均 う歯数、フッ化物配合歯磨剤を使用 している

人の割合、過去 1年間に個別的な歯 口清掃指導を受けた人の害1合 は改善

がみられた。

○成人期の歯周病予防

進行 した歯周炎を有する人の害1合 (40、 50歳)は 目標値に達 し、歯間

部清掃用器具の使用す る人の割合、喫煙が及ぼす健康影響 (歯周病)に
ついて知っている人の割合は改善がみられた。

○歯の喪失予防

80歳で 20歯以上、60歳 で 24歯以上の自分の歯を有する人の割合、

過去 1年間に定期的な歯石除去や歯面清掃を受けた人の害1合、過去 1年

間に定期的な歯科検診を受けた人の割合は、いずれも日標値 に達した。

イ 指標に関連 した主な施策

08020運動の推進

○ フッ化物洗国のガイ ドラインの策定

○ 歯科検診の推進 (健康増進法、母子保健法、学校保健安全法)

○ 介護予防の推進 (介護保険法施行、介護予防事業)



ウ 今後の課題

○指標の大半は改善され、その うち半数が目標イ直に達 したが、その達成

状況については地域差も認められてお り、また高齢化の進展に伴い咀唱

機能の重要性が一層高まっていることなどから、引き続きライフステー

ジに応 じた適切な う蝕 。歯周病予防等の 「歯の健康」づくりを進めてい

くことが必要である。

○今後の高齢化を考慮 して、健全な食生活等生活の質の向上にも寄与す

るために、咀曙機能の維持・改善を図つていくことが一層重要 となって

いることから、こうした機能面等に着 日して評価の在 り方を検討する必

要がある。

○小児の永久歯 う蝕予防については、地域の特性に応 じて、フッ化物歯

面塗布、フッ化物配合歯磨剤、フッ化物による洗 口等の応用やシーラン

トの活用などを含めて総合的に推進 していくことが必要である。

○従来の 目標項 目においては、高齢化の進展などを踏まえ、より的確に

把握できるよう歯の健康の取組状況についての対象年齢等を含 めた評

価の在 り方について検討する必要がある。

○評価 を行 うに当たつては、国レベルの指標の達成状況だけでなく、者「

道府県での達成状況 も考慮する必要がある。

(7)糖尿病

ア 指標の達成状況と評価

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内は、再掲を除く項目数

16

策定時
*の

値と直近値を比較 項 目数

A 目標値に達した 2(1)

B 目標値に達していないが改善傾向にある 4 (3)

C 変わらなし 2

D 悪化 している 2 (1)

E 評価困難 1

合 計
ワ
′



〇糖尿病検診の受診及び健診受診後の事後指導を受 けている人の割合

については、改善がみられた。

○糖尿病有病者数について、平成 22年における日標値を下回 り (目 標

達成 )、 糖尿病有病者で治療継続 している人の割合については改善がみ

られた。

○糖尿病合併症を発症 した人の数については、平成 22年における目標

を超 えて悪化 した。

○メタボ リックシン ドロームに関して中間評価で追加 となつた項 目に

ついては、メタボリックシン ドローム該当者・予備群の割合は変わらず、

特定健康診査・特定保健指導の受診者数は平成 20年度及び 21年度の実

績値のみのため、評価困難であった。

○なお、指標にはないが、糖尿病による新規人工透析導入患者数は、平

成 9年一平成 19年は増加 したが、平成 20年からは歯止めがかかってぃ

る。

イ 指標に関連 した主な施策

○医療連携体制の推進 (医療計画 )

○食事バランスガイ ドの策定・普及啓発

〇健康づ くりのための運動基準 。指針の策定、普及啓発

○特定健康診査・特定保健指導の実施

○糖尿病等の生活習慣病対策の推進について (中 間とりまとめ)

ウ 今後の課題

○糖尿病有病者数は増加傾向にあるが、年齢調整有病率に有意な上昇は

ない。む しろ糖尿病予備群の増加が問題である。

030歳代男性は糖尿病検診における異常所見者の事後指導受診率が、過

去 10年間で 40%か ら60%と 増加 してきたがいまだに低い。肥満者の増

力日が著しい世代でもあり今後、健康増進対策の強化が必要である。

○糖尿病治療の継続率は 45%から 56%と 上昇 しているが、今後どのよ

うな患者が ドロップアウトしているかの検討が必要である。

○糖尿病による新規人工透析導入患者数について、今後、減少に向かう

か注 目するとともに、透析導入糖尿病患者の臨床像の検討が必要である。

○併せて、失明者数においても詳細なデータ解析をす るとともに、その

原因を検討する必要がある。



(8)循環器病

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に達した 2(0)

B 目標値に達していないが改善傾向にある (3)

C 変わらない 5

D 悪化 している 1

E 評価困難 1(0)

合計 14 (5)

*中 間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内は、再掲を除く項目数

○血圧平均値及び高血圧有病率は年齢調整値においては改善 してお り、

過去か らの改善傾向が続いていた。食塩摂取低下などの効果が考えられ

る。 しか し、高血圧有病率は高齢者を中心に依然 として高かった。

○循環器疾患死亡率 (脳卒中、虚血性心疾患)は年齢調整値においては

改善がみ られた。 しかし、虚血性心疾患の粗死亡率 。死亡数は高齢化に

伴い低下がみられなかった。

○服薬者 を含めた高脂血症有病率は悪化 した可能性が高いが、国民全体

の総 コレステロール平均値の悪化はみ られなかった。

○食塩摂取量は低下し、改善していたが、目標値には達 していなかった。

○カ リウム摂取量、男性の肥満者割合は悪化 していた。

○メタボ リックシン ドロームの認知度はかなり高かった。

イ 指標に関連 した主な施策

○医療連携体制の推進 (医療計画)

○食事バランスガイ ドの策定・普及啓発

○健康づ くりのための運動基準・指針の策定、普及啓発

○特定健康診査・特定保健指導の実施

○食品栄養成分表示の推進

○食育の推進 (食育基本法施行、食育基本計画の策定)



ウ 今後の課題

○血圧平均値、高血圧有病率の改善がみ られるものの、有病率は高齢者

を中心に依然 として高く、国民全体での予防対策の強化が必要である。

今後、肥満の増加に伴 う血圧上昇が懸念 され、肥満対策が重要である。

また、食塩摂取量は日標に達 していないため継続 した対策が必要である。

○高脂血症有病率低下のため、飽和脂肪酸摂取低減等に関す る普及啓発、

栄養成分表示などのポピュレーション対策が必要である。

○カリウム摂取量は低下傾向にあり、血圧上昇への影響が懸念 されるた

め、野菜・果物摂取増加等の対策が必要である。

○健診受診率は女性や若年成人を中心に、さらに向上させる必要がある。

○循環器疾患死亡率は低下傾向にあるが、罹患率のモニタリングが必要

であり、疾患登録システムの構築等が求められる。

(9)が ん

ア 指標の達成状況と評価

策定時
*の

値と直近値を比較 項目数

A 目標値に遣した 0

B 目標値に達していないが改善傾向にある 3(1)

C 変わらなし 3 (0)

D 悪化している 1

E 評価困難 0

合計 ワ
′

０
４

*中間評価時に設定された指標については、中間評価時の値と比較

括弧内は、再掲を除く項目数

○果物摂取については悪化 した。

○がん検診受診者数は増加 し、一部検診については目標値に達したもの

の、その後設定されたがん対策推進基本計画の日標値 (平成 23年度末

までに受診率を 50%にする)には遠 く及ばない。



イ 指標に関連 した主要な施策

〇がん対策の推進 (が ん対策基本法、がん対策推進基本計画、健康増進

法、医療計画 )

ウ 今後の課題

○がんの予防、早期発見等、それぞれについて、医療技術に対する科学

的エ ビデンスをより積極的に作成することが必要である。エ ビデンスが

確立されたものについては、介入の方法についてもエ ビデンスを作成 し、

それに基づいて対策を行つていくことが必要である。



参考 1

〔評1面

全指標の達成状況
A 目標値に達した
D 悪化している

(一覧 )

目標値に達 していないが改善傾向にある

評価困難

Ｂ

Ｅ

C 変わらない〕
1栄養・食生活

目標項目:11 適正体重雄 持している人の増加 [肥満者等の割合] C

目標項目 :可 2 脂肪エネルギー比率の減少 [1日 当たりの平均摂取比率] C

目標項 目:13 食塩摂取量の減少 [¬ 日当たりの平均摂取量] B

目標項 目:14 野菜の摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取」 C

目標項 目:15 カルシウムに富む食品の摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取量 (成人)] D

目標項目:16 自分の適正体重を認識し、体重コントロールを実践する人の増カロ [実践する人の割合] C

目標項目:17 朝食を欠食する人の減少 [欠 食する人の割合] D

目標項 目:1 8 量、質ともに、きちんとした食事をする人の増加 [1日 最低1食、きちんとした食事を、
家族等2人 以上で楽しく、30分以上かけてとる人の割合]

B

目標項 目:1 9
外食や食品を購入する時に栄養成分表示を参考にする人の増加 [参考にする人の割
創 B

目標項目:1 10 自分の適正体重を維持することのできる食事量を理解している人の増加 [理解してい
る人の割合]

B

目標項 目 :¬ 11 自分の食生活に問題があると思う人のうち、食生活の改善意欲のある人の増加 [改

善意欲のある人の割合]
C

目標項 目:1 12 ヘルシーメニューの提供の増加と利用の促進 [提供数、利用する人の割合] B

目標項目:1 13 学習の場の増加と参加の促進 [学習の場の数、学習に参加する人の割合] C

目裸項 目:1 14 学習や活動の自主グリレープの増加 [自 主グループの数] C

目標項目:1 15 メタボリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の増加 A

2身体活動・運動

目標項 目:2 1 意識的に運動を心がけている人の増加 [意識的に運動をしている人の割合] B

目標項 目:2 2 日常生活における歩数の増加 [日 常生活における歩数] D

目標項目:23 運動習慣者の増加 [運動習慣者の割合] C

目標項目:24 外出について積極的な態度をもつ人の増加 躍 動習慣者の割合] A

目裸項目:2 5 何らかの地域活動を実施している者の増加 [地域活動を実施している人] A

目標項目:26 日常生活における歩数の増加 [日 常生活の歩数] D

目標項目:2 7 安全に歩行可能な高齢者の増加 [開眼片脚起立時間20秒 以上に該当する人の増加] B

(再掲 )

目標項目:2 8
メタボリックシンドローム (内臓月旨肪症候群)を認知している国民の割合の増加 A



3休養・こころの健康づくり

目標項目:3 1 ストレスを感じた人の減少 [ス トレスを感じた人の割合] D

目標項目:32 睡眠による休養を十分にとれていない人の減少 [とれない人の割合] A

目標項目:3 3 理眠の確保のために睡眠補助品やアルコールを使うことのある人の減少 [睡眠補助
累等を使用する人の割合]

D

目標項目:34 自殺者の減少 [自 殺者数] C

4たばこ

目標項目:41 喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 [知っている人の割合] B

目標項目:42 未成年者の喫煙をなくす [喫煙している人の割合] B

目標項目:43 公共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及
[分煙を実施している割合]

目標項目:44 禁煙支援プログラムの普及 [禁 煙支援プログラムが提供されている市町村の割合]

(参考指標)

目1票 1ヨ ロ:4 5 喫煙をやめたい人がやめる 参考

5アルコール

目標項目:51 多量に飲酒する人の減少 [多 量に飲酒する人の割合] C

目標項目:52 未成年者の飲酒をなくす [飲酒している人の割合] B

目標項目:5 3 「節度のある適度な飲酒」の知識の普及 [知っている人の割合] C

3歯の健康

目標項目:61 う歯のない幼児の増加 [う 歯のない幼児の割合(3歳 )] B

目標項目:62 フッ化物歯面塗布を受けたことのある幼児の増加 [受 けたことのある幼児の割合(3

歳)]
A

目1票項目:63 間食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣のある幼児の減少 [習 1員のある幼児
の割合 (1歳 6ケ月児)]

C

目標項目:64 一人平均う歯数の減少 [1人 平均う歯数(12歳 )] B

目1票 11目 :6 5 学童期におけるフッ化物配合歯磨剤の使用の増加 [使用している人の割合] B

目1票 11目 :6 6 f口別的な歯口清掃指導を受ける人の増加 [過去1年間に受けたことのある人の割合] B

目標項目:67 進行した歯周炎の減少 [有する人の割合] A

目標項目:68 歯間部清掃用器具の使用の増加 [使用する人の割合]

(再掲)

日標項目:6 9 哭煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 [知っている人の割合] B

(再掲)

目標項目:6 10 禁煙支援プログラムの普及 (禁煙支援プログラムが提供されている市町村の割合) B

目標項目:6 11
80歳 で20歯 以上、60歳 で24歯 以上の自分の歯を有する人の増加 [自 分の歯を有する
人の割合]

A

目標項目:6 12 定期的な歯石除去や歯面清掃を受ける人の増加 [過去1年間に受けた人の割合] A

目標項目:6 13 定期的な歯科検診の受診者の増加 [過去1年間に受けた人の割合] A



7糖尿病

(再掲)

目標項目:7 1 戒人の肥満者の減少 C

(再掲 )

目標項目:7 2 日常生活における歩数の増加 D

(再掲)

日標項目:73 質、量ともに、バランスのとれた食事 B

目標項目:74 糖尿病検診の受診の促進 [受けている人の数] B

目標項目:7 5 糖尿病検診受診後の事後指導の推進 [受けている人の割合] B

目標項目:76 糖尿病有病者の減少 (推計) A

目標項目:7 7 糖尿病有病者の治療の継続 [治療継続している人の割合] B

目標項目:78 糖尿病合併症の減少 D

(再掲 )

日標項目:7 9
メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の増加 A

日標項目:710 メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の 該当者・予備群の減少
[メタボリックシンドローム(内 臓脂肪症候群)の該当者 予́備群の人数(40～74歳 )]

C

目標項目:7 1可
メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の概念を導入した健診‐保健指導の受診者
敦の向上 E

3循環器病

(再掲 )

日標項目:8 ¬ 食塩摂取量の減少 B

目標項目:82 カリウム摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取量] D

(再掲 )

日標項目:83 成人肥満者の減少<適正体重を維持している人の増加> C

(再掲 )

日標項目184 運動習慣者の増加 C

目標項目:8 5 高血圧の改善(推計)参考 B

(再掲 )

日標項目:8 6 たばこ対策の充実 B

日標項目:87 高脂血症の減少 [高脂血症の人の割合] C

(再掲)

日標項目:8 8 糖尿病有病者の減少 A

(再掲 )

目標項目:8 9 飲酒対策の充実 C

目標項目:810 健康診断を受ける人の増加 [検診受診者の数] B

目標項目:8 ¬1 生活習慣の改善等による循環器病の減少 (推計) B

(再掲 )

日標項目:8 ¬2
メタボリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)を認知している国民の増加 A

(再掲 )

目標項目:813
メタポリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の該当者・予備群の減少
[メ タボリックシンドロームの該当者・予備群の人数(40～ 74歳 ))]

C

(再掲 )

日標項目:8 14
メタポリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の概念を導入した健診・保健指導の受診者
数の向上



9_がん

(再掲 )

日標項目:9 1
たばこ対策の充実 B

(再掲 )

日標項目:9 2 食塩摂取量の減少 B

(再掲 )

日標項目:93 野菜摂取量の増加 C

目標項目:94 1日の食事において、果物類を摂取している者の増加 [摂取している人の割合] D

(再掲 )

目標項目:95 脂肪エネルギー比率の減少 C

(再掲 )

日標項目:9 6 飲酒対策の充実 C

目標項目:9 7 がん検診の受診者の増加 除診受診者数〕 B

参考2 各分野の指標 (再掲を含む)の分野間の関連

24



自治 体 等 の取組 状 況 の評 価

(1) 自治体における健康増進計画の策定状況

都道府県及び市町村においては、住民の健康増進に関する施策につい

ての基本的な計画である健康増進計画の策定が進み、平成 14年 3月 に

は全ての都道府県で健康増進計画が策定された (表 2)。

また、市町村にづいては、中間評価の際の平成 18年 7月 時点におい

て全 1,859市 町村の うち 1,001の市町村 (約 54%)で健康増進計画が策

定されていたが、平成 22年 12月 時点では全 1,750市町村の うち 1,333

の市町村 (約 76%)で策定されていた (表 2)。

なお、市町村において健康増進計画が策定されていない理由として、

当該 自治体の規模や体市J、 職員のマンパワー不足などが一部にみられる

が、今後はこうした背景を分析するとともに、健康増進計画の策定が進

むような体制の在 り方についての検討 も必要である。

表2 自治体における健康増進計画策定状況

計画策定済

都道府県 平成14年 3月 末現在   (47〉 47(100%)

市町村 平成 18年 7月 1日 現在 (1,859〉

平成22年 12月 1日 現在 (1,750)

1,001(54%)

1,333(76%)

(2)自治体における健康増進施策の取組状況

ア 都道府県における取組状況

47都道府県全てから回答があった。

健康増進施策の推進体制について、庁内に部局横断的な組織体制がある

と回答 した割合は 32%に とどまる一方、関係団体、民間企業、住民組織が

参カロした協議会・連絡会等があるとの回答は 98%に達 した (図 2)。

また、地方計画の評価を行 う体制があると回答 した害1合が 98%、 これま

でに中間評価等の評価を行つたことがあるとの回答も 98%み られ、評価の

体制が整備 され、中間評価も実施 されていた (図 2)。



庁内に部局横断的な組織体制がある

関係団体、民間企業、住民組織が参加した

協議会・連絡会等の体制がある

地方計画の評価を行う体制がある

これまでに中FF5評価等の評価を行ったことがある

図2 健康増進施策の推進体制及び地方計画の評価の状況 (都道府県)

健康増進施策の取組状況について、 9分野のうち「充実した」 と回答 し

た割合が高かつたのは、がん (89%)、 たばこ (83%)、 栄養・食生活 (77%)、

歯の健康 (74%)、 体養 。こころの健康づくり (70%)の順であった。50%
を下回つたのは、アルコール (23%)と 循環器病 (43%)の 2分野であり、

これ らについては「変わらない」とする割合が高かった (アルコール 74%、

循環器病 48%)(図 3)。

また、各分野の代表項目の目標設定の状況について、全ての都道府県で

日標設定された項目は、運動習慣者の増加と歯の喪失防止の 2項 目であり、
このほか 9割以上で設定された項目は、脂肪エネルギー比率の減少、歩数

の増カロ、自殺者の減少、未成年者の喫煙をなくす、メタボリックシンドロニ

ムの該当者・予備群の減少、がん検診の受診者の増加など 10項 目であった。
一方、目標設定の割合が低い項目は、生活習慣の改善等による循環器病の

減少 (28%)、 喫煙をやめたい人がやめる (43%)、 糖尿病検診受診後の事

後指導の推進 (49%)であつた (図 4)。

なお、各項目の目標設定の対象区分や日標値、出典となる調査等が都道

府県によつて異なるため、日標の達成状況を現時点で総括的に評価するこ

とは困難であり、今後、各自治体の最終評価の状況を踏まえての整理が必

要となるほか、各自治体においても、日標に対 して改善がみられなかった

項目や、施策の充実が図られなかったものについては、必要な対策につい

て検討するなど、施策の見直しや強化を図る必要がある。



図 3 健康増進施策の取組状況 (都道府県)
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図 4 代表項目に関する目標設定の状況
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イ 市町村における取組状況

調査対象 となる市町村 (政令市・特別区を含む)は、東日本大震災によ

る被害の大きい岩手県、宮城県、福島県の各県の市町村を除く市町村 (ただ

し宮城県仙台市は調査対象に含めている)と し、1,623市町村中 1,484市町

村から回答があつた (回収率 91.4%)。

健康増進施策の推進体制について、庁内に部局横断的な組織体制がある

と回答 した割合は 25%に とどまり、関係団体、民間企業、住民組織が参加

した協議会・連絡会等があるとの回答は 67%だった (図 5)。

また、地方計画の評価を行 う体制があると回答した割合が 60%、 これま

でに中間評価等の評価を行つたことがあるとの回答が 45%みられ、評価の

体制が整備 され、実際に評価を行つたことがあるのは約半数だった (図 5)。

図 5 健康増進施策の推進体制及び地方計画の評価の状況 (市町村)

各分野の代表項目について、「充実した」と回答した割合が高かった項目

は、がん検診の受診者の増加 (66%)、 メタボリックシン ドロームの概念を

導入 した健診・保健指導の受診者数の向上 (61%)、 運動習慣者の増加 (58%)、

健康診断を受ける人の増加 (57%)の順であり、その割合が少なかったのは、

未成年者の飲酒をなくす (16%)、 禁煙支援プログラムの普及 (20%)な ど

であった (図 6)。

庁内に部局横断的な組織体制がある

関係団体、民間企業、住民組織が参加した

協議会・連絡会等の体制がある

地方計画の評価をテう体制がある

これまでに中間評価等の評価を行つたことがある

０
０



図6 健康増進施策の取組状況 (市町村)
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(3)関係団体における健康増進施策の取組状況

健康 日本 21推進全国連絡協議会に参加 している 139団体のうち、回答

が得 られたのは 77団体 (55%)であった。

取組体制について、担当者を決めたと回答した割合は 81%と 高く、年度

ごとに計画を立てて取組を行つた、他の機関や団体との連携を図つたと回答

した害1合も60%を上回つた (図 7)。

健康増進施策の取組状況については、各分野の代表 目標項目の うち「実

施 した」とした割合が多かったのは、日常生活における歩数の増加 (62%)、

メタボ リックシン ドロームの該当者・予備群の減少 (57%)、 運動習慣者の

増加 (55%)、 健康診断を受ける人の増加 (55%)な どとなつてお り、一方

割合が少なかったのは、一人平均 う歯数の減少 (23%)、 未成年者の飲酒を

なくす (25%)、 自殺者の減少 (26%)な どとなっている (図 8)。

図7 健康日本 21の推進の取組体制 (関係団体 )

担当者を決めた

年度ごとに計画を立てて、取組を行つた

取組の評価断 つた

他の機関や団体との連携押 った

自分の団体のホームペ→ などで取組を公表した



図 8 健康増進施策の取組状況 (関係団体 )
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(4)指標の達成状況と推進に関する取組状況

各分野の代表項目ごとに、指標の達成状況と、都道府県及び市町村、団体

の推進に関する取組状況を整理したのが表 3である。「メタボ リックシン ド

ローム (内臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の増加」のように、指

標の達成状況の評価が高く、取組状況の割合も高いものがある二方、「朝食

を欠食する人の減少」及び「日常生活における歩数の増加」のように、取組

状況の割合は高いが、指標の達成状況の評価が低いものもあり、今後は、各

自治体の最終評価において指標の達成状況が明らかとなり、それらを含めた

分析が実施 されることが望まれる。

表 3 代表項目に関する指標の達成状況と推進に関する取組状況

分野 代表項目 麟̈
推進に関する取組状況

都道府県 市町村 団体

施策(分野別)

を充実した割合
(%)

目標設定した
割合(%)

施策を発案し
た11合 (96)

施策を実施し
た割合(96)

栄養‐食生

活

適正体重を維持している人の増加 C
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メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)を認
知している国民の割合の農カロ

A

身体活動・
運 動

日常生活における歩数の増加 (成人 吉ヽ齢者) D
1動習慣者の増加 C

休養・こころ
の 健 由 づ 0'
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宣租置の減少 C

たばこ
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Ⅳ  おわりに

一次期国民健康づくり運動に向けて一

最終評価において検討 された、次期国民健康づくり運動 (以下「次期運動」
という。)に向けて、現状を踏まえた今後の方向性について、以下のとおり整理
し示すこととする。

(1)次期運動方針の検討の視点

次期運動方針の検討においては、次の 5つの視点が重要 となる。

① 日本の特徴を踏まえ 10年後を見据えた計画の策定

日本における近年の社会経済変化とともに、急激な少子高齢化が進む中
での 10年後の人口動態を見据えた計画の策定を行 う。その際、長期的計画
のもとに、短期的な課題解決が可能な枠組とする。

② 目指す姿の明確化と目標達成へのインセンティブを与える仕組みづくり

最終的に目指す姿から具体的な内容を位置づけていく構造に工夫する。
その際、自治体や企業、医療保険者等関係機関の長が積極的に進めようと

する目的意識や日標達成へのインセンティブとなる仕掛けを組み込む。

③ 自治体等関係機関が自ら進行管理できる目標の設定

目標 とされた指標に関する情報収集に現場が疲弊することなく、既存
デT夕 の活用により、自治体等が自ら進行管理できる日標の設定や体制づ

くりZ曇イ予う。

④ 国民運動に値する広報戦略の強化

国民運動 として推進するためには、民間企業等を巻き込んだ強力な広報
戦略が必要であるとともに、健康に関する誤解を減らし、より理解 しやす
いメッセージとするため、広報戦略を強化する。

⑤ 新たな理念と発想の転換

次期運動の方針の検討に当たっては、これまでの 9分野の分類設定や理

念にとどまらない発想の転換が必要である。例えば、「病気や障害があって

も一病息災で相当に生きられるアプローチ」や、「個人の健康設計における

『 こうすべき型』から『 こうありたい型』への転換」などがあげられる。



②

(2)次期運動の方向性

時代の変化へ対応 した次期運動の方向性及び課題 として、次の内容が考

えられる。

① 社会経済の変化への対応

・家族・地域の絆の再構築、助け合いの社会の実現 (東 日本大震災から
の学び等)

。人生の質 (幸せ 。生活満足度等)の向上

・健康を守るための環境への積極的な働きかけの実現
。全ての世代の健やかな心を支える社会の在 り方の再構築
・健康の基盤を築くことのできる家庭の在 り方の再構築
・健康 リスク・環境 (放射線暴露)、 危機管理 (災害・感染症・食品安
全)への対応

・貧困等の様々な生活条件への配慮や健康格差の縮小

科学技術の進歩を踏まえた効果的なアプローチ

・進歩する科学技術のエビデンスに基づいた日標設定

・個々の健康データに基づき地域・職域の集団をセグメン ト化 し、それ

ぞれの対象に応 じて確実に効果があがるアプローチを展開できる仕組み
。長寿遺伝子の活性化、がんワクチン、テーラーメイ ド医療および予防

等の最新技術の発展を視野に入れた運動の展開

今後の新たな課題 (例 )

・休養 。こころの健康づくり (I垂眠習慣の改善、働く世代の うつ病の対

策 )

・将来的な生活習慣病発症の予防のための取組の推進 (低出生体重児の

出生の予防、子 どもの健全な食生活、運動・活発な余暇身体活動の実践
への強化 )

。生活習慣に起因する要介護状態を予防するための取組の推進 (年代に

応 じた食事の質の改善、生活機能低下予防、ロコモ予防、認知機能低下

予防)

。高齢者、女性の健康

・肺年齢の改善 (COPD、 たばこ)

・重症化予防及び三次予防での対応後の再発防止に向けた予防方策の在 り

方

・健診データに基づ く国民一人ひとりの自己健康管理の積極的な推進

③
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分野別評価 シー トにつ いて

○健康日本21の策定時及び中間評価時に設定された9分野の目標項目80項 目 (参考指標

1項 目及び再掲 21項 目を含む。)にういて、以下 (1)～ (5)の ように分析 。整理した。

(1)直近実績値に係るデータ分析

・直近実績値がベースライン値に対してどのような動きになっているか分析。

(2)データ等分析上の課題

・調査・分析する上での課題 (調査手段、方法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

。上記 (1)、 (2)を 除く最終評価に必要と思われるデータに係るコメン トを記載。

(4)最終評価

。最終値が目標に向けて、改善したか、悪化 したか、等を上記 (1)～ (3)を踏

まえ、総合的に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出

。最終評価を踏まえ、今後強化 。改善すべきポイントを記載。

○ベースライン値もしくは中間評価の値と直近実績値の比較にあたっては、原則として

有意差検定を実施し、その結果については「別添 分野男」評価シート」の「(1)直近実

績値に係るデータ分析」に記戦するとともに、分析上の課題や関連する調査・研究のデ

ータの動向も踏まえ、日標に対する達成状況について、以下A～ Eに従い、評価を行っ

た。

また、再掲の目標項目に関しては、最終評価を括弧書きで示した。

○分野別評価シー ト中に記載されている図表については、分野別評価シー ト資料集にと

りまとめた。

A 目標値に達 した

B 目標値に達していないが、改善傾向にある策定時 (若 しくは中間

評価時)の値と直近値

を比較
変わらない

D 悪化 している

E 中間評価時に新たに設定した指標又は把握方法

が異なるため評価が困難
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1栄 憂・食生活
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BMI(Oodv Ma● 6 1ndeX):体菫 (kg)/[身長(m)

目欄饉 環足
"の

ベースラ‐
(平

"年
口晨榮菫口|

中口
"●(平威10年口農健菫・彙豊■D

自近賓僣饉
(平成4年目民饉H・ 榮●■D

1la児童・生徒の肥満児 7%以 下 102%

lb 20歳代女性のやせの者 15%以 下 233% 214% 223%

lo 20～ 60歳代男性の肥満者 15%以 下 243% 290%

1ld 40～ 60歳代女性の肥満者 20%以下 252% 218%

コメント

(1)直近奥籠饉に係るデータ分析
・直近輿饉饉がベースライン饉に対してどの
ような動きになつているか分析。

8晃犀悧 卿 酬 )れなかった(片側P値=026)。
020～ 60歳代男性の肥満者の割合は有意に増加した(片側P値 <0001)。
040～ 60歳代女性の肥満者の割合は有意に減少した(片側P値 =0007)。

(2)データ癖分析上の鳳■
・日

=・
分析をする上での屎■(■査手段、方

法、分析材料等)がある場合、配餞。

(3)その他デ→ 分析に優るコメント
8〔%琥暫爾厳卍集留糧裏夷3昇£:『著涯斜LWヒ

したがヽ平由2期降の肺者の船醜岬向

(4)最織膊 fE
・最織儘が日欄に向けて、改善したか、轟化し
たか書を簡潔に記餞。

糟苫:
020歳代女性のやせの割合は変わらない。

C

5)今後のコ■及び対策の抽出
最

“

諄薔を出まえ、今n強化・改●事すべ

壼ポイントを簡
=に

記崚。 :饉眈 用
1-4)。

1栄■・食生活

ヨ相項 目:1 2■肪エネルギー比率の減少 [1日 当たりの平均授取比率](■肪エネルギー比率 :●摂取エネルギーに占める朧肪からのエネルギ=の日合)

■籠菫
l 開 旱饉IA]`43 1(平

“
占鵬 魚三::吾

瞑近の実餞■
(平 麟勁 年口民腱凛・彙■口D

12a20～ 40歳 代 25%以 下 271%      1      267% 271%

コメント

(1)■ 近実籠IEに係るデータ分析
・直近奥颯饉がベースラインロに対してどの
ような動きになっているか分析。

0有恵な変化はみられなかつた(片側Pl直 =050)。

(2)デ→ 等分析上の暉■

蟹雰編調響硯縦 姜轟
「

段ヽ方

(3)その他データ分析に係るコメント

0男性より女性で高い。
O男女とも20歳代、30歳代では変わらない。

8晶誘雰:群:各聟臨難こ説守輻 稔購鼎鷹晨t瀕 :準:為徒:なぃ

(4)最終m
・最饉饉が目■に向けて、改薔したか、二化L
たか寄を簡澤に記● .

0変わらない。

C

(5)今後の■■及び対策の抽出

納 霞嘉離高響
強化・改薔等すべ

己盟寧示鋒 I=府
が30%以上の者の割合は、男女とも20歳代で最も高く(図 1-5)、 この世代へのアプ

′
，



1.栄曇・食生活

目欄項目:1 3食塩摂取量の減少 [1日 当たりの平均摂取ロ

日椰饉 認 撃島I棗11`ぶ     |  (平成1碑』1‖島巨螢.口ゎ 亡近奥■■
(平減21年目民

“

■・票■●0

13a成 人 10g未 満

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・亡近実績饉がベースライン饉に対してどの
ような働者になつているか分析。

0有意に減少した (片 側 P値 <0001)。

(2)データ諄分析上の暉■
・■■・分析をする上での朦■(口壼手段、方
法、分析材料亭)がある場合、配載。

(3)その他データ分析に偲るコメント

O男性より女性で低く、女性では99gまで減少。
O男女ともいずれの年代でも減少している。
O直近値では、男女とも60歳代で最も高い(男 性:124g、 女性:105g)。

○食塩の供給源は調味料が約フ割を占め、この10年間で変化はない。

(4)最終評IE
・最織饉が日欄に向けて、改善したか、轟化L

たか等を簡澤に記麟。

○目標に向けて改善したが、日標値には達していない。

B

(5)今後の課■及び対策の抽出
・最軽辞優を目まえ、今後強化・改善寄すべ

きポイントを目潔にm●。

0これ以上の減少については、個人の努力だけでは限界があることから、食事内容や量の調整ができるよう
栄養成分表示の義務化や、食品に含まれる食塩含有量を減らすための企業努力を促す環境介入も必要であ
る。

1栄 姜・食生活

目櫃項目:14野 菫の饉取量の増加 【1日 当たりの平均薇取Ш

ロロ饉
認 撃alnl%」      |   (旱 咸 :。年占 鵬 彙晏日●

E壼■ロロ
(事″コヤ■屁腱■・腱●口D

14a 成 人 350g以 上

コメント

(1)IE近実績値に係るデータ分析
・lE近実颯饉がベースライン●に対してどの
ような動割箋 つているか分析。

0有意な変化はみられなかつた (片側 Pl直 =028)。

(2)デ→ 等分析上の口■
・■査・分析をする上での口■(■査手段.方
法、分析材料等)がある場合、記

"。

(3)そ の他データ分析に饉るコメント

0直近lILで は20歳代で最も低く、242gである。

(4)最終膊II
・最綺饉が日■に向けて、改善したか、轟化L

たか嗜を簡潔に記曖。

O変わらない。

C

(5)今 後の朦■及び対燎の抽出
'最終

"饉
書麟まえ、今後強化・改薔守すべ

[ポイントを簡調に記●.

0毎 日野菜料理をたつぶり(1日 小鉢5皿、350g程 度)食べることについて「するつもりはあるが、自信がない」と
回答した人の割合は290%、「するつもりがない」は61%であり、対象者の状況に合わせた支援が必要であ
る。

”
↓



1 栄晏・食生活

ヨ欄項目:1 6 カルシウムに富む食品の擬取量の増加 [1日 当たりの平均競取量 (威人)](カルシウムに富む食品 :牛乳・乳製品、三錮.縁贄色野菜)

目欄饉 策定●●ベースライン饉
(平鵬 年目民象

=口
D (平 成10年 口晨仁壼・彙■■D

壼近■ 腱饉
(平 虚刻 年■■●■・奎

=■
書ヽ

15a牛 乳・手L製 品  130g以 上 101g

豆類      loog以 上

15c緑責色野菜   120g以 上

コメント

(1)直近奥alEに係るデータ分析
・E近実績饉がベースライン饉に対してどの
ような助きになつてしヽ か分析 .

§言魯ξ罪予膨蜂‖デ:[饒ィ直司a。

(2)データ●分析上の朦■
・日董・分析をする上での朦■ (■童手段、方
法、分析材料等)がある場合、口餞 .

(3)そ の他データ分析に係るコメント 壇呉童隈罵最贅を星野露
=謎
『湯よよらも"歳代で最都ぐ豆類l■45ま 緑責色野菜は引gであ打

(4)最終膵個
。最終饉が日標に向けて、改薔したか、層化し
たか等を簡潔に記麟。

O緑黄色野菜は変わらないが、牛,L・ ,L製品、豆類は悪化している。
~

D

(5)今後の暉■及び対策の抽出
・最綺諄価を踏まえ、今後強化・改●●すべ

きポイントを簡素に記颯。

1 巣姜・食生活

目相項目:16 自分の■正体菫を目朧し、体菫コントロールを奥賤する人の増加 [奥餞する人の日合](■正体菫:「 [身長(m)12x22」 を組率(BMl=22を標準とする)〕

口●饉 贅た時のベースラインロ
(平 ntO年■星壺●■‐

中田諄ロ
(平 成lo年 口■●●・壺●口●

EE■●電
(平 21年■腱●菫・■●■●

16a男 性 (15歳 以上)9o%以上 626% 602% G77%

16b女 性(15歳 以上)90%以上 801% 703% 763%

コメント

(1)IE近実績値に係るデータ分析
・E近奥饉値がベースラインロに対してどの
ような動きになつているか分析 .

8晏詈1霧敬∃悪懸暑暑に機蓼した瞬側:糧≦&認 }

(2)データ等分析上の口■
・口査・分析書する上での暉■(目査手段、方
法、分析村料■)がある場合、記餞。

(3)そ の他データ分析に係るコメント XT髭

^畷

昇Tζ密鍔喘出ιT書鮮:轟螺営猛1ぶ『面爾研要爾簾

(4)曇饉評価
。最腱饉が日楓に向けて、改善したか、層化L
たか椰を目漑に記麟。

兄晶語野ξ野督程霧製
敏善しており、剣師爾

「

顧扇預丁属
C

(5)今後の口■及び対策の抽出

認 臨 蒲 磁 Flヒ
・改‖ すべ

”
■

Л
■



栄晏・食生活

ヨ欄項目:1 7輌食を欠食する人の減少 [欠食する人の割創

日籠饉
策定■のパースライン
(平 山 年口晨彙菫ロ

中口諄債
(平成16年国民健康・彙養口D

亡近実僣饉
(平 J21年目民腱嵐・彙

=口
D

17a中 学、高校生    0%

17b男 性(20歳 代)15%以 下 330%

17o男 性 (30歳代 )15%以 下 205% 259% 292%

コメント

(1)直近奥相IEに係るデ→ 分析
・直近奥崚饉がベースライン籠に対してどの

ような動きになつているか分析 .

Э中学、高校生では石意な変化はみられなかつた(片 ullPl直 =023)。
Э男性 (20歳 代)では有意な変化はみられなかつた(片側P値 =049)。
Э男1■ (30歳代)では有意に増加した(片側P値 <0001)。

(2)データ専分析上の鳳■
・■壺・分析をする上での風■ (■査手段、方

法、分析材P4等)がある壇合、■0。

O欠食の定義について、策定時は「食事をしなかつた場合」であるが、中間評価・直近実績値は「食事をしな
かつた場合」および「菓子、果物、早L製品、し好飲料などの食品のみ食べた場合」、「錠剤‐カプセル・顆粒状の
ビタミン・ミネラル、栄養ドリンク剤のみの場合」の合計であるため、比較には注意を要する。

3)その他データ分析に饉るコメント

○直近値の欠食の内訳をみると、「食事をしなかった」は20歳代で199%、 30歳 代で1700/o、「栗子、果物、乳
製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた」は20歳代で12.80/O、 30歳代で118%であり、主食をきちんととるなど
食事内容を見直し、バランスのとれた内容に改善するための支援も必要である(図 1-6)。

(4)最終膊値
・最織強が日欄に向けて、改善したか、轟化し
たか専を簡潔に記腋。

O中 学、高校生は変わらない。男性 (20歳代,も変わらないが、その副含
は30%を超えており、男性 (30歳 代)も悪化している。

D

融 場釧島‖すべ
壼ポイントを簡潔にE● .

O習慣的に朝食を欠食している20歳以上で、朝食を食べない習慣が「小学校の頃から」又はI中字、高校生の
頃から」と回答した人の割合は、男性で327%、 女性で252%(図可-7)であることから、子どもの頃から正しい
食習慣を身につける取組が重要である。
O習慣的に朝食を欠食している人で、朝食を食べるために必要な支援は、男女とも「早く寝る、よく眠る」が最
も多く、男性は女性に比べ、「家族や周りの人の支援」、「残業時間の短縮など労働環境の改善」が高い。朝食
を食べている人が食べ続けるための支援では、男性は「家族や周りの人の支援」、女性は「自分で朝食を用意
する努力」が最も多い(図 1-8-1、 1-8-2)な ど、朝食を食べている人と食べていない人、男性と女性で、
支援内容が異なることから、社会環境要因も踏まえて対象に合わせた支援が必要である。

1 栄姜・食生活

ヨ欄項目:1 8量、■ともに、きちんとした食事をする人の増加 [1日最低1食、きちんとした食事を、家族椰2人以上で員しく、30分以上かけてとる人の日合】
(きちんとした食事11日あたりのエネルギー必要量及び各種栄姜素密度について一定条件をみたす食事)

日

“

饉 翻 3a椰      |   (早 咸10年 」‖ 彙姜口D
菫壼責●■

(平 ●21年 目■●凛・彙■日D

成人 70%以 上 563%(参 考値)     1        610% 657%

コメント

(¬ )IE近実績10に係るデータ分析
・直近実績値がベースライン饉に対してどの

ような動きになっているか分析。

Э有意に増加した(片側 Pl直 <0001)

12)デ→ 専分析上の暉■
■査・分析をする上での暉■(■査手段_方
去、分析崚熱申)がある場合、配摯.

3)その他デ→ 分析に係るコメント

(4)最饉

"籠・最饉口が日相に向けて、改善したか、思化L

たか等を簡潔に記●。

Э目標に向けて改善したが、目標値には達していない

B

出 驚 翻 島

"す
べ

をポイントを簡潔に掟●.

′
”



1.栄姜・食生活

目欅項目:1 9外食や食品を日入する時に栄姜成分表示を,考にする人の増加 l●考にする人の

“

合1

日口饉
環
=時

のベースラインロ
(平 由 2年 口星栄曇ロコ

中国諄薔
(平 成,6年国民健

=・
最■口勘

E近実颯饉
(平 減コ年目民儘虫・彙■■D

19a男 性 (20～ 69歳 )30%以上 201% 180% 250%

19b女 性 (20～ 69歳 )55%以上 410% 404% 553%

コメント

(1)直近奥伯はに係るデータ分析
・直近実績饉がベースライン■に対してどの
ような動きになつているか分析。

υ男性(20～ 69歳 )では有言に増加した(片側Pl直 <0001)
Э女性(20～ 69歳 )で は有意に増加した(片側P値 く0001)

(2)データ等分析上の鳳■
・■童・分析をする上での暉■〈■壼手段、方
法、分析材料寺)がある場合、口載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終膊fI
・最終饉が目編に向けて、改善したか、患化し
たか帯を簡潔に記●。

朧 撻 躍
に向けて改善したが、日標値には達し‐ れヽ 、■l■ は日

B

5)今 後のコ■及び対策の抽出
最終

"薔
を踏まえ、今後強化・改善等すべ

リポイントを目調に記● .

0策養成分表示は食事内容や量の調整に活用できることから、栄養成分表示の義務化といっだ環硬雇弼躍
「促す制度の見直しも必要である。

1 栄姜・食生活

日欅項目:1 10自分のコ正体■を絶持することの‐ る食事畳を理解している人の増加 口 解している人の日合]

■口饉 ■■●0ベ ースライン●
く平n3年ロニ彙●■J 中間腑ロ

(平 成10年目鳳健童・彙■日■l

自量費口饉
(平 崚コ年目腱腱H・ 彙■口D

110a成 人男性 80%以 上 656%(参 考値 ) 691% 750%

110b成 人女性 80%以 上 730%(参 考1● ) 750%

コメント

(1)口近奥颯値に係るデータ分析
・IE近実籠饉がベースライン■に対してどの
ような動きになつているか分析。

⊃成人男性では有意に増加した(片側Pl直 <0001)。
Э成人女性では有意に増加した(片恨lPI直 <0001)。

{2)デ→ 等分析上の口■
'■壼・分析をする上での暉■(■壼手段、方
去、分析材料等)がある場合、記銀。

3)そ の他デ→ 分析に係るコメント

(4)最綺絆価
・最終饉が目椰に向けて、改善したか、■化L
たか0を簡潔に記腱。

υ男女とも目標に向けて改吾したが、日標 1直 には達していない。

B

(5)今後の諫■及び対燎の拍出
,最

"膊
口を目まえ、今後強化・改薔椰すべ

きポイントを簡潔に配●.

И
“



1 栄姜・食生活

ヨ欄項目:1.11 自分の食生活に間■があると思う人のうち、食生活の改薔な欲のある人の増加 〔改善慮欲のある人の割合]

目相饉
贅定■0ペ ースラインロ
(平 由 年■農彙

=■
D

中周膵価
(平虚10年口腱極壼.壺 暑口D

菫近実

“

饉
(平 減21年口民健●・票■■D

11la成人男性 80%以 上 556% 591% 588%

1 1lb成人女性 80%以 上 677% 673%

コメント

(1)E近実績値に係るデータ分析
・直近奥籠儘がベースラインロに対してどの

ような動きになつているか分析。

0威人男性では有恵な変化はみられなかつた (片側P値 =0089,。
O成人女性では有意な変化はみられなかった(片側P値 =0_17)。

〔2)データ専分析上の■■
'日圭・分析をする上での課■(■査手段、方
法、分析材料専)がある場合、配颯。

3)その他デ→ 分析に係るコメント

0食生店の改吾を特に考ぇていない人の副合が最も多い年代は、ベースライン値では男性の30歳代
(294%)、 女性の40歳代(200%)であり、直近値では男性の40歳代 (2190/o)、 女性の20歳代(174%)で ある。

(4)最餞膊II
.最終饉が目編に向けて、改善したか。悪化t

たか専を簡潔に記曖。

」男 女 とも変 わ らな い

C

(5)今 後の暉■及び対策の抽出
・最儀評価を薔まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡澪に配颯。

栄晏・食生活

ヨ欅項目:1 12 ヘルシーメニューの提供の増加と利用の促遭 la供 欧、利用する人の日合]

(ヘルシーメニューの饉供 :綸 食、レストラン、食品発■における、食生活改善のためのパランスのとれたメニューの提供 )

■●饉
贅■時のベースライン饉
(平 成12年 ■罠彙姜口D

中口

「

●
(平成10年口罠腱童・彙■口つ

E五買颯ロ
(平 ■21年 ■罠腱自・彙薔■D

1:2a男性 (20歳 ～59歳 )50%以上 344% 345% 388%

112b女性 (20歳 ～ 59歳 )50%以上 430% 530% 619%

コメント

(1)直近実績値に係るデータ分析
・IE近真籠薇がベースライン■に対してどの

ような勁きになつているか分析。

D男性 (20～ 59歳 )では有恵に増カロした (片側P恒=0002)。
Э女性 (20～ 59歳 )では有意に増加した(片側Pl直 <0001)。

(2)データ等分析上の鳳■
・■壺・分析をする上での口■(■壺手段、方
法、分析材料専)がある場合、記餞。

3)その他データ分析に優るコメント

4)最 終評籠
最綺儘が日■に向けて、改薔したか、悪化し

=か
椰を日潔に配口。

0男性 (20～ 59歳 )は 目標に向けて改吾したが、日標値には達していな
い。女性 (20～ 59歳 )は 目標1直 に達した。

B

(5)今 後の諫■及び対策の抽出
・最終澤●■麟まえ、今●強化・改善等すべ

きポイントを簡
=に

■●.

“
４



1 栄養・食生活

ヨ標項目:1 13 学口の場の増加と多加の便通 I学 日の場の欧、学習に,加する人の割合](学口の場:地域、職崚において儘康や栄姜に田する情報を40られる場)

目椰饉 策定|10ベースライン■
(平 由 2年目■彙■口

"

甲間r"
(平 田 0年口民仁廣・彙姜口0

菫近■■■
(平 コン1年 目民償庫・栞

=“
」

113a男性 (20歳 以上)10%以 上

113b女 性 (20歳 以上)30%以上 147% 153% 161%

コメント

(1)E近奥艤IEに係るデータ分析
・直近実績値がベースライン饉に対してどの
ような働きになつているか分析。

0男 1主 (20蔵 以上りで1ま 有意に増加した(片側P値 =0001)。
O女性(20歳 以上)で は有意な変化はみられなかった(片側P値 =0067)。

(2)データ守分析上の口■
。日生・分析をする上での暉■ (■査手段、方
法、分析職熱等〕がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終餞が日欄に向けて、改善したか、憑化L

たか専を簡澤に配曖。

認 習
歳
"は

目厠 輌 けて改善したが、女性 00歳以Dは 変わ

C

(5)今後の諫■及び対策の抽出
・最略

"優
を蟄まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡調に配曖.

1 彙姜・食生活

日相項目■ 14諾
里夢煮里9ぽ 化

=に

3槙響」:清

“

よE:写慧単詈や活鵬を、自主側 二取り組む住民、地区岨韓、企負り

口●饉 策定

"0ベ
ースラインロ

(旱 曖12年 目■彙姜■●
中口膊●

(平 咸10年 目腱仁壼・彙晏口D
E遺■口饉

(平 贖勁年■民●■・棠贅口D
114a男 性 (20歳 以上)5%以 上 39%

114b女 性 (20歳 以上)15%以上

コメント

(1)直近実輌l■に係るデータ分析
・E近実組饉力ぐベースライン饉に対してどの
ような動きになつているか分析。

0男 1■ (20歳 以上)で は有意に増加した(片側P値 =0001)。
○女性(20歳 以上)で は有意な変化はみられなかつた(片側Pl直 =020)。

(2)デ→ 守分析上の口■
。■壺・分析をする上での朦■ (口査手段、方
法、分析材料専)がある場合、E載。

3)そ の他デァタ分析に係るコメント

D内閣府食百推進里硼べによると、食育の推進に関わる自主グループであるボランティアの数は、平成18年
責の28万人から平成21年度は345万 人と23%増加している。

(4)最姜

"II・最綺饉が日颯に向けて、改●したか、日化し
たか等を簡口に記●。

0男性(20歳 以上)は 目標に向けて改苦したが、女性 (20歳 以上)は変わ
らない。

C

(5)今後の目■及び対策の抽出

開t躍稿 L計強化・改善書すべ

И
■



1栄畳・食生活

ヨ相項目:1 16メタポリックシンドローム (内 ■朧肪症候群)を認知している国民の割合の増加

ロロ饉 庶2時のベースライン■      1         中田諄ロ 呼 虚 1年ttの
1艦 諄Fに

口する世■■壺

115a20歳 以上 80%以上 927%

コメント

11)■近実饉IEに係るデータ分析
,直 近奥鱚饉がベースライン饉に対してどの

にうな動きになつているか分析 .

Э平成18年度の773%から平成21年度は927%と 、154ポ イント高くなつている(図 1-9)。

(2)デ ータ呻分析上の暉■
・目童・分析をする上での熙■(口壼手段、方
法、分析材料■)がある場合、配載。

(3)その他データ分析に饉るコメント

○第2次食育推進基本計画において、「メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運動等を

継続的に実践している国民の割合の増加」が新たな目標として設定された(現状値 :415%→ 目標値:50%以
上 )。

(4)最 饉熙価
・最終饉が日機に向けて、改善したか、■化し

たか等を簡潔に配● L

0日 標値に達した。

A

5)今後の暉■及び対策の抽出

最綺諄薔を

"ま

え、今後強化・改薔等すべ

蟹ポイントを簡澪に

“

彙。

ｎ
υ

И
”



2 身体活動 口運動



2身体活動・ヨ動

目欄項目:21な 目的に遍助を心がけている
(菫■的に週動をlbがけてい毅推鯉I罷浩灘 、な 、L遺のた醐こな腱剛こ体を動かすなどの遍助をし■略ガ

目●儘 贅定llのベースラインロ
(平″8年傑●福社■n口詢 (平●15年目E腱自.榮奏■動

I近興■ロ

“

威′0年目民an礫 ■●0

la男 性 63%以 上 518% 587%

1lb女性 63%以 上 531% 555% 605%

コメント

(1)自近奥餞饉に僚るデータ分析
・山近真籠饉力

`ベ
ースライン壼に対してどのよ

うな慟きになっているか分析 .

Э男性では有意に増加した(片側P値 <0001)
Э女性では有意に増加した(片 慣lP値 <0 0ol)

(2)データ●分析上の暉■

蟹ち認霧鳥悧留話手段、方
D甲 間pl価 、直近実績値の調査は策定時と異なるが、両調査とも全国規模の調査であるため、比較するこコ罰
争ヒである。

3)そのt7~~夕分析に儡るコメント

υ lI・ 午肺階祓別にみると、肩恵に層洲しているのは、男性では40歳代及び50歳 代、女性では30歳 代及び70歳 以
上である(図 2-1)。
O男女とも60歳 以上では目標値に達している(図 2-1)。

:4)最薔r領
量機饉が目欄に向けて、改●したか、轟化し
ヒか等を簡属に記餞.       `

Э男女とも目標に向けて改善したが、日標値には達していない

B

(5)今後の諫■及び対策の抽出
.最終諄価を蟄まえ、今後強化・改薔専すべき
ポイントを日

=に
記麟。

0本項目の改善{頃向に反して、日常生活における歩数(目 標項目西2)は減少している。すなわち、心がけてし`るが
実践につながっていないという現状を解決するためのアプローチが必要である。具体的には、意欲を実践に変える
ための環境の整備や支援の充実、その担い手である地域や職域の取組の明確化などが必要であると考えられる。
O運動の意義や重要性に関する啓発を一層図ることが必要。
020～ 40歳代の若い世代への啓発が必要。

2身体活働・
=助

日編項日:22日 常生活における歩餞の増加 [日常生活における歩側

●●● 曽定時のベースライン債
(年 曖●年ロロ彙薔■●

甲口

"ロ(平咸10年ロロ

“

豪・彙■日D
口肛■日●

(平崚コ 年■ユ燿凛・彙■口査〕

男性 9200歩 以上 8202歩 7532歩 7243歩

22b 女性 8300歩 以上 7282歩 6446歩 6431歩

コメント

(1)壼近奥饉日に係るデータ分析
・直近奥饉饉がベースライン饉に対してどのよ
うな麟きになっているか分析 .

O男性では有意に減少した(片側Pイ直<0001)
O女性では有意に減少した(片側Pイ直<0001)

(2)データ尊分析上の目■

蟹雰柵 酬 1昌:手
段、方

0歩数は中強圧以上の身体活動量の評価方法として客観性の高い方法であるが、一般雨に休日における歩数減
少のような個人内変動があることが示唆されている。現在の11定 方法は、1日 のみの歩数を本人が記入する方法と
なつているため、測定日を増やすかもしくは■1定 日の情報の記録などの工夫が必要と考えられる。

:3)その他データ分析に係るコメント

0半 健康・茉養綱Iに よると、運動習慣のある者とない者では、歩数の平均値に統計的な有意差があ
女性7,365歩 )、 運動習慣無(男 性 :6,054歩 女性5,435歩 ))。る〈20歳以上の運動習慣有 (男 性 :8,155歩

(4)最終膵■
.最饉饉が日椰に自けて、改●したが、思化し
たか等を■日に記● .

υ 男 女 とも悪 くな つてい る。

D

(5)今後の諫■及び対策の抽出
・最終評価を目まえ、今後強化・改善暉すべき
ポイントを目潔に配● .

:F〕
[[撮碕鱗薯曙徹聯魏判縄鰹IT

♀痣壁F運
動習慣の有無などによる個人差が大きいので、平均値ではなく、OO歩 以下の人を減らす、等の方策

写]Elk下鯰:淫[卜鮮寺手な1轟嫌[聯聯夢蠣参

離 奨亀97:部認勇ン碁繍桑ざ亀?】 Fと
しで翻も蝙憶r躍度鴛‖∫就量l‥薫1蔦θttF因

2行響慧ぎ葛長菫警秀なIこ
やか国民生活習慣運動、特定保健指導などを通して、歩数増加のための支援を特に



身体活動・運動

目日項目:23 遍動習慣書の増加 [遍勁ロロ者の割合](遍助冒慣者:1回30分以上の選動を_遍2回以上実施し、1年以上持艤している人)

日椰饉
策定llのベースラ″ 壼
(平曖9●ロロ棠

=口
D

中日諄ロ
(平戌:0年■日●自・彙書口■)

■近実口饉
(平ロセ1年 目■●■・榮姜口■)

男 1■ 39%以上 309% 322%

女性 35%以上 2461 258%

コメント

∫21議留翻:肝足彗黒率お月嘉:詳してどのよ
うな鶴きになっているか分析。

○成人男性、女性とも年齢調整を行つた場合 (男 性 :中 間評価278%、 直近実績値297%。 女 rL:中 間評価245%、 直

近実績値242%)、 有意な変化はみられなかつた(成人男性 :片 側P値 =026、 成人女性 :片側P値 =045)。
O性・年齢階級別にみると、60歳 代男性及び60歳以上の女性では有意に増加しているが、40～ 50歳代女性では有
意に減少するなど、性・年齢階級別で変化に違いがみられた(図 2-2)。

(2)データ等分析上の暉■

要1島名瀬躁蓄角も長烈躍「匿
手段、方

3)その他データ分析に係るコメント

Э年齢階級によってベースライン値やその後の変化が異なるため、この10年間の調査対象の高齢者のrEB加 と年代

弓1の変化の違いを勘案する必要があると考え、年齢調整を行つたところ、男性、女性とも運動習慣者の増加は見ら

れなかつた。

(4)量 綺評饉
・最終饉が目欄に自けて、改善したか、悪化し
たか専七日

=に
記●.

Э男女とも変わらない。

C

(5)今後の諫■及び対策の抽出
・最終評価饉 まえ、今後強化・改薔専すべ書

ポイントを目潔に配●.

030分間週2回の運動習慣による生活習慣病予防効果は、1健康つくりための連動基準2006」 で不されるとおり明
らかにされている。国民一人ひとりに対して運動習慣のメリットを積極的に啓発する必要がある。また、運動習慣の

駆 盤 朧 整ξ籠罰計ξ警予な麟 寒l彗蟹ξ矛『 装3』想 鍮 っては、運動れ うヽとスポーツをイ
メージしたが、最近では散歩のような簡単な身体活動も、余lFA時 間に目的を持って行われていれば運動と認識され
るようになつてきた。笹川スポーツ財団が実施する同様の調査でも、散歩やウォーキングの実施者の客1合が急増し
ている(スポーツライフデータ2011)。

020歳から60歳までの若者や働き盛り世代に対する運動啓発が必要。
O経年変化が追えるようにすることには留意しつつ、生活習慣病予防、介81予防に必須の運動習慣の定義をどう
するのかの検討が必要。例えば、"散歩"を 運動ととらえるかは個人差があるため、本来は"運動"の定儀を明示し
た上で調査を行う必要がある。

身体活動・題助

B●項日:24み出[]tヽ■日開路筑弓突〔睾L:認製出田霧などttめた外出l_●いて、:

‐
自分から積極的に外出する方である」とな腱している人)

日●■
(平成11年富

",の
日常生層に口する菫暉口D 呼 由 o年富●■の層躍 二に目するtn口 わ

菫五責口饉(年 al口蟄後)

(平曖21年■●■の日常生■に口する●‖口■)

4a男性 (60歳 以上 )70%以 上 598% 641% 747%

24b女 性 (60歳 以上)70%以 上

4c80餞 以上 (全 体)56%以 上

コメント

■)菫近実饉口に憬るデータ分析
E工奥颯慎がベースライン■に対してどのよ
うな働きになつているか分析.

Э男性(60歳 以上)では149ポイント高くなつた。
Э女性(60歳 以上)では124ポイント高くなつた。
Э80歳以上(全 体)では120ポ イント高くなつた。

(2)データ専分析上の暉■

蟹募鱗 献調鋸
「

籠
手段、方

○中間評価時は国民健康・栄養調査結果(平 成15年 )を用いていたが、策足時の調互がその後も足期的に経税し
て実施され、調査項目も同一であるため、その結果を用いて評価を行つた。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)量織

"●・最綺饉が日欄に向けて、改●したか、愚化し
たか専を簡属に

“

曖.

O男 性(60歳以上 )、 女性(60歳 以上 )、 80歳 以上 (全体りは共に日程{直 に運

した。
A

1最目凛M誕署選製f琴覆3常尉裏薔椰すべき
ドイントを目潔に配●.

Э不活発な人が外出したくなるような働きかけや社会制度の仕組み (具体的には肩齢者の就労対策や買い物55者

つ解消など)が必要。
Э地域活動参加 (目 標項目25)の活性化との連携も必要。
Э家庭における高齢者の役害1や生業の分担に関する啓発が、家族を構成するすべての世代に対して必要。



2身 体活動・
=勁

目欄項目:26何 らかの地域活動を実施している者の増加 【地域活動を実鮨している人]

日●●
策定時のベースラ″ ●

(平成10年

=齢
●●亀摯社会への●・コに口する

菫口●●)

岬 自 6年層齢■調 露盟 :へ。,加に口する
■●口0

●五奥口●
(平虚 0年 層m奢o6崚社会へo,加にrる

菫n口奎〕

25a男 性 (60歳 以上 )58%以 上 575% 640%

25b女 性 (60歳以上 )50%以 上 526% 551%

コメント

∫2星蟄H‖副出辱彗黒」,メ路:Lしてどのよ
うな働きになっているか分析 .

0男性(60歳以上)で は157ポイント高くなつた。
O女性(60歳以上)では154ポイント高くなった。

(2)データ椰分析上の鳳■
・口壺・分析をする上での口■ (■査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記● .

0地域活動の足義は1可か不明瞭である。また、就業の有無などを含めて調査する必要がある。このことから今後
は就業の有無を含んだ、社会活動の有無について間うことも必要である。
○中間評価時は国民健康・栄養調査結果(平成15年 )を用いていたが、策定時の調査がその後も定期的に継続し
て実施され、調査項目も同一であるため、その調査結果を用いて評価を行つた。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終Fロ
・最綺饉が目欄に向けて、改善したか、轟化し
たか害を目

=に
記●.

Э男女 (60歳以 上 )と も日標 iIEに 達 した。

A

〔
搬 菊 田 島 ‖ すべき
ドイントを宙

=に
記●.

D特定促診や介月■予防などの制度の中で、社会参加のヒントや機会に関する情報を提供するなどが有効と考えら
れる。
Э高齢者の地域に対する社会活動や就労を促進するような対策が必要。
Э特に後期高齢者に対する支援が必要。

身体活働・
=働

ヨロ項目:26日 常生活における歩数の増加 [日 常生活の歩側

日●●
菫菫時のベースラインロ
(平成o年■口彙菫口■) (平咸lo年目■●口 彙■口D

EE■ロロ
(平咸21年目■●壼・彙

=口
壺)

6a男性 (70歳 以上 )6700歩以上 5436歩 5386歩 4707歩

6b女性 (70歳 以上)5900歩 以上 4604歩 3917歩 3797」房

コメント

(1)菫近奥綱籠に係るデータ分析
・直近奥颯饉がベースライン餞に対してどのよ
うな鵬きになっているか分析。

Э男性(70虚以上)で は有意に減少した(片 惧lP値 =0003)。
Э女性(70歳以上)で は有意に減少した(片 惧IP値 <0001)。

(2)データ薔分析上の目■
・■豪・分析をする上での目■ (■壼手段、方
法、分析材劇●)がある場合、記颯。

0歩数は中強度以上の身体活動量の評価方法として客最性の高い方法であるが、一般的に休日における歩数減
少のような個人内変動があることが示唆されている。現在の■1定 方法は、1日 のみの歩数を本人が記入する方法と
なつているため(■1定 日を増やすかもしくは現1定 日の情報の記録などの工夫が必要と考えられる。

(3)その他データ分析に儡るコメント

(4)量綺

"優・最織饉が日椰に自けて、改薔したか、E化し
たか事をロロに記菫。

Э男女(70歳 以上)とも悪くなつている。

D

(5)今後の課■及び対策の柚出
.最綺諄価を鵬まえ、今後強化・改●●すべき
ポイントを宙

=に
記曖。

0呂齢看において歩颯すなわち身体浩動量の減少は、生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、自立度低下
や認知症発症など虚弱・要介護の危険因子である。歩数減少は運動・身体活動の分野において最も懸念すべき問
題であり、早急に重点的な対策を実施する必要がある。
○一般高齢者を対象とした歩数増加は、介護予防のためのポピュレーションアプローチとして有効であると考えら
れる。
O外出について積極的な態度をもつ人(目 標項目24)や 何らかの地域活動を実施している者 (目 標項目25)が 増
加しているにもかかわらず、歩数が減っているということは、運動・身体活動に対する高い意欲に対して実際の行動
が伴つていないことを示唆している。高齢者の就労や社会参加を支援する仕組みや施策を構築することや高齢者
が自力で移動できる環境の整備などが高齢者の歩数増加に必要であると考えられる。

54



身体活動・
=勁

目■項目:27安 全に歩行可能な百働者の増加 [開曜片脚起立時間20秒 以上に敏当する人の増加]

日

“

饉
策定leのベースライン菫

(平成0-17年 ra廣豊諄働
(あ いち●自の轟●童喜宇●合センタ→ )

中間冒薔 ■近実●■
(平成11年口層

“

磨・彙■■D

27a男 性 (65～ フ4歳 )80%以 上 681% 822%

27b男 性 (75歳 以上)60%以 上 389% 504%

27c女 性 (65～ 74歳 )フ5%以 上 624% 770%

27d女性 (75歳 以上)50%以 上 212%

コメント

(1)■近奥饉饉に係るデータ分析
・直近実績饉がベースライン■に対してどのよ

うな動きになつているか分析 .

Эベースライン値は地域が顧定されているため、全国平均である直近実績値と比較することは困難である。

13ご測 l・ (・査手段、方
芸、分析材料椰)がある場合、記餞.

○被測定者の体力だけでなく、泄1定者の測定方法や手順に関する知識や技術に結果が影響を受ける項日なので、

より標準化が求められる。

(3)その他データ分析に係るコメント

0高 齢者の開眼片脚起立時間20秒 以上と類似の体力評価開眼片足立ち(時間 :秒 で評価 )も 過云10年 間で改善し

ていることが文科七平成21年 度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書において示されている。

(httpノ /www mextgojp/component/b_menu/other/_icsFiles/ale dlle/2010/10/12/1298224_5 pdf)

(4)最終辟●
・最綺値が日欅に向けて、改善したか、轟化し
たか専を目潔に記曖。

D男 女(65～ 74歳 )とも日標値に達した。また、男女(75歳以上)とも目標に

句けて改善したが、目標値に達していない。
B

(6)今後の日■及び対策の抽出
,最終椰雌 ■まえ、今後強化・改善暉すべき
ポイントを目潔に記崚.

O毎年でなくても、5年に一度程度の頻度で経時的に評価していくことが必要。
075歳以上になると急速にできない人が増加するので介護予防の取り組みを強化していく必要があると考えられ
る。

2身体活働・
=働

〔再掲)日 椰項日:28メタポリックシンドEl―ム(内口■肪生儀瞬)を目知している口民の日合の増加

■●● ■■■のベースライン●       1          中間椰●
菫壼奏餞饉

(平 威21年■■の■状とな朦に日する世綸口壼
(内口膚))

115a20歳以上 80%以上 927%

コメント

(1)菫近実績饉に係る7~‐分析
,直近奥輌住がベースライン性に対してどのよ

うな働きになつているか分析 .

Э平成18年 度の773%か ら平成21年度は927%と 、154ポ イント百くなつている。

1留ξ易錫暫り読妥躍鳳.(.壼手段、方
去、分析材‖寄)がある嗜合、記麟。

(3)そ の他データ分析に係

“

メント

Э第2次食育推進基本計画において、「メタポリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運動等を継続

均に実践している国民の害1合の増加」が目標として追加された(現 状値:415%→ 目標値 :500/6以上)。

4)晨綺諄■
最饉慎が日目に自けて、改善したか、思化し

=か
●書鶴日に記餞。

(A)

?搬 喘翻兜
"す

べき
ポイントを宙

=に
記餞。



3 休養・こころの健康づくり

７
，



3休甍・こころの口豪づくリ

目相項目:31 ストレスを感した人の減少 [ス トレスを感じた人の割合](ス トレスを感じた人 :最近 lヶ 月間にストレスを感じた人 )

目

"饉
岬 曲 歴

=黒

8aЛヨ『

“

ζ昌:口D I (平 劇 6年昌』躍ロニ 螢
=口

D
●In■ロロ

(平 成
"年

目罠●H・ 棠墨■D

la全国平均 49%以 下 546%      1      622% 613%

コメント

(1)■近実艘fEに係るデータ分析
・直近実籠饉がペースライン饉に対してどの
ような動きになつているか分析 .

0有恵に唱刀口した (片側 P値 <0001)

(2)データ等分析上の暉目
。日■・分析をする上での屎■ (■査手段、方
法、分析材料専)がある場合 .記載。

0策足時のベースラインlELは全国規模の調査結果であり、調査項目が同一であるため、直近実績値と比較デ
ることは可能である。

(3)その他データ分析に係るコメント

0平成8年と平成20年 を性・年齢階級別に比較した。その結果、ストレスを自覚している人の割合は男覆70t
以上と女性50歳代で増加し、男女ともそれ以外の年代では減少傾向がみられた。ストレスが「大いにある」と回
答した人だけを検討しても、男女とも全ての年齢階級で悪化した。男女ともに、20歳 代、30歳代、40歳代、50歳
代の就労世代でストレスを自党している人が多い。

(4)最織熙II
・最綺饉が 日日に向けて、改薔したか、愚化L
たか等を出潔に配艘。

0患くなつている。

D

(5)今後の課■及び対燎の拍出
1最終

"価
を麟まえ、今後強化・改善守すべ

壼ポイントを目麻に記●.

0働く世代の(職域での)ス トレス対策が重要である。職場でメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は層
えつつあるが、よリー層の浸透が期待される。地域や職域におけるストレス対策・メンタルヘルス対策にどのよ
うな取組が必要か、日標達成のためのプロセスを今一度検討する必要がある。
O「ストレスを感じた人」の割合は、このlヶ 月間「大いにある」、「多少ある」と回答した人を合わせた値となつて
おり、「多少ある」と回答した者についても「減少」の必要があるかは検討が必要。

休姜・こころの健康づくリ

ヨ欄項 目:32 ■眠による体姜書十分にとれていない人の減少 [とれない人の翻合]

■籠饉
岬 麟 」留目12炎 薦 千

`1ロ

ロ。  l  lv由 。年辮 ‐彙曇口D
ロニ奏颯ロ

(旱 21年ロロロ■・摯■口0
32a全 国 平 均 2!%以下 231%      1      212%

コメント

11)IE近 奥輌IEに係るデータ分析
E近奥艘饉がベースライン饉に対してどの
にうな動きになっているか分析。

〇有意に減少した(片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の暉■
・■査・分析をする上での屎■ (口査手段、方
法、分析材料暉)がある場合、配載。

○策定時のベースライン値は全国的な調査であるので、直近実績値と比較することは可能である。   ~

3)その他データ分析に係るコメント

0半肛8年と半反21年を性・年齢階級別に比較した。睡眠による体養を十分にとれていない人は、男性の40歳
代、女性の20歳代、30歳 代、70歳 以上で減少した。しかし、男性の60歳 代、70歳代、女性の50歳代、60歳代で
はほとんど改善がみられなかった。

(4)最終諄IE
・最

"饉
が目颯に向けて、改●したか、思化し

たか椰を簡潔に記颯。

0日 標 値 に 達 した 。

A

(5)今後の日■及び対策の抽出
・最終諄領を■まえ、今餞強化・改善寄すべ

きポイントを簡調に,E。

0全体としては目標を達成したが、改善がみられなかった世代に対しては、睡眠習慣に対する保健活動を」tLy
―層、充実させる必要がある。

０
０



3休 養・こころの籠庫づくリ

日標項目:33 睡眠の確保のために■眠補助品やアルコールを使うことのある人の減少 [睡眠補助品亭を使用する人の割合](睡眠補助品:■lE■・精神安定剤)

目相饉 岬由撃竪
=露

Fれ雇属111ロロD I  椰由。年」出露栄晏口D E通買瞑ロ
(平咸10年 ■民饉

=・
栄
=口

D

,3a全 国平均  13%以 下 176% 195%

コメント

(1)E近実績値に係るデータ分析
・直近実颯饉がベースライン■に対してどの
ような働きになつているか分析。

Э有意に増加した (片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上のロロ
・■去・分析をする上での暉■ (■査手段、方
去、分析材料等)がある場合、配載。

0末足時のベースラインlEは全国規模の調査結果であるため、直近実績睦 比較することは可能である。

(3)その他データ分析に係るコメント

〇男女とも年齢階級が高くなるほど使用割合が高くなる傾向にある。               ~~
0睡眠補助品の使用者が増えたことは不眠症状を有する人が増えたことを思わせる一方、睡眠補助品が入
手しやすくなつたことも影響している可能性がある。

(4)最饉FII
・最姜饉が日粗に向けて、改善したか、日1ヒL

たか椰を出調に記口。

0悪 くな つてい る 。

D

(5)今 後の諫■及び対策の抽出
・最綺膵

“

■まえ、今後強 1ヒ・改薔等すべ

きポイントを簡
=に

配麟。

0今後は不眠症状の有無などで評 {面するのが望ましい。
O男性の165%、 女性の60%に寝酒習慣が認められた(平成19年国民健康・栄養調査)。 寝酒が好ましくないこと
など、睡眠習慣について正しい知識を普及することが重要である(睡眠習慣に対する保健活動の充実 )。

3休 姜・こころの僣康づくり

日相項日:34 自段者の減少 [自 報者側

口●■ 薄:鳥冒りこ

`吊
“

協島     |    (平 由01更言.・.崚計)

菫壼実網饉
(平 減

"年
人ロロ菫餞齢

34a全 国数  22.000人以下 31,フ 55人          1          30247人 29.554ノ ｀

コメント

(1)lE近実績IEに係るデータ分析
・E近奥颯饉がベースラインロに対してどの
ような動きになつているか分析。

○自殺者数は、依然として3万人前後の水準で推移している。

(2)データ等分析上の鳳■
・日査・分析をする上での凛■(■壼手段、方
法、分析材料■)がある場合、配載。

0人口橘厩が変化しているため、日殺者数は単純に比較できない。
O中間評価時には速報値を用いたが、確定データで評価を行つた。

(3)その他デ→ 分析にIIるコメント

U人口副思統耐による日積先E半 は、半氏10年で254た つたか、半屁21年 lよ244と減少した。
O平成21年の人口動態統計では、自殺者数は50歳 代が最も多い。性別では男性が7コ Iを 占める。平成10年 と
平成21年を比較すると、50歳代と60歳 以上では、自殺死亡率は低下している。20歳代、30歳代、40歳代で自
殺死亡率は増えている。19歳以下は大きな変化はない。男女比には大きな変化はない。
O平成22年警察庁自殺統計によると原因・動機は健康問題が最も多い。
O患者調査によると、近年うつ病が増加している。
O近年、メンタルヘルス不調や精神疾患による長期休職者が増加していることが複数の調査から報告されて
いる。

霧 霙 黙 業騒 算f紆黒 I腎鮮 緊 承 曝 難 結 腐 笠 鷲儀 b革斃 象詭 発[望讐
成17年を基準として20%以上減少させることとしている。

(4)最腱諄僣
・最織饉が日■に向けて、改薔したか、轟化し
たか等を簡潔に配● .

O目殺死亡率の低下を認めるが、依然として自殺者数が年間3万人前
後の水準で推移している。

C

(5)今後の口■及び対策の抽出
・最綺

"口
を饉まえ、今瞼強化・改薔暉すべ

きポイントを簡湘に配颯。

0働く世代の(職域での)う つ病や日殺への対策が重要である。



日笹製



[たばこ

目欄項目:41喫 燿が及ぼす●庫影響についての十分な知朧の普及 [知っている人の割合]

日常●
黛菫時のベースライン●

(平 成10年度曖燿と●ant■ に■する奏●■D
中口

「

輌
(平成16年目罠仁自・彙■日m (平 虚 o年目■●■ 彙彗■甕〕

la肺 がん lo眺 845% 875% 875%

1lb喘 思 10眺 599% 634% 628%

41c気 管支炎 100% 655“ 656% 651%

41d心 臓病 100% 405“ 458% 507%

41o l菌 卒中 100% 351% 436% 509%

:lf冒 潰瘍 100% 335% 351%

1lg妊 娠に関連した異常 796% 832% 805%

lh歯周病 100% 273% 404%

コメント

∫出闘議「足裏殊脇当してどの
ような働きになつているか分析。

0師かんは有意に増カロした(片側P値 <0001)。
O喘息は有意に増加した(片側P値 <0001)。

8忌離 籠 ξ肩齢 じ

=解

郡 棲 3話ザ
IP・L=0詢 。

O脳卒中は有意に増加した(片 talP値 <0001)。
O胃漬瘍は有意な変化はみられなかった(片側P値 =0073)。

8醤ξ騨諸醜 lt鬼科馴誡蹴Ψ
<0田屁

(2)データ等分析上の■■
・口査・分析をする上での目■(日査手段、方
法、分析材料等)がある場合、配餞。

じ策足時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較する

一

る。
○喫煙が及ぼす健康影響の範囲をどこまでとするか、受動喫煙についてどう扱うのが適当か検討が必要。どこまで
を国民に知つてほしいかの設定も検討課題。

(3)その他データ分析に係るコメント

じ総じて晋及度は上昇候同であるが、疾患毎にその程度は異なつており、1市がん、妊娠に関連した異常などは8客 1

以上の普及度であるが、胃漬瘍、歯周病など半数に満たないものや、気管支炎のように変わらないものもある。
O増加害1合 が大きいのは心臓病、脳卒中、口周病。
○脳卒中、心臓病とたばこの関係の認l餃が進んだのは大きな前進である。

(4)最 綺F籠
:

・最終饉が目欄に向けて、改善したか、轟化 L

たか尊を簡属に記餞 。

υ‖nかん、端思、jD慢病、脳卒中、妊振に関連した異常、歯周病は目標に向
けて改善したが、目標値には達していない。気管支炎、口漬瘍とも変わらな
しヽ。

B

・最餞諄口を目まえ、今■3電・改薔専すべ

Э改者のみられない知識項目に関する啓発の強化。知識と行
Э今後は、壊疸など糖尿病合併症との関係など、普及すべき知識の再検討が必要。



たはこ

目編項目:42未 咸年者の唄燿をなくす [嗅燿している人の割合]

日椰ロ
策定時のベースライン●

(平凛●年度来嗜年■の口燿行nlに口する全ロロ0 鴨̈̈
早■o嗅籠及び ■近実a璧

(旱 F22年 度暉生労●■学研究 大丼口詢

2a男 性 (中 学 1年 )0%

2b男 性 (高 校 3年 )0% 369% 217% 86%

2c女性 (中 学 1年 )0% 09%

2d女性 (高校 3年 )0% 156% 38%

コメント

(1)亡 近実績値に係るデータ分析
l■近実颯値がベースライン値に対してどの
ような働きになつているか分析 .

D男性
Э男性
Э女性
D女性

中学1年 )で は有意に減少した(片側P値 <0001)
高校3年 )で は有意に減少した(片側P値 <0001)
中学1年 )で は有意に減少した(片側P値 <0001)
高校3年 )で は有意に減少した(片側P値 <0001)

:2)デ → 専分析上の暉■
,■壷・分析をする上での暉■ (■ 査手段、方
去、分析材料等)がある場合、記●.

(3)その他データ分析に係るコメント

O喫燿キ (月 に1回以上喫燿した者の言J含 )は 、男 FLが女IEより呂い傾同にある。中字1年から呂校3年 と字年か上

がるにしたがつて高くなる。喫煙率の男女間の喫煙率の差が縮まつている。

(4)最 綺評価
・最終贅が目欄に向けて、改善したか、通化し
たか椰を日潔にla曖 .

Э日標に同けて改唇したが、日標値にIま遅していない。
Э喫煙率の改善は、健康 日本21の 評価指標の中でも優秀なものである。

B

(6)今後の口■及び対策の抽出
・最終評睡 ■まえ、今後強化・改●●すべ

きポイントを目凛に配● .

O改著をもたらした要因の検討、再ひ上昇するlD配がないかどつかの検討が必要。同様の万法で今後もモニタリン
グを続ける必要がある。
0-般成人の喫煙行動のモニタリング調査を全国規模で継続的に行うとともに、そのなかで大学生の喫煙率や18

歳 19歳の喫煙率の把握を検討し、中高生から成人に向けての喫煙率飛躍の要因を分析する。
O今後はWHO/CDCの推進するGYTS(Global Youth Tobacco Survey)に 対応する調査を行い、世界各国の結果と
比較し、わが国の課題を明らかにすることも重要。



:たばこ

欄項目:43公

ロロは 策定時のベースライン性 中口諄● E近実

“

L('■0
〔分口を■■している●合]

仔1留
陽

“

:11瞑裏:梶rけ
る 【平口l暉地方日着体r'7における

●口・●

“

の
=臓

崚里■キ)
(平慶2年 産暉重舅●■学研■ 大和ロ

3a公共の場 100% 銀乖哺師

都
政
市
保

894%
959%
507%
955%

都道府県
政令市等

市 町 村

保 値 所

剛側嘲剛

47都道府県中23が本庁舎内建物内禁煙(約
49%)

46都道府県庁所在市及び5指定都市中10が本
庁舎内建物内禁煙 (約20%)
・東京23区中1が 本庁舎内禁煙 (約 49/o)

[分燿t■■している自含] (平咸9年

"●
■●■状滉田壼) (平咸14年

"●
書腱自状露口0 (平由 o年■●■■■状,日棄)

3b職場 100%
(477%(喫煙対策に取り組んでいる)) (591%(喫 煙対策に取り組んでいる)) (755%(喫煙対策に取り組んでいる))

[知 っている人のコ合] (平 成:7年分燿の

“

口に目する0■ 口0 (平 段 2年度旱生

"●
●争研究 燿崎Il

:3o効果の高い分煙に関する知識の普及
100%

(換気扇のある喫煙室も正解とした場合 )

(建物内禁煙を正解とした場合 )

男性 774% 女性 813%
男性 340% 女性 366%

男性 809%
男性 410%

性
性

女
女

コメント

(1)■近喪崚饉に係るデータ分析
・直近裏輌饉がベースライン饉に対してどの
ような働きになっているか分析.

総 馨職 l臨
こ押するベースライン値と直近実績値Jま 調査票の質問内容が異なる■層

81∫膚L亀翼1里翁身《野
豪都道府県等の本庁舎)に おける禁煙・分煙対策は都道府県などで100%を 満たしてお

:需[釉   藁 露
境 饂 謹 會F¨

浙 M轟 吹 性 ヽ

判 場 淵 署 il,饉 θ 聾 爾 醸 雛 糟ユ]晨 !増島i鱚 勲 詐

(2)データ等分析上の暉■
・■査・分析をする上でのコ■(■童手段、方
法、分析材料等)がある嬌合、記餞。

υ松牛円にlL較できないデータでの評価となつている(公共の場の喫煙対策等)。          ~ ~
D職場においては従来の算出方法は困難であるので、何らかの喫煙対策に取り組んでいる事業所の書1合を計上し
ヒ(括弧部分)。

3)そ の他データ分析に係るコメント

D成人の喫煙調査 (モニタリング調査)を継続実施し、受動喫煙に曝露されてしTる場所や頻度についての実態把握
bヾ 必要。
D職場の取組が確実に労働者を受動喫煙から守つているのかの確認が必要。
D知識と実態のずれの検討が必要。

14)最 饉腑●
最織饉が目欄に自けて、改薔したか、日化 L

ヒか専を目凛に記● .

♪日1尿 に同けて改苦したが、日1飛 1● には達していない。

B

5)今性の諫■及び対策の抽出
最饉薔Int饉 まえ、今後強(ヒ・改●暉すべ
いポイントを目澤に記●。

曇轟饉顎堪璧1票写22事需騒負婚F∫
ある(受動證亀録襲亀淵長推鍋三角a戴ビ響り1ギど

の

製『

々な受動喫煙対策が取られている中で、今後はより効果の明らかである全面禁煙等の実施状況の把櫃が重

Э職場、公共施EQ以外の受動喫煙防BIが進んでいるかどうかの指標がない。

′
牛



たばこ

日欄項目:44熱 担支援プログラムの普及 [離燿支援プログラムが提供されている市町村の割合](熱 燿支援プログラム :日人の彙燿を支楓するための個別保曇|1暉諄)

日椰ロ 呼 由 3ど昌響照n「鵜 彙..l l(平 由 6年E地:鶴諄理駄 ..亭 鎌 0 (平虔20年 度地城保健 ●凛増邁事彙●0

4a全 国 100% 07疇 煙指導が考零九た市町村の割合》 |("鳩偉 煙指導がど君れた市町村の割0) (389%(禁 煙指導が行われた市町村の割合))

コメント

(1)菫 近奥籠饉に係るデータ分析
.直近実僣饉力(ペースライン饉に対してどの

ような働きになつているか分析。

Эベースライン値と直近実績値では、市町村合併の影響により、これらを比較すること|よ困難である。
Э禁煙指導が行われた市町村の害1合 は増加傾向にある。

2)データ事分析上の暉■
■壼・分析をする上での暉■ (■査手段、方

を、分析材料等)がある場合、記曖。

Э市町村が実施した禁煙指導実績に基づき、全体の害1合を出している。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○成人の喫煙調査 (モニタリング調査)を 継続実施し、禁煙行動、票煙方法などを調べることが菫姜。票燿治環を

行つている医療機関の数の推移、ニコチン依存症の治療完了数の実績、OTCに よリニコチン置換療法剤の売り上

げ量等などは、補足的なデータとなる。

(4)最織膊饉
・最終饉が日欄に向けて、改善したか、思化 L

たか専を簡鷹に記麟.

0目標に向けて改番したが、日標値には運していない。

B

(5)今 後の凛■及び対策の抽出
.最綺評価を鮨まえ、今後強化・改●専すべ

きポイントを目瀾に記餞 .

D市町村合併を考慮した分析が難しいので、国民から見て、禁煙したい人が禁煙支援プログラムにどの程度アクセ
スできたかなどの指1票が必要。

4たばこ

日■項日:45● 嗅畑をやめたい人がやめる ● 考

1日饉(籠●) 菫t呻 のベースライン● 中口

"●
壼壼富餞饉

契煙率

(平口11●●■●■・彙■口0 (平曖21年目民●暉

'■
口D

男性 433% 男性 382%

女性 120% 女性 109%

禁煙希 望者の割 合

(平成15年口民●●・彙姜口壼〉 (IP■21年目民懺口・彙菫口D

男1■ 246% 男性 317%

女性 327% 女性 416%

コメント

(1)菫近実餞饉に係るデータ分析
,直近翼緞饉がベースライン饉に対してどの

ような働きになっているか分析 .

D男性の喫燿子は有意に1■下した(片倶IP[く 0001)。

Э女性の喫煙キには有意な変化はみられなかつた (片収lP値 =012)
Э男性の禁煙希望者のな1合 は有意に増加した(片側P値 <0001)。

Э女性の禁煙希望者の11合 は有意に増加した(片側P{直 =0003)。

〔2)デ→ 専分析上の目■
,■査・分析をする上での口■(■壼手段、方
去、分析材料等)がある場合、日餞。

(3)そ の他データ分析に儡るコメント

D喫煙率は男性に高く、禁煙希望者の目1合は女性に高い。

4)最饉冒饉
最饉仁が日椰に自:サて、改●したか、思化し

=か
嗜をロロに記饉。

○男性の喫煙率は低下しているが、女性の喫煙平は変わらない。男女とも

禁煙希望者の害1合は増加している。
B

9搬 彗聖鴨 書等すべ
きポイントを自■に記餞。

Э禁煙希望者は増えているが、実際にどれくらい禁煙できたかはわからない。国民健康・宋養調査では調査項日に

眼度があるため、成人の喫煙行動を詳しく調べる全国調査を継続的に行うことが必要。

0住民側から見て、禁煙希望者が禁煙支援プログラムにどの程度アクセスできたかなどの指標が必要。禁煙に取

り組む人のうち何も方法を使わず禁煙に取り組んだ人の割合を減らすことも重要。

O成人の喫煙調査 (モニタリング調査)を継続実施し、禁煙行動、禁煙方法などを調べることが重要。
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5アルコール

目欄項目:51 多量に飲洒する人の減少 [多量に飲洒する人の割合](多 量に飲洒する人=1日 平均

"ア

ルコール約00`を超えて摂取する人)

日椰饉
軍
=時

のベースラインロ
(平 咸0年虔●Hづくりに日する●魔口D

菫壼■●■
(平成a,■屁●■・■■日D

男1■ 32%以 下 48%

女性 02%以下

コメント

11)E近 奥白饉に係るデ→ 分析
H近良績饉がベースラインロに対してどのよ
ン麟きになっているか分析。

DベースラインlEと直近実績値では、調査票の調査内容が異なるため、これらを比較することは困難である。
Э男性では、中間評価と直近実績値の間に有意な変化はみられなかつた(片側P値 =014)。
Э女性では、中間評価と直近実績値の間に有意な変化はみられなかつた(片側P値 =0051)。

(2)データ等分析上の目■

蟹雰解補肇口智謙憾驚型躍:鷹手段、方
υ国民促康・宋曇.Fl食 では、訳泊頻度と駅む日の飲泊量をそれぞれカテゴリーに分けて尋ねているため、健康日
本21の 多量飲酒の定義に合つた正確な害」合が集計できない。

(3)その他データ分析に係るコメント

田Z勁甜5調富脅ヒ賢な饗 鷲『型諸甜務瀑腎F酬鈍禁E貼貿桑離庸
(表 5-1)。

遼 頭塁露 穐挿言5す
ると、若年女性の飲酒者割合Ollび が大きく 平成20「 調査の

“

～2歳では、女性が男

○患者調査によれば、アルコール依存症の推計患者数は低下傾向にあるが、総患者数は上昇1頃 向にある(表 5-
2)。

Oアルコール依存症の専門治療施設に対する調査では、女性患者および高齢患者の増加傾向が認められる(表 5
-3)。

%修 ■ 七夢 識 ヲ群 鷲 魏 棚 投 覗 セΥFえ段 I稽 群 笛箋 鼎 牌 醐 跡 F
グループ数に関しては増加傾向にある(表 5-4)。

(4)最腱諄価
・最終檀が日欄に向けて、改善したか、轟化し
たか帯を目自にE餞 .

D男女 とも変 わ らない

C

5)今後の口■及び対策の抽出
晨饉‖価を■まえ、今後強化・改●●すべき
ドイントを目

=に
配餞 .

2角促P諾ソリltl勇 椿ヲど
きである。国民により浸透しやすいように、例えば鴫 行の1日 約60グラム掟 え

Э多量飲酒低減のための対策がさらに強化されるべきである。例えば、
・多量飲酒低減のための簡易介入手法の普及啓発。
・多量飲酒低減のための啓発活動の強化。
Э多量飲酒の定織および調査票の質問内容を再検討する必要がある。

5アルコール

目粗項 日:52未 戌年■の飲lIをなくす [飲酒している人の

“

合 ]

■●饉
贅費●のベースライン饉

(平 曖0年 度彙咸年■0飲燿6■に■する
0ロ ロ■)

中日rロ
(平成10年菫彙■年書の■●及び

飲層F■に日する0ロロD

2a 男 1■ (中 学 3年 )0% 260X

2b男 性 (高校 3年 ) 384%

2c女性 (中 学 3年 )0% 169%

2d女性 (高校3年 )0% 320% 185■

コメント

(1)E近賓綸饉に係るデ→ 分析
・壼近裏輌口がベースライン饉に対してどのよう
な麟きになっているか分析。

O男性
○男性
O女性
○女性

中学3年
高校3年
中学3年
高校3年

では有意に減少した(片側P値 <0001)
では有意に減少した(片倶lP値 く0001)
では有意に減少した(片側P値 く0001)
では有意に減少した(片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の口■
・日壺・分析をする上での暉■ (■壼手段.方
法、分析材料専)が ある場合、記麟。

(3)そ の億データ分析に係るコメント

○飲酒平(月 に1-2回以上飲酒している者の官1合 )の みならず、飲酒の経験率も1■下しているのでT飲酒に関して
は全体的に低下していると推定される(表 5-5)。
○男性に比べて女性で減少傾向が1■い。したがって、ベースライン値に比べ直近実績値では男女差が減少し、平
成22年度には中学3年において女性が男性を上回つている。
O男女ともに、学年が上がるにしたがつて飲酒率は高くなつている。

(4)最腱H●
1最 終饉が目●に向けて、改●したか、悪化し
ヒか0を簡口にEE。

0男性 (中 字3年 )、 男性 (高 校3年 )、 女性 (中 学3年 )、 女性(高 校3年 )とも
目標に向けて改善した。

B

(5)今 隻の日■及び対策の拍出
.最終膊薔書■まえ、今後強化・改●●すべき
ポイント書籠素に■●.

○目標に向けて改善しているが、日標値と直近値との間には大きな乖離がある。今後も引き続き改善努力が必要
である。
Oモニタリング等による実態把握の継続や効果的な取組の検証等の検討が必要。

０
０



5アルコール

目楓 I■目:53「節魔のある遍度な飲・jE」 の知餞の普及 [知つている人の割合](節慶あるJ歴な飲層 :1日 平均純アルコールで約2oB躍 度の飲層)

日●t 筐定時のベースライン饉
(平成lo年 E口榮■■D

中日

「

ロ
(平 成15年ロロ●H.棠■口m

I近
=口

■
(平■20年■腱●壼・象姜口D

,3a男 性 100% 503% 486% 547"

,3b女性 100% 473% 497% 486%

コメント

(1)直近実颯饉に儡るデータ分析
.■近奥輌檀がベースラインロに対してどのよう
な働者になつているか分析。

Э男性では有意に増朋した(片側PlEく 0001'。

Э女性では有意な変化はみられなかつた(片側P値 =015)。

2)データ等分析上の躁■
■童・分析をする上での口■ (目童手段.方
去、分析材料等)がある場合、2●。

3)その他データ分析に係るコメント

D直近実績値は男女とも日標値と大きくかけ離れており、知識の普及は不十分である。

(4)最 終膊個
・最

"籠

が日欄に向けて、改●したが、■化し
たか椰を簡潔に記餞。

D男性は目標に向けて改善したが、日1黒値には通していない。女性は変わ
らない。

C

(5)今 後の暉■及び対策の拍出
・最繊瞬目を賄まえ、今後強化・改●椰すべき

ポイントを簡素にE"。

O今後、啓発活動がさらに推進されるべきである。
O「節度ある適度な飲酒」は、名前が長すぎて憶えるのが困難である。よリコンパクトで親しみのよい名称に変更す
べきである。
O「 1日 平均20グラム程度の飲酒」は、この程度飲酒することを推奨しているようにみえる。「1日 平均20グ ラム以下
の飲酒」とすべきである。
O留意事項として、「女性、高齢者はこれより少なく」となつているが、飲酒量を明示すべきである。
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5歯の口康

目相項目:01う●のない幼児の増加 【う●のない幼児の割合(3自 )]

目●籠
伴 由 縦 8発論 譲 集 麟卿 |(平 蘭 5年産3冊 覆饉 B査鶴

lE菫長口菫
(平 成21年度3日児燿科儘自B査結果)

,la全 国平均 80%以 上 687%

コメント

11)直近奥崚儘に係るデータ分析
自近実輌饉がベースライン饉に対してどのよう

=麟
きになつているか分析。

υE近異板値とベースライン値とを上し較すると、176ポイント高い

(2)データ●分析上の口■
,■圭・分析をする上での口■(■査手段.方
去、分析材料等)がある場合、日麟。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

D都道府県単位のデータが利用できるため、「目標達成都道府県数(%)」 として評価する方法が考扇 れる予甍暦
「平成21年度母子保健法・健康診査(3歳、歯科)に係る実施状況調べでは、47都道府県のうち、6都県(愛知県、岐

事県、東京都、静岡県、神奈川県、兵庫県)が 目標値〈80%以 上)を 達成している(図 6-1)。

(4)最

""薔・最終■が目欄に向けて、改●したか、層化し
たか等を簡澪にE● .

Э目標に向けて改善したが、目標値に達していない

B

(5)今後の■■及び対魚の拍出
・晨織膊価を目まえ、今後強化・改善0すべき
ポイントを簡潔にE餞 .

8了諦4ま易貫蝠8:認燿』ごヌξ員旱」稲 電,1懺、9ご需TR3錫葛i降リー人平
均う山数の減少を図ることが期待できる。
O地域による格差が見られることから、地域の特性に応じた対策を推進する必要がある。

結誓三二i罵圧ぢ語
=設
獄鳳[1百五朝卜よ駆器避幾5値

が
“

4К差にし
F29ポインい。「う飾

6●の健康

日粗項 日:62フ ッ化格■口菫布を受けたことのある幼児の増加 [受 けたことのある幼児の■含 (3■ )]

日相lE (轟撃8籍豪llt=L)   |  (平成10年ご出呂二員姜■書)

直近典颯菫
(平 成21年目民●E・ 栄晏口査)

,2a全国平均 50%以 上 396%       i       378% 646%

コメント

(1)直 通費櫨慎に係るデ→ 分析
・菫近奥餞籠がベースライン饉に対してどのよt

な働きになつているか分析.

D有意に増刀日した(片側 P{IEく0001)。

Эベースライン値から中間評価にかけては有意な変化がみられなかったが、その後は有意に増加した(片倶lPIII<
)001)。

(2)デ→ 椰分析上の暉■
・日壼・分析をする上での暉■(■査手段、方
法、分析材料0)がある場合、E●。

0策足時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較する

一
る。

(3)その饉データ分析に係るコメント

0囲 科浜患果態酬査では、フッ化物歯面塗布の調査が昭和44年から行われ、全体的にみると一貫して増加傾向に
ある。
O平成17年の画科疾患実態調査の結果では、15歳 未満で592%(3歳 の時点では489%)で あつた。

(4)最 贅‖
・最饉饉が日欄に向けて、改●したか、憑化し
たか等を目

=に
日● .

0目 標 値 に 達 した。

A

(3)今 後の口■及び対■の拍出
・最儀膊薔を目まえ、今後強化・改善椰すべき
ポイントを箇調にE菫。

i     巫

][    埋][

暑r」

における噛科予防処置男留智〕透餞渾二尋%〔靱 準易皐君莞著島1撃藉管理鎌霧

７
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6歯 の口厳

日標項目:63聞 食として甘味食品・欽料を銀回飲食する口慣のある幼児の減少 [口慣のある幼兜の■合(1燿 6ヶ月児)](如 目飲食 :間 食として1日 3国以上の飲食)

目相II
(平議

…

)  |  (平 成10年占鵬 栄姜■査 )

lE返 翼■嘔

(平成21年国民腱自・栄姜調査 )

63a全 国平均 15%以 下 299%(参 考値)     i        226% 195%

コメント

1絆       雲賠してどのよう
=出

きになつているか分析。

Эベースライン値は地域が限定されているので、全国平均である直近実績値と比較することは困薙である。
Э中間評価と直近実績値の間には、有意な変化はみられなかつた(片倶lP値 =016)。

(2)データ等分析上の屎■
。■査・分析をする上での目■ (■ 査手段、方
法_分析材料椰)がある場合、記颯。

Э国全体を対象とした調査がなされていなかつたため、当初ベースライン値を参考値として示し、中間評価の際に、
ヨ民健康・栄養調査結果を踏まえ、日標値 (中 間実績値の約2/3の数値である150%)を 設定した。

(3)その伯データ分析に係るコメント

(4)最 腱膊籠
・最織饉が目欄に向けて、改薔したか、悪化し
たか等を聞

=に
E● .

Э直近実績値は中間評価と比べて変わらない

C

(5)今 後の■■及び対策の抽出
・最織

"領
を麟まえ、今後強イヒ・改●等すべき

ポイントを日
=に

E餞。

01歳 6ヶ月・3歳児健康診査は全国各地で行われているため、それらの店用辱を積討する必要があると思われ
る。また、食生活の貧困きが間食回数を高めている可能性があること(平成19年 度厚生労働科学研究、花田らによ

る調査)から、本指標は単にう蝕リスクをみる指標だけでなく、適切な食生活 (栄養摂取)が 営まれているか否かを
みる補助的な指標として活用できる可能性がある。
O間食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣のある幼児の減少を図ることにより、他の施策とあいまってう歯の

減少を図ることも期待できる。

Jの健産

ヨ欅項目:64-人平均う●欧の減少 [1人平均う由攘(12● )](一人平均う●数:一 人あたり平均の未治自のう●、う餞により失つた●、治薇済のう自の合計(DMF●餞))

目椰値 碑淵諄:瀞諦L)|(平 由0年率襲薦餞計.D
巨近買颯■

(平成22年学校侵僣饒計■書 )

,4a全 国平均 1由 以下 29ロ 19ロ 13歯

(1)直近実績饉に係るデ→ 分析
・亡近奥錮■がベースライン値に対してどのよう
な働きになっているか分析。

Эベースライン値29歯 に対し、百近冥根値では16日風つている。

(2)データ等分析上の鳳■
・■壼・分析をする上での朦■ (■ 童手段、方
法 分ヽ析材料●)が ある場合、日目 .

(3)その伯データ分析に係るコメント

Э平成22年蔵学校保健統計調査における12歳児の
)8歯、最高値は26歯 (差 18、 比325)で ある。

人平均う歯数についての都道府県別比較では、最低値が

(4)最腱膊価
・最終日が日相に向けて、改薔したか、雇化し
たか等を簡■に記餞 .

Э目標に向け改善したが、目標i口 には通していない。

B

(6)今 後の暉■及び対照の抽出
・最織膊■を目まえ、今後強化・改●帯すべ書
ポイントを目鷹に

=●
.

D小児の永久歯う触の予防には、フッ化物洗日、シーラント等の実施が有効であるので、地域の実情に応じて推進
て́いくことが必要である。
D地域格差がみられることから(図 6-2)、 地域の特性に応じた対策を推進する必要がある。
D各都道府県において市町村単位でのデータの収集・評価を促すことで、地域における取組を適切に推進すること

し可能と考える。



う歯の健康

ヨ欅項目:66学 齢期におけるフッ化物配合●

"剤

の使用の増加 [使用している人の割合]

目椰値
1卓鴨蒲摯箋術|まピ贅獣鰤異)   |  (平成10年目理躍副巨栄姜■査)

E近買■目
(平成21年目E●慶・栄彗口養 )

5a全 国平均 90%以 上 456%(参 考値)     1        565%

コメント

11)直近典颯饉に係るデータ分析
菫近実輌饉がベースラインはに対してどのよう
,働きになつているか分析。

υベースライン値と直近実fi値では、調査が異なるため、これらを比較することは困難である。
Э直近実績値は中間評価と比較すると有意に増加した(片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の目■
・■査・分析をする上での口■(■査手段.方
法.分析材料専)が ある場合、■●.

D使用している歯鵬 りがフッ化物配合であるか否かについての認識があまりないとも考えられるので、市販の歯磨
ギリの90%に フッ化物が配合されている現状からみると、使用者はより高率になっていると考えられる。

(3)そ の饉データ分析に係るコメント

08020推進財団による小中学生2万人を対象とした調査によると、フッ化物配合歯磨剤を使用している児童・生徒
の割合は、平成17年で88%、 平成22年で89%であった。また、フッ化物配合歯磨剤が全歯磨剤に占める害1合に関す
る統計 (生産ベース)で も約9害 1と報告されている。国民健康・栄養調査においてフッ化物配合歯磨剤を使つている
か否かを個々に調査するのは現実的に難しいので、平成21年調査のように「歯磨斉りの利用の有無」を調査し、上述
の8020推 進財団や業界統計のデータ等を組み合わせて評価することも考えられる。

(4)最織椰価
・最饉饉が日相に向けて、改●したか、雇化し
たか暉を簡潔にE麟 .

υ 日1景 に 同 けて 収 書 したが 、日程 1直 には連 していない 。

B

〔6)今後の口■及び対策の拍出
,最織膊価を饉まえ、今後強化・改●等すべき
ドイントを綺口に■餞。

,日の腱庫

目欄項目:66(吉鶴潟に肥
=尋

:需‖踊諧幹fttk鷹男翻躙壁5震織紹1誂籠〕
目欄籠 輌串籠:閣Mヽ高画習告督L)   |  (平 成10年ご鵬 彙姜■喪)

l■返 楽嘔 菫

(平成 21年■ 屁●庄・受● ■ 書 )

6a全 国平均 30%以 上 128%(0考 値)     1        165% 200■

コメント

11)E近翼颯饉に係るデ→ 分析
,菫近奥組目がベースライン饉に対してどのよう
よ勘きになっているか分析.

Э有意に増加した(片 1l Pl直 <0001)。
Э直近実績値は中間評価と比較すると有意に増加した(片 1lPl直 =0043)。

(2)データ等分析上の目■
・■査・分析をする上での口■(口壼手段、方
lt、 分析材料専)がある場合、記餞。

0束だ時のベースライン値は■II」 円な訓■で、調奎項日が同じであるため、直近興ホ1{正 と比較することは可能であ
る。

(3)そ の伯データ分析に係るコメント

O平成5年保健福祉動向調査での間には、
否かも含まれている。

∫個別的な山口渭掃」だけでなく、歯科健診(目 標項目613)を受けたか

(4)最贅諄籠
・最綺饉が日欄に向けて、改●したか、層化し
たか等を簡潔に配● .

Э日標に向けて改薔したが、目1霊値には達していない。

B

(6)今餞の口■及び対策の抽出
・最終膵職 ■まえ、今後強化・改●●すべき
ポイントを目車に巳● .

0本 日標値と歯石除去、歯面清掃 (目 標項目612)、 定期的な歯科検診 (目 標項目613)は 、互いに重なる部分があ
る。これらに共通するものは、専門家によるプロフェッショナルケアを高めることであるので、評価しやすい目標値に
切り替えるなど、日標値の再整理を検討する必要がある。
○個別的な指導は、地域の画科医療機関などで実施されることが多いので、個別的な歯口清掃指導の必要性とそ
の効果について普及啓発等を推進することが必要であると考えられる。
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6歯の●庫

ヨ櫂項目:67遺 行した●周炎の議少 [有する人の割合l(■行した●周黄:●周疾壼の検圭であるOPI検去で4mm以 上の深い●周ポケツトのあるもの〕

目椰 IE
策定時のベースラインロ

〈平成0～ 10年 富士富市モデル事彙報告 )

中間評価
(平成10年 目罠儘壼・栄姜口査 )

ICな興■菫
(平成21年国民侵自 '栄 費口壺)

40歳 22%以下 320%(参考値 ) 238% 183%

7b50歳 33%以下 469%(参 考値 )
276%

11)直近実颯性に係るデータ分析
,菫近奥輌強がベースライン値に対してどのよう
よ助きになっているか分析 .

5天=7ライン値は地域が限定されているので、全国平均である直近実績値と比較することは困難である。
Э40歳 の直近実績値は中間評価と比較すると有意に減少した(片側P値 =0001)。
050歳 の直近実績値は中間評価と比較すると有意に減少した(片側P値 く0001)。

1留ご巧鳥嵩勢毛起電]=.(.査手段、方
法、分析材料等)がある場合、■● .

0中 間評価および直近実績値における“進行した歯周炎
Ⅲ
を有する人は、買F・u糧 (国民健康・宋墨調査の生店首償

調査票)による自己評価値で、「歯ぐきが下がつて歯の根が出ている」「歯ぐきを押すと膿が出る」「歯がぐらぐらす

る」「過去に歯科医師に歯周病 (歯槽阻漏)と言われ治療している」のしヽずれか1つ以上に該当する人である。

3)その他データ分析に係るコメント

Э平成11年の歯科疾患実態調査の結果によれば、35～ 39歳で264%、 40～ 44歳で365%、 45～49歳で410%、 50～

54歳で457%、 平成17年 の歯科疾患実態調査の結果によれば、35～ 39歳で237%、 40～ 44歳で289%、 45～ 49歳で

128%、 50～ 54歳で418%となつており、45～ 49歳 を除き、いずれの年齢階級においても減少傾向が見られる。

4)最饉諄価
,愚餞饉が目楓に向けて、改●したか、懸化し

ヒか書を簡燿にE● .

Э40歳 、50歳とも日楳値に連した。

A

9凛害冒選冒置環I彗裏窒鷺P裏.岬すべき
ポイントを目澤に■載.

0近年、歯の保有状況が高まつてきている(参 照 :目 標項目611)こ とを踏まえ、60歳 、70歳 といった高い年齢もE+llI

年齢にカロえるのが現実的である。なお、平成17年 歯科疾患実態調査では、進行した歯周疾患の有病率が最も高い

年齢層は60歳代である。
O若年者から壮年者における歯肉炎等軽度の歯周疾患の症状がある者の割合は大きく変化していないことから、

若年者への新たな対応と壮年者への対応の充実が必要である。

日の口庫

ヨ組項日:60● 聞卸清掃用器具の使用の増加 [使 用する人の日合](歯 聞ll清掃用轟員 :●と自の間を■揮するための専用彗員 (デンタルフロス、出ロプラシ専))

目椰値
薫足時のベースラインロ

(平成5年偲腱福祉働向■査 )

中間

"籠(平成10年 目民儘壼・榮菫口査 )

咀菫栞ロロ
(平成21年 目塵●壼・榮曇口書〕

,8a40歳 (35～ 44議 )50%以 上 390%

,3b50歳 (45-54歳 )5∝ 以上 408%

瑠
111111星[]]ri書

島してどの馬
Э40歳 (35～ 44歳 )は有意に増DIlし た(片側P[く 0001)

Э50歳 (45～ 54歳 )は有意に増加した(片側P値 <0001)

(2)デ =夕●分析上の暉■
・■壺・分析をする上での鳳■ (日壼手段、方
議、分析材料●)がある場合、E餞。

0策定時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績lEと比較することは可能であ

る。

(3)そのはデータ分析に係るコメント

○平成11年の保健福祉動向調査の結果では、35～ 44歳で326%、 45～ 54歳で293%で あり、直近実績値からすると

増加が著しい。

(4)最贅澤ロ
・最終饉が目標に向けて.改善したか、雇化し

たか0を簡■に記餞.

D40歳 (35～ 44歳 )、 50歳 (45～ 54歳 )とも目標に向けて改善したが、日標値
こは達していない。

B

∫稿紹出獣幣郷‰薔すべき
ポイントを目属にEE。

D今後の歯周晨患の増加を考慮して、歯間部清掃用器具を使用する人の割合を高める必要がある。

７
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6歯の腱康

(再掲)目 欄項目:60嗅 燿が及ぼす健康影響についての十分な知■の普及 [知つている人の

“

合]く 日■する目標饉のみ記述>

目糧 4L
,日 |  〈平成15年 占鵬 栄姜■査)

直近実颯饉
(平成20年目慶●慶・栄彗口書)

1lh歯周病 100% 273%      1       359% 404%

コメント

`1:師
薦賢望責g茅ヨ臨」詳してどのよう

O歯周病は有意に増加した(片 慣lP値 <0001)

(2)データ●分析上の瞬□
・■壺・分析をする上での朦■ (口査手段、方
法、分析材料専)がある場合、E●.

0策足時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能であ
る。
O喫煙が及ぼす健康影響の範囲をどこまでとするか、受動喫煙についてどう扱うのが適当か検討が必要。どこまで
を国民に知つてほしいかの設定も検討課題。

(3)その饉データ分析に係るコメント

J日周柄の言」含は半数に満たないが、増加害J合が大きい。
Э喫煙と歯周病の進行および現在歯数には、関運が大きく、
いる。

国民健康・栄養調査の結果などからも明らかにされて

(4)最 ■膊薔
・最贅饉が日欄に向けて、改0したか、層化し
たか尊を簡瀾にE曖。 (B)

(5)今 後の饉■及び対策の拍出
・最終膊価を腱まえ、今後強化・改●椰すべき
ポイントを簡

=に
EE.

8蓄言霧3黎 ξ[躙亀番
=詠

毅馨
と行動の関連慟こ‐ヽての分析が必要。  ~
後`も喫煙と歯周病についての情報の普及に努めることが

必要である。

)●の口庫

1再 掲)日 欄項目:610彙 饉支撮プログラムの普及 [鶴燿支援プログラムが撮供されている市町村の自合](鶴燿文橿プログラム :儡 人の歓畑を支楓するための口

"l慄

腱指導等 )

目櫂饉
岬 由 3年度地域保饉・●A保饉事■報告J(17t15年 度地域保饉・主人保●事4m告Ⅲ (平三五年度地躙 増遺事nam

:4a全 国 100%
278H禁 煙指導が音ふ れた市町村の割合))l 1322H禁 煙指導ぶ行おれた市町村のlll 389%(禁煙 |=埠 が行われた市町村の割合 ))

(1)直近奥颯餞に係るデータ分析
.■近奥錮■がベースラインロに対してどのよ:
ケ動きになっているか分析 .

υベースライン1口 と口近冥板{口では、市町村合併の影響により、これらを比較デることは困難である。
Э禁煙指導が行われた市町村の容1合は増加傾向にある。

(2)デ→ 等分析上の鳳■

蟹雰子V閣習誘威ぶ蟹H「‖昌
=手

段、方
D市町村が実施した禁煙指導実績に基づき、全体の官1合を出して「 頭

(3)そ の籠データ分析に係るコメント ;磐蘊 i暑鯛
ま辮輛 剛 篇 帝 臨 璃 硼 師

(4)最 終

"薔』蟹撃詈‖議昌ヨ詔:て
改ヽ0したか、日化し (B)

(5)今 後の■■及び対東の拍出

語翠釧曜撃調罪理hi後強化・改●暉すべき
冥削 譲 霧 轟 総 望ダ

難しいので、国民から見て、禁煙したい人が禁煙支援プログラムにど幌 度アクセ

○喫煙は歯周病、歯の喪失の危険因子であることから、「歯の健康」の立場からも禁煙支援プログラムの普及が期
待される。
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ゝ歯の健康

ヨ相項目:61100燿で20●以上、60●で24●以上の自分の●を有する人の増加 [自 分の■を有する人の割合]

目標値
安定時のベースラインロ

(平成5年歯科疾■実饉■壺)

甲聞肝●
(平成 10年国民腱童・栄姜口■ )

E近興颯■
(平成21年 国民口康・栄贅調査)

1la 80歳 (75～ 84歳 )で 20歯 以上 20%以 115% 230% 268%

11lb 60歳 (55～ 64歳 )で 24歯 以上 50%以

L
441% 543% 562%

コメント

11)直近実績饉に係るデータ分析
菫近奥慣檀がベースライン値に対してどのよう
よ働きになつているか分析。

080歳 (75～ 84歳 )で 20歯 以上有する人の害1合 は、
060歳 (55～ 64歳 )で 24歯以上有する人の割合は、

有意に増カロした〈片側P値 <0001)
有意に増加した(片側P値 <0001)

12)データ等分析上の諫■
■査・分析をする上での朦■ (■査手段、方
去、分析材料専)が ある場合、記颯。

Oベースライン値は口腔診査によるもの、中間評価および直近実績値は自己申告によるものであり、調査方法は
異なる。しかし、この2つ の方法は、集団における歯の保有状況を評価する方法として一致度が高いとされているこ
とから、ベースライン値と直近実績値を比較することは可能である。

3)その他データ分析に係るコメント

0平成11年と平成17年 の歯科疾患実態調査を比較すると、「80歳 (75～ 84歳 )で 20歯 以上」は173→ 250%、 160歳

(55～ 64歳 )で 24歯以上」では、531→ 602%と 、ともに増加1頃向が明瞭である。

(4)最餞評価
,最終壼が日憚に向けて、改0したか、日化し
たか尋を簡潔にE颯。

080歳 (75～ 84蔵 ,、 60蔵 (55～ 64蔵 )とも日程lmに 達した。

A

(6)今後の口■及び対策の抽出
・最僣熙籠憲■まえ、今後強化・改善専すべき
ポイントを目鷹に日●.

○歯の喪矢が進むと、唱鴫機能の低下という機能低下に直結するため、今後は明明といつ機能向での計1山 も必要
と思われる。また歯の喪失は、長期間で生じる変化であり、歯の喪失自体が他の歯の喪失リスクとなる特質を踏ま
えると、若い世代にも目標値を設けることも必要と思われる。

3●の口康

目欄項日:612定 期的な出石誅去や●口渭相を受ける人の増加 [過去1年口に受けた人の■合]

日粗値 出踊臓撃attλ鷲1島    |  (平成10年

…

栄姜口査)

IE返興■ロ
(平成2`年目民懺康・栄羹口壼 )

,12a60歳 (55～ 64歳 )30%以 上 159%(参 考値)      1        432% 430%

コメント

(1)直近奥饉■に係るデータ分析
・菫近実績饉がベースラインはに対してどのよ考
な動きになっているか分析。

Dベースライン値は地域が限足されているので、全国平均であるIE近 興根1日 と比較することIま 困難である。
Э中間評価と直近実績値の間に有意な変化はみられなかった(片側Pi直 =046)。

(2)データ等分析上の暉■
・■査・分析をする上での朦■ (目 査手段、方
法_分析材料●)が ある場合、E颯。

C3)その値データ分析に係るコメント

Э愚者調査で歯科診猥所を調べたデータ(歯 科診療所票)の傷病別にみた推計
「

_看数の推移をみると、歯周疾患
つ11合 は大きく増加しており、歯科医院で歯石除去や歯面,1掃 を受けている患者数が大きく増加してきたことがう
い力ぐえる。

(4)曇姜諄■
・最饉饉が日欄に向けて、改善したか、愚イじし
たか等を簡

=に
E口。

υ日保値に運した。

A

(6)今■の目■及び対策の抽出
・最餞

"口
を麟まえ、今後強化・改善暉すべき

ポイントを目澤にE● .

0本 目標値と個別的な歯口清掃指導(目 標項目66)、 定期的な歯科検診(目 標項目613)は 、互いに重なる部分が
ある。これらに共通するものは、専門家によるプロフェッショナルケアを高めることであるので、評価しやすい目標値
に切り替えるなど、目標値の再整理を検討する必要がある。
O目 標値を到連しているが、今後の高齢化と歯周疾患の増加を考慮して、中高年期の方々に加え、若い世代から
の自己管理及び定期的な専門家による支援により習慣づけることが必要である。

７
‥



5日の腱政

目欅項目:613定 期的な由科検じの受じ者の増加 [過去1年間に受けた人の割合]

目欄値 (羅 撃aa扁箭 轟 )l d断 出0年」鼎 栄姜口D
直近真颯饉

(平成21年■H嵐 ・栄甍田壺)

13a60歳 (55～ 64歳 )30%以 上 357%

コメント

∫P轟需牌甑硼島してどのよう
し働きI立っているか分析。

Э有意に増加した(片倶lP値 <0001)

(2)データ等分析上の朦■
.■童・分析をする上での課■(■査手段、方
議、分析材料等)がある場合、E● .

2澪昏黒蹴 ξ警尉魔
での質問よ噛稲 謬 簡?ぞ暮躍郡 需 落3鶉辮 脅

羅 211[暑謝ゴ蝠 鼈 卓]「
楊星警舞 製 こ虜]鷺鑑 鋼 :義

(3)その他データ分析に係るコメント

:4)最

"膊
●

最終饉が日椰に向けて、改薔したか、日化し
しか椰を簡潔にE● .

υ 日標 lll lこ 運 した 。

A

(5)今 後の■■及び対策の抽出
・最鱚評価を薔まえ、今後強化・改善●すべき
ポイントを簡潔に

“

餞。

繕鞘膠認唾L理製立製]厩醤濯麗

:ナ
働な感ζ警電暑曽[穐儀露迄警畠:讐1で憎雷訂1■ミ留整機[1な藤

=当

ξ翌:ti乳警l写首患纂昇腎
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7聴尿膚

(再相 )目 相項目:71 威人のIE満者の議少
ヨ正体菫を

“

持している人の増加 lE臓書■の

“

合](児 童・生徒のlE濱児:日 比式による欄率体■の20“ 以上、IE濱書:OM:が 25以上の者、やせ :BMlが 105未口の者、
3Ml(Oody Mas6 1ndOx):体■ (蛇)/E4長 (m)]=,

日椰菫
贅菫時のべ

=スア ン■
(早n●年口民彙■ロロ

中目■ロ
(平由 o年口■●豪・彙姜■コ

E通■●儘
(平 成コ年E■●壼・彙晏口m

1 la児 童・生徒の肥満児 フ%以 下

1lb 20歳 代女性のやせの者 15%以下 233% 223%

1lc 20～ 60歳代男性の肥満者 15%以 下 243%

1ld 40～ 60歳代女性の肥満者 20%以 下 252% 246% 21 8%

コメント

(1)菫近真颯値に係るデ→ 分析
・直近実饉●■ヽ ―スライン饉に対してどのよ
うな■をになっているか分析.

υ児童・fEIの llL満児の署J合に有意な変化はみられなかつた(片側P値 =010)。
Э20歳代女性のやせの割合に有意な変化はみられなかつた〈片側P値 =026)。
Э20～ 60歳代男性の肥満者の割合は有意に増加した(片側P値 <0001)。
Э40～ 60歳 代女性の肥満者の害1合 は有意に減少した(片側P値 =0007)。

(2)データ等分析上の鳳■
・■童・分析をする上でのコ■ (■査手段、方
由、分析材料■)がある場合、8a● 。

0)そ の他データ分析に係るコメント
D20～ 60歳代男性の肥満者の割合は目標に対して悪化したが、平成12年
に以前の5年間に比べ鈍化している。

(4)最

“

諄ロ
・最綺櫨が目相に向けて、改善したか、日化し
たか書を由

=に
配腱 .

(C)

(5)今 後のコ■及び対減の抽出
・最姜屏僣を賄まえ、今後強化・政●専すべき
ポイントを目潔に配餞.

[趾I骨孵鰈 鮪鰭劣im性の増加割合が最も大きいため″oHIt
れるため、地域格差に配慮した取組が必要である。

○肥満は2型糖尿病の主要な原因であることから、とくに若年者に対する肥満対策は重要である。

綺屎輌

(再欄 )日 欄項ロ フ 2日常生活における歩数の増加 【日常生活における●劇

■口燎
"菫

■のベースライン●
(旱 蔵oキ■口,■ 日●

中口諄薔
(平 咸

"●
●■■自・中■■壺)

菫壼責口■
(旱 咸コ ●●ユ●自・彙贅口D

男性 9200歩 以上 8202歩 フ532歩 ,243歩

女性 8300歩以上 フ282歩 6446歩 6431歩

コメント

(1)菫 近典餞■に饉るデ→ 分析
・菫近実餞饉がベースライン■に対してどのよ
うな口きになっているか分析 .

υ男性では有意に減少した(片側Pi口 <0001)
Э女性では有意に減少した(片 側P値 <0001)

(2)データ等分析上の口■
‐■去・分析をする上での日■ (■査手段、方
議、分析‖‖■)がある場合、記●.

υ歩致は中5螢 圧以上の身体活動量の評価方法として客観性の高い方法であるが、一般的に休日における歩数減
少のような個人内変動があることが示唆されている。現在の根1定 方法は、1日 のみの歩数を本人が記入する方法と
なつているため、損1定 日を増やすかもしくは,則定日の1書報の記録などの工夫が必要と考えられる。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

Э平成20年 国民健康・栄養調査によると、運動習慣のある者とない者では、歩数の平珂値に統計的な有意師
る(20歳 以上の運動習慣有(男性:8,155歩 女性7.365歩 )、 運動習慣無(男性:6.054歩 女性5,435歩 ))。

(4)最 ‖椰優
・最饉饉が日楓に向けて、改●したか、日化し
たか椰を鮨栞に記餞 .

(D)

(5)今 後の暉■及び対員の伯出
・最饉屏■を■まえ、今強強化・改●専すべき
ポイントを目潔に記餞.

聾予祠琲鏃瑚鵠楊師鯰
景]景l磐疵鶴[:饉1夢

織魯魏齢[山靱 麒
離 婁亀8認鶏計寡桑び薯?】 Fと

しで馬綿秘覇電出鰍r寵添‖F£蕊量?蹄謝適話骨r因

呈程摯憲望炉菫暖塀譜]こ
やか国民生活習慣運動、1寺定保健指導などを通して、歩数増カロのための支援を特に

驚‐製硯ラ躇鰭紺補窮:題3:fは
幣黒襲零鷺猛暦紫足瀧 、[角 :稗説

gi菫承認a減
少はインスリン感受性を低下させることから、糖尿病予防のために積極的に身体活動の増加を図

80



7饉 尿輌

(再 相)日 欄項目:73■ 、量ともに′くランスのとれた食事
E_■ ともに、きちんとした食事をする人の増加 [1日 量任1食、きちんとした食事を、家族■2人以上で楽しく、30分以上かけてとる人の割合]

(台 ちんとした食事:1日 あたりのエネルギー必要量及び各種栄姜素審度について一定条件をみたす食事)

日僣饉 温 8aI登鶴   |(平 由口』耐副副巨棠...
菫五■■■

(平成a年■民健■・彙■口D

18a成 人 70%以 上 563%(参 考値)      1        610% 657%

(1)亡近真崚饉に係るデータ分析
.直近実口饉がベースライン値に対してどのよ

うな■きになつているか分析。

0有意に増加した(片側P値 <0001)

2)データ等分析上の暉■
■壼・分析をする上での目■ (口査手段 、方

去、分析材料■)がある場合、配腱。

(3)その他データ分析に廉るコメント

(4)最 綺辟領
・最贅饉が日欄に向けて、改●したか、愚化し

たか等を饉留に■餞 .

(B)

(5)今崚の暉■及び対策の抽出
・最終‖領■■まえ、今後強化・改薔警すべき
ポイントを目潔に

“

餞.

7‖屎南

ヨ欄項目:フ 4■屎輌槙じの受Bの便遺 【受けている人の欧l

日欄は (平成0年譜 1糧310召 出 要奥●■ |   (平 成11年 日買里憲薔礎■童 )

直近真饉ほ
(平成10年目民生活薔礎■査)

74a定期腱廉齢断等糖尿病に関する健 康

診断受お者 6860万 人以上
4573万人 (参考値)     i       5850万 人 6013万 人

コメント

(1)菫近真餞値に饉るデータ分析
・IE近実僣口がベースライン■に対してどのよ

うな口きになつているか分析 .

Эベースライン値と口近実績1直では、調査票の質問内容が異なるため、これらを比較することIま 困難である。
Э中間評価から直近実績値にかけては増加1頃向にある。

(2)データ等分析上の口■
・■壼・分析をする上での目■ (■ 査手段、方
法、分析村‖■)がある場合.配

“

.

Э健診受診者数で評価するよりも、償診受診平 (性別・年齢階紋
"1)で

の二十価が望ましい。

(3)その他データ分析に係るコメント

Э直近の受診手でみると、性
"り

では男性が女性より高く、男性で|ま 40歳 it及ひ50蔵代で70%を超ぇ、女性で1ま40～

30歳代で60%前 後であり、他の年齢階級に比べその害1合が高い(図 7-1)。
0平成21年 度特定健康診査実施旱は、対象者数は約5,221万 人、受診者数は約2,115万人であり、405%で あった
(速報値)。 平成20年 度の受診率(389%)よ り高くなつている。

(4)最綺椰

「・最姜はが日日に向けて、改●したか、■化し

たか■■日
=に

屋●.

D目 標値に達していないが改晋慎同にある。

B

(6)今後の■■及び対鎮の抽出
・最終膊目を略まえ、今後強化・改薔専すべき

ポイントを目調に屁餞.

O男性では20歳代、女性では20～ 30歳 代で40%台 と低い。女性ではやせ、男性ではHE満 が問題となる世代であり、
その指導・改善のために受診率の向上を図る必要がある。



7●尿膚

目椰項目:76■ 凛瘤槍じ曼じ後の事後指導の機遭 [受けている人の日合 ]

目欄饉
贅
駒

時のベースライン| 中間辟■
(平成14年糟尿颯実饉■査 )

口 菫 栞 ■ ロ

(平成19年 国民健康・栄姜口査)

75a糖 尿病検診 における異常所見者の事
後指導受診率
(男 性 )100%

フ42%

75b糖尿病検診における異常所 見者の事
後指導受診率
(女 性 )100%

746%

コメント

(1)菫近奥餞饉に饉るデ→ 分析
・IE近実績饉がベースライン饉に対してどのよ
うな■きになつているか分析.

0男性では有意に唱刀口した(片 側P恒く0001)。

O女性では有意な変化はみられなかつた (片側P値 =0095)。

(2)データ等分析上の暉■
口童・分析をする上でのコ■ (■査手段、方
姜、分析村‖椰)がある場合、記腱。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

ピ言藉編層庸

`:協

ぢよ嚇 薯亀もな[尿
柄のバンフレットをもらつた」、1医療機関を受診するよう

§3月言[[趾舞薔:胆lll胴骨過羹籍橿晨〔危ζ北後腔猾誰落盆象

9秀
定時、男性の事後有導の受診率は女'性 よ明重かつたが、直近実績値は男女と椒 ね8割程度にとどまつてい

(4)最贅諄■
・畳姜饉が日欄に向けて、改善したか、鳳化し
たか警を目潔に記餞.

0男性は日標に同けて改吾しており、女性は変わらないが、共に80%前後の
高い割合にある。

B

(6)今後の暉■及び対策の輸出
・最綺屏口を賄まえ、今後強化・改薔暉すべき
ポイントを目属に記曖.

○事後指導の内容はいずれもハードルが高いものではなく、異常所見者の事後指導1∞%は必須である。
030代男性の肥満者(BMl≧ 25)の割合は右用上がりで増加し、2007年は約35%である。健康対策の強化が必要。
O事後指導として、特定保健指導(積極的支11、 動機づけ支援)を利用した人の人数も提示されるとよい。

7糟原籠

]撮項日:76触 屎膚有■■の減少 (捜計 )

目相L 摯定時のベースライル
(平腱0年

"晨
自
=由

| (平成14年■員自奥口■姜)

亡近真 1

(早 虚 1●年口腱

“

査ロ晏
口
‐・彙

76a糖 尿病有病 者数 1000万 人 690万 人

740万 人

(650万 人 )

890万人

(740万 人 )

括弧内の数値は策定時の性 年齢構成で調整した値

コメント

(1)菫近実艘饉に係るデータ分析
・亡近実餞饉がベースライン饉に対してどのよ
うな口きになっているか分析。

υ有意に増加したが (片側 PI口 <0001)、 目1漂値を有意に下回った。

(2)データ等分析上の口■
。■壺・分析をする上での口■ (■壼手段、方
法、分析材料博)力

'あ
る場合、配餞。

0栞足時のベースライン1口 は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能であ
る。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

i翔 覇 蘊 離 鯛 饒
身i閉瘍 鯖 。

日言雰翌犯憩店蘇帰奪警誕霧質酵D星
病者数蜘 は認められなかったとか弘糖尿病有病者数増加の

ま
f酪
諸品1需努贅京釜笙滑ぷ鋼鏑星哲纏童磐籍製歴賓群蒲満秀署霧県警1まな努試亀

(4)量償椰■
・最綺目が目相に向けて、改●したか、雇化し
たか■を目

=に
記菫。

∪ 日標 lIEに 運 した。たたし、この 10年 間 に 年 齢 調至 有病 看 致・有 属 子 が改 誓
したわけではない。

A

(5)今後の暉■及び対策の抽出
・最薔‖籠を‖まえ、今後強化・改●●すべ書
ポイント七日属に配●.

であるFに
おける相尿柄有属看致壻 病子の増加が懸念され、この年齢層に対する糖尿病予防対策強化が必要

P荘隻師 」妻漂贅:rト
ロール率の改善を目指したハイリスク対策を強化し、透析・失明などの合

盟 厩モ診層再亀膨 蹴 紺 聡 盟 :誓i誰 ≦菅1ま万J掏 鎮墓 Z賢 髪 避 情
にす

０
０



7晴 尿前

ヨ欄項目:77籠 尿■有輌書の治彙の■餞 [治凛饉餞している人の割合]

目欄饉 【瀬晟畠%コ暦:“」里)  |  (平成14年籠距瘤奥●.査 )

巨返豪■■

7a糖 尿病有病者の治療の経続率 100% 450“ 506% 557%

コメント

(1)■近真颯饉に優るデータ分析
・直近実績目がベースライン置に対してどのよ
うな腱きになつているか分析.

Э有意に増力日した(片側P値 =0001'

壻薔言葛署躍響電宝響留二.(.査手段、方
法、分析材料■)がある場合、配餃。

○策定時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直近実績値と比較することは可能であ

る。

3)そ の他データ分析に係るコメント

Э健診データでHbAlo>65%な のに受診していない人の害1合 、人数を補足的に確認するとよい。

4)最饉評■
量饉饉が目相に向けて、改善したか、日化し

=か
等を鱚潔に配餞 .

Э目標値に向かつて改吾した。

B

(5)今後の口■及び対策の抽出
・最終諄薔を晴まえ,今後強化・改薔専すべき
ポイントを目属に記

“

.

○治療中断者の内容を、年齢、性、血糖コントロール不良者別に見ることが必要である(糖尿病含俳症阻上のため

の血糖コントロールの至1達 目標はHbAlcく 65%、 治療上、何らかのアクシヨンをおこすべき1直はHbAlc>8%であ

る)。

OHbAlc別 の治療継続手を検討することは、糖尿病合併症の阻止につながる。

7籠 環籠

ヨ楓項日:78麟 屎綱合併色の■少

目欄菫 策定■のベースライン饉 中日

"籠
直近真餞饉

[合併亡
=■

●した人の国
(1100年 r費●● の慣性■析凛餞の■■

(日本■

"■
学会,)

(2004年 raが日の傾性ヨ析燎螢の●島
(日 本遺●E,D

(2000年「■Oqの慢性ヨ輌晨Aの■■
(日 本口軒■,ω )

78a穐 尿病性腎虚 11700人 10,29人 13920人 16414人

〔●●亡を有する人の国 (1908年甑 障■の事自口奎研知 )

78b失明 ― 約3000人

コメント

(1)菫近真餞饉に優るデ→ 分析

崚 近実績饉がベースライン値に対してどのよ

うな■きになっているか分析。

○糖尿病性腎症により新規に透析が導入された人の数は、ベースライン個10,729人 に対し、自逆実績lllでは5,685

人増加している。
O失明者の数については、ベースライン値と直近実績値で調査が異なるため、これらを比較することは困難であ

る。

(2)データ等分析上の口■
・目壼・分析をする上での暉■ (■査手段、方

法、分析材料■)がある場合、E腱 .

○透析導入時の患者数に影響する可能性がある状況〈より軽症での導入、高齢者への事人など)の検討が必要で

ある。

(3)その他データ分析に係るコメント

0粕尿病により透所の導入となつた者の数は、1997年から2007年 にかけて増那傾向を示した。

O全透析導入患者数のうち精尿病患者が占める害1合は長年増加傾向にあったが、2008年 以降は鈍化傾向にあ

8籍尿病により視党障害となつた者は、ベースライン個 こ比して、減少傾向の可4L Lがある鯵 考2餌9人 呼 粛 8

年度社会福祉行政業務報告))。

O糖尿病を主原因として、年間2000人以上が新規に視覚障害となっている。

O指標の目安として示された精尿病性腎症により新規に透析が導入された人の数については、日標を超えて悪く

なつたが、2008年 からは増加に歯止めがかかりつつある。

〔4)量饉辟■

量‖饉が日欄に向けて、改善したか、思化し

Lか尋を目
=に

記餞 .

Э悪くなつている。

D

∫21串躍腸騨珊 犠・ 暉すべ書
ポイン畦 日潔にE餞。

O腎症については、特定健診で1血糖高値かつ尿曇自陽性」者数 (平 )を 把握することか口I能である。尿蛍日陽嘔

者における血糖区分、血圧区分などを確認すると、腎症対策の進捗状況が把握できるのではないか。
○眼科では、硝子体手術または光凝固術などの件数が1巴握できるため、精尿病有病者に対して、定期的な眼科受

診の有無を調査するとよい。

０
０



7籠屎膚

(再掲 )日 櫂項目 179メ タポリックシンドローム (内 ■■肪壺候瞬)を 日知している国民の割合の増加

日●饉 策定
"の

ベースライン■      l          中間諄個 繹 慶 1年舗
鳴 詰 需

に■掲 世‖ ■

115a20歳 以上 80“ 以上 92'%

コメント

(1)菫近実日饉に饉るデ→ 分析
・口近実颯債がベースライン饉に対してどの2
うな■きになっているか分析.

Э半灰 18年 度の773%から平成21年 度は927%と、154ボイント高くなつている。

(2)データ等分析上の口■
・■豊・分析をする上でのコ■ (口着手段、方
議、分析材料■)がある場合、記曖.

(3)そ の他データ分析に饉るコメント

D第 2次食育推進基本計画において、|メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運動等を継続
均に実践している国民の割合の増加」が目標として追加された(現状値 :415%→目標値:500/o以 上)。

(4)最餞膵■
最饉饉が日綱に向けて、改●したか、題化し
たか書を目凛に記● .

(A)

5)今 後の暉■及び対■の抽出
最織口僣を臓まえ、今後強化・改む専すべき
にイントを目潔に配● .

綸鳳南

目欅項目 :フ loメタポリックシンドローム (内■■防菫惧口 )の餞出書・予口丼の減少 〔メタポリックシンドローム (内 ■口肪虚侵

")の

餞当者・予●鮮の減少 (40-74a)]

口櫃● 贅t"のベースライン●
(平 蔵:|●E■●H彙 ■■奎〕

中間

"ロ(れ)

菫ユ貫●●
(全 ■■●■●正ltll日 の■●軟配に

日する
'●

(中 口
"口

〕)

710a lt当 者・予債群 (男 性 )

平成24年 10%以 上の減少 (対平成20年 )

平成27年 25%以 上の減少 (対平成20年 )

1400万 人 (参考 1■ )
約420万 人 38%(1寺定健じ受じ者のうち実数 )

1470万 人

該当者・予備群 (女 性 )

「 成24年 10%以 上の減少 (対 平成2o年 )

「 成27年 25%以 上の減少 (対平成20年 )

560万 人 (参 考la) 約 122万 人 13%(1寺 定健診受診者のうち奏数 )

530万 人

コメント

11)亡近奥颯饉に優るデータ分析
直近賓緞籠がベースラインロに対してどのよ
,な ■きになっているか分析 .

0男性は国民健康・栄養調査によると
0女性は国民健康・栄養調査によると
0男 性は国民健康・栄姜調査によると
O女性は国民健康・栄養調査によると

有意に増加した(片 倶lPl直 =0019)。          ~~~
有意な変化はみられなかった(片倶lP{直 =032)。
年齢調整した結果、有意な変化はみられなかった(片側P値 =021)。
年齢調整した結果、有意な変化はみられなかった(片 側Pl直 =030)。

2)データ牛分析上の諫■
■壼・分析をする上でのコ■ (口壼手段、方
を、分析材料椰)がある場合、配餞 .

(3)そ の他データ分析に係るコメント

じ特足健康診置党移看中の言1合は、平成20年度(268%)で 、平成21年 (267%)で あり、現在のところ大きな変化は
みられない。
0平 成21年度の速報値によれば、メタポリックシンドローム該当もしくは予備群は約576万 人となつている。
0国 民健康・栄養調査からメタポリックシンドロームの該当者・予備群の者の害1合 について、男女別にみると、直近
瞳では男性で535%、 女性では184%で ある。
0国 民健康・栄養調査によるメタポリックシンドロームの該当者等の数値は、男女あわせ約2.000万 人前後で推移し
ている。
O男 性の該当者・予備群が女性に比して高い傾向にある。

(4)最饉椰■
,最腱菫が 目椰に向けて.改●したか、用化し
たか椰を目瀾に

=●
.

0男 女とも変わらなし

C

(5)今 後の暉■及び対策の抽出
.最饉屏■IE臓まえ、今後強化・改●等すべき
ポイントを目潔に配● .

84



7籍尿前

ヨ欅項目:711メタポリックシンドローム(An■肪豊候繋)の概念を導入した腱鰺・保腱掏導の受け者数の向上

日●菫
ll日の日費

"t時
のベースライン■ 中日諄ロ

菫近実口饉
(平 r20年度■童●童じ壺・特定保腱指■の

■■伏D
(平成21年菫■■●自じ壼・臀2保●IB■ の

■●状漱■●0)

〔綺t● Hじ査の奥籠欄

71la健診実施軍
平成24年 70% 平成27年 80%

389%(平成20年 度 )

405%(平 成21年度速報値)

I●菫薇

“

程■の実施莉

7 1lb保 健指導実施率

平成 24年 45% 平成27年 60%

77%(平成20年度 )

130%(平 成21年 度速報値 )

コメント

(1)■近奥讀はに優るデータ分析
・直近実籠饉がベースライン住に対してどのよ
うな■きになっているか分析。

D平成21年度の速報値によれば、特定健康診査実施率は405%、 特定保健指軍の実施平は130%と 、平成20年 Fx

D値より改善しているが、平成20年 度からはじまつた制度であり、平成20年度と平成21年度(速報値)のみのデータ

であるため、変化の分析は困難。

(2)データ●分析上の鳳■

'日 壼・分析をする上での暉■ (■ 査手段 .方
法、分析村‖椰)がある場合、配曖。

:3)その他データ分析に係るコメント

O平成20年度の特定健康診査の実施率について性・年齢階級男1にみると、男性では40歳 代では50%を超え、60歳
以上では30%台 にとどまつており、女性ではいずれの年代でも30%台であった。また、男性(431%)の 実施率は女性
(348%)に 比べて高かつた。
○平成20年度の特定保健指導の実施率について性・年齢階級別にみると、男性では40～ 64歳で、女性では40～ 5(

歳代で10%以下であつた。また、女性(94%)の 実施率は男性(71%)に比べて高かつた。

(4)最綺椰■
・最繊饉が日綱に向けて,改善したか、日化し

たか書を簡素に■● .

D評価不能。

E

(5)今 後の目■及び対策の抽出
,最贅屏■を麟まえ、今■強化・改●椰すべき

ポイントを目潔に田餞。



慄昨眠鯉　∞



〕籠環薔自

1再 掲)目 租項目:81食 塩摂取量の減少 [1日 当たりの平均摂取El

日●■ 凛 3a三冤輩%お      l    lIP咸 lo年ご1‖口F彙菫ロコ E壼員瞑ロ
(平F21●Eニロ凛・彙■口D

13a 成 人 10g未 満

コメント

(1)直近実颯■に係るデ→ 分析
'■近奥錮饉がベースライン饉に対してどのよ
な動きになつているか分析.

J有意 に風 少 した (片償」P値 <0001)

(2)データ等分析上の■■

』1島高堀晶あ讐冒冒著習腎昌鷹手段、方

(3)その他データ分析に係るコメント

O男性より女性で低く、女性では99gま で減少。
O男女ともいずれの年代でも減少している。

8騒腸凛締 帥 l彎誰鵠雛1釈
。

(4)最贅膊籠
・最終饉力ヽ日欄に向けて、改善したか、層化し
たか0を聞潔に日颯。

(B)

(5)今 後の暉■及び対策の抽出
・最終‖饉を■まえ、今後強化・改●椰すべき
ポイントを簡属に巳菫。

[愧      蘇罪屏轟恣爾貰L
O食事摂取基準の改定に合わせて、食塩摂取量の目標値も修正が必要である。

8"環
"冑日相項日:82カ リウム綴取量の増加 [1日 当たりの平均薇取量]

■●● 津電話ほEA酪    | (旱由|“辮 ‐彙薔■● ●I遺買崚腱
(IP艘 21●●■●自・,■日奎,

成人 35g以上 25g 23g

(1)IE近 実颯色に係るデータ分析
・壼近実餞腱がベースライン性に対してどのよう
な勲きになつているか、分析.

υ有 意 に肛 少 した (片 側 P{腱 <0001)

(2)データ等分析上の口■
・■査・分析をする上での暉■ (口査手段.方
法、分析材料専)が ある場合、■●.

υ貫 品成 分 曇 が 平 成 9年には 4言 T、 平 成 16、 21年には 5訂を用いてお り、正 確 な比 較 は 難 Ltヽ 。

3)その他データ分析に優るコメント

3年舗悧援た撼[■稚花姜習輌1激縣腎I肘答離財駄,(図
81濾

:暑            i[羊楓陽 暮野iif争曇ド1趣勁 1年
齢階級でほ

(4)最贅諄薔
・最縫饉が日欄に向けて、改善したか、騒化し
たか事を簡

=に
E餞 .

υ恐くなつている。

D

(5)今後の暉■及び対策の抽出
.最饉

"目
を麟まえ、今後強化・改●●すべき

ポイントを目潔に配● .

Dカリウム操取量は目標を大きく下回つてさらに1■下しており、国民の血圧上昇への影響が懸念される。主要な摂
取源である野菜と果物の摂取量増加のための対策を強化すべきである。
Э野菜・果物摂取量の増加はまた、循環器疾患予防、がん予防にも効果があるため、重要な対策である。
Эカリウム摂取量は若い世代ほど低い傾向にあり、小児期からの食育等による普及啓発が必要である。

０
０



〕籠理彗痢

属整課星磐躍岬ぷ る受お1臨 熙 の

“

合】帆■ 生鐘の鵬 搬 日比封球 る欄準俎 州 以上 麟 I BMlが四以上のま やt BMl鮨

“
未満は

〕剛(Body M● 8B lndex):体 菫(ヒ)/[身長(m)]2)

目●饉
(平威:3年口罠●■・彙

=口
D (平成卿年国民●●・彙姜口D

1 la児 童 生徒の肥満児 7%以 下 102%

1lb 20歳 代女性のやせの者 15%以 下 214% 223%

1lc 20～ 60歳 代男性の肥満者 15%以下 243% 290%

1ld 40～ 60歳代 女性の肥満者 20%以 下 252% 246% 218%

コメント

(1)直近実績饉に保るデータ分析
・■近奥輌饉がベースライン饉に対してどのよう
な鵬きになつているか分析.

O児童・生徒の月巴満児の署1合 に有意な変化はみられなかつた(片似」P値 =010)。
020歳代女性のやせの害1合に有意な変化はみられなかった(片側P値 =026)。
020～ 60歳代男性の肥満者の11合は有意に増加した(片 側P値 <0001)。
040～ 60歳代女性の肥満者の害1合 は有意に減少した(片側P値 =0007)。

(2)データ等分析上の課■
・■査・分析をする上での諫■(■査手段、方
は、分析材料専)がある場合、日餞 .

(3)そ の伯データ分析に係るコメント

020～ 60歳代男性の肥満者の■1合 は目標に対して悪化したが、平成12年 以降の肥満者の11合の増加傾向は、そ
れ以前の5年間に比べ鈍化してしヽる。

(4)最饉

"個・最終腱が日蠣に向けて、改善したか、日化し
たが等を簡潔に2● .

:6)今 後の目■及び対贅の拍出
,最餞椰価を■まえ、今後強化・改善椰すべき
ドイントを簡属にE● .

○肥満者の割合について性・年齢階級別にみると、有意に増加しているのは30～ 50歳代男性であり、特に平成21

年の肥満者の■1合を10年前の該当世代と比較すると、現在の30歳 代男性の増加客1合が最も大きいため、20歳代
から30歳代にかけて体重を増やさないためのアプローチが必要である。
O都道府県別の鳳巴満者の害1合 をみると地域格差がみられるため、地域格差に配慮した取り組みが必要である。

ヨ 籠壼鴨瘤

(再掲)日 欄項目:84 遍勁ロロ■の増加 田鵬習慣書の■合](■鵬口憫■:1日30分以上の週朧を、ヨ2日以上実議し、ヨ年以上綺崚している人)

日●■
瞑菫

"の
ベースラインロ 中口

"●(平 は10年 目罠●口・魚彙口0
菫五夷餞亀

(旱 rコ 年ロニ健虫・,■日■)

男性 39%以 上 286%

3b女性 35%以 上 246% 270%

コメント

11)l■ 近実颯饉に係るデ→ 分析
亡近奥鱚はがベースラインロに対してどのよう
I働きになっているか分析。

○成人男性、女性とも年齢調整を行つた場合(男 性 :中 間評価278%、 IE近値297%。 女性 :中 間評価245%、 直近値
242%)、 有意な変化はみられなかつた(成人男性 :片側Pi直 =026、 成人女性 :片側P値 =045)。
O性・年齢階級別にみると、60歳代男性及び60歳 以上の女性では有意に増加しているが、40～ 50歳代女性では有
意に減少するなど、性・年齢階級別で変化に違いがみられた。

(2)データ等分析上の口■
・■壼・分析をする上での鳳■ (日壼手段、方

法、分析材料専)がある場合、E● .

(3)その伯データ分析に係るコメント

D年肺階敵によつてベースライン値やその後の変化が異なるため、この10年 間の調査対スの高齢者の増刀口と年代

;1の 変化の違いを勘案する必要があると考え、年齢調整を行つたところ、男性、女性とも運動習慣者の増加は見ら

れなかつた。

(4)曇姜

"■・最終ロカt日 綱に向けて、改0したか、轟化し
たか0を簡

=に
E● .

(C)

(5)今後の■■及び対策の抽出
・最饉H薔を麟まえ、今後強化・改●椰すべき

ポイントを簡
=に

E餞 .

030分間週2回の運動習慣による生活習慣病予防効果は、「健康づくりための運動基準2006」 で示されるとおり明
らかにされている。国民一人ひとりに対して運動習慣のメリットを積1臣 的に啓発する必要がある。また、運動習慣の
維持・増進には運動指導者、自治体、職場などの環境を整備する施策が必要。
Oここ10年の間のiE動習慣に対する認識の変容に注意が必要ではないか。かつては、運動というとスポーツをイ
メージしたが、最近では散歩のような簡単な身体活動も、余暇時間に目的を持つて行われていれば運動と認識され
るようになってきた。笹川スポーツ財団が実施する同様の調査でも、散歩やウォーキングの実施者の害1合 が急増し
ている(スポーツ白書 )。

020歳から60歳 までの若者や働き盛り世代に対する運動啓発が必要。
○経年変化が追えるようにすることには留意しつつ、生活習慣病予防、介護予防に必須の運動習慣の定義をどう
するのかの検討が必要。例えば、"散歩"を運動ととらえるかは個人差があるため、本来は"運動"の定義を明示し
た上で調査を行う必要がある。

０
０



循理‖瘤

■目:85高 血圧の改●(推計)● 書

日●● 軍Z"のベースラインロ

“

虚 1●こ ロニ彙
=口

● l (平成,o●■星口壼 彙書口D
菫逓■颯儘

(平 成21年ロロ●口・集■口0

5a平 均最 大血圧 男性 (15歳 以上 ) 132フ mmHg 131 5mmHg 131 7mmHg

5a平 均最大血圧 女性 (15歳 以上 ) 126 2mmHg 1250mmHg 123 3mmHg

コメント

11)亡近実颯値に係るデータ分析
自近実輌薔がベースライン饉に対してどのよう

=鵬
きになつているか、分析.

υ男性(15蔵以上)(血 l■降下斉り服用者除外)は有意な変化はみられなかった(片側P値=0098)。
Э女性(15歳以上)(血圧降下斉朔風用者除外)は低下した(片側P値〈0001)。

1留三群製調臓.(.査手段、方
出_分析材料専)が ある場合、E菫。

:彗彗α驚魂脅想聾鍵ξIF躍糖鍾貿蓋[]畢当鸞積観弩琶;几
王降下剤服用者を含む平均値を用いて国民の血圧の推移を評価すべきである。
Э血圧値140/90mmHg以 上または血圧降下剤服用者を高血圧有病者とした有病率 (年齢階級別、年齢調整有病
率)も 評価すべきである。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

O男性(20歳以上)の平均推計最大血圧 (年 齢調整平均値)は 、ベースライン値で136 5mmHg、 中間評価
=134 1mmHg、 直近実績値で1331 mmHgで ある。

2議席紺省造渕 言李凡馬認
調整平均0は、ベースライン値■3■ mmHま 中間評価で

警平愕露[幅鼎嬌薪露着』動なξ[渭亀誇I歯霊雰Iで
蝋藷出翼裏鎮■7紹費

'よ

署鸞ま1覇穫霧月』さ

秘Fへ欄 よ占簡審塙侮虔髪どおL毛甘急鷺謬 冤Qであい
Юヽ歳以上男性Jま上昇しれまな難

(4)最 贅諄伍
・最終饉が目欄に向けて、改善したか、轟化し
たか0を 日

=に
日餞。

υ 男 性 、女 性 とも改 吾 した 。

B

(6)今 後の暉■及び対鰊の抽出
・最終

"口
を

“

まえ、今後強化・改薔椰すべき
ポイントをロロに記■ .

躍 繋 モお舅 集理ξ『 墨』」ソY]鶏 亀襲2の
、満 者を中引 こ詢 F■●病率は依然として高ぐ

O国民全体の血圧レベル低下のためのポピュレーション対策 (減塩、肥満、野菜果物lI取 、身体活動、適正飲酒 )

をさらに推進する必要がある。

8葺な話嘉8層品E漕盟霞淵誅薔欝縁諮:賜

`げ

庭脚 魏?15[r属訴彗f塩る。



籠環器輌

1再掲)目 糧項目:86た ばこ対策の充実

口燿が及ぼす腱康影響についての十分な知出の普及 [知つている人の割合] く関遭覇

日●饉 燎2時のベースライン●
【平咸10年度曖口とこ童僣■に■亀 ■●口D (平虚16年口屋●自・彙壬口わ

宦近案口籠
(平 成20年ヨ罠●凛・彙■■つ

ld心臓病 100% 405% 507%

lo l当卒中 100% 351% 436% 509%

未成年■の喫燿をなくす [喫燿している人の日含]

日●饉
策定

"の
ベースライン●

(平成8年度来威年者の嗅燿●コに口する
含ロロコ

(平咸11年度来■年者の嗅燿及び
口壼■●■

(平 成″年度余■年■の■燿及び
飲層G■に目する全■口■)

12a男性 (中 学 1年 )0% 75%

12b男 性 (高 校3年 )0% 217% 86%

2c女 性 (中 学 1年 )0% 38% 09%

12d女 性 (高 校 3年 )0% 156%

■●■ 燎菫時のベースライン儘 中日諄● 菫近実口儘('■匈

[分口を実施している●合]
(平 咸12年■力■治体

「
●●における (平■11■■力■.ttt「●●における

●

“

・分口 の自籠 t涅口 ,, (平 蔵 2年広暉生労●■学研■ 大和D

3a公共の場 100%

都道府県 894%
政令市等 959%
市 町 村 507%
保 健 所 955%

都道府県

政令市等
市 町 村
保 健 所

叫
叫
嘲
叫

47都道府県中23が本庁舎内建物内禁煙 (約

19%)

46都 道府県庁所在市及び51=定都市中10が本
宇書内建物内外煙 (約 20%)

東京23区 中1が 本庁舎内栞煙 (約496)

[分燿を実施している欄創 (平 曖9年労働■●自状屁口D (平成14年,●■●E状況ロコ (平口lo年,●■贅朦状■口D

13b職場 100%

“

77%(喫jI対策に取り組んでいる))

559%
(591%(喫 煙対策に取り組んでいる)) (755%(喫 煙対策に取り組んでいる))

〔知っている人の日合] (平崚1,年分饉の知

"に
目する全■口壼, (平曖

"年
度暉生労●■年■費 電哺D

3c効果の高い分低に関する知識の普及

(1■ 気扇のある喫煙室も正解とした場合 )

(建物内禁燿を正11と した場合 )

男性
'74% 

女性 813%
男性 340% 女性 366%

男性 800% 女性 84幌
男性 410% 女性 430%

職燿支擾プログラムの普及 [贅燿支饉プログラムが提供されている市町村の自合](熱 燿支援プログラム :口 人の熱燿を支目するための口別保鶴相導専)

日●● 燎菫時のベースラインロ
(平成13年 度亀Ц員●・七人員腱亭8“告)

中口諄薔
(平 蔵15年度

“

増■●・七人●●●A●●l

■■■日●
(平成20年度地●●●・●自増遭亭R●

=)

4a全 国 100%
329%

(2フ 8%(禁恒指導が行われた市町村の割合 ))

397%
(322%(鷲燿指導が行われた市町村の割合)) (389%(禁煙指導が行われた市町村の割合 ))

"燿

をやめたい人がやめる ●寺

■●■("わ 策定時のベースライン■ 中目■● ■漱真●■

契饉 率

(平成
"年

●■●鷹・彙■口■l (平■21年口民ロロ・彙晏口壺)

男性 433% 男性 382%

女性 120% 女性 109%

禁煙鈴望者の割合

(平成15年■民●●・彙晏口■) (平 ■21年■■●口・彙■口D

男性 246% 男性 317%

女 1■ 327% 女性 416%

コメント

(1)直近実颯籠に係るデータ分析
・菫近実燿饉ふベースラインロに対してどのよう
な働きになつているか、分析.

(2)データ●分析上の口■
・日査・分析をする上での朦■ (■壼手段.方
法、分析材料●)がある場合、巳菫。

(3)その●データ分析に係るコメント

○心屁病・脳卒中と喫煙の関係についての知識は向上したものの、未だに約半数にとどまつている。
○男性の喫煙率は減少しているが、女性の喫煙率は変わらない。

(4)最 腱膊■
・晨餞饉が目損に向けて、改善したか.層化し
たか暉を目

=に
■●.

(B)

(5)今 後の暉■及び対燎の拍出
・曇饉碑領を■まえ、今後強化・改●暉すべを
ポイントを目属に‐ .

0喫煙による心臓病・脳卒中のリスク上昇についてさらに国民に知識を晋及する必要がある。
O飲食店を含む公共の場の分煙化・禁煙化を進めt受動喫煙防止を徹底する必要がある。
Oベースライン値を含めた喫煙率の推移を性・年齢階級別に詳しく分析する必要がある。
O公共の場等の分煙については、飲食店、宿泊施設等も含めて評価するのが望ましい。



〕籠環器自

目欄項目:87 吉贈血症の減少 [高脂血定の人の割合](高 鮨血饉書:血着総コレステロール■24onlノ di以上の書〕

日●饉 軍
=時

のベース,インロ
(旱 虚o年口星彙菫口D

中口諄価
(平 成lo年目罠●■ 彙■口D

菫透■●■
(平威2,年■農●H・ 彙姜口D

男性 52%以下 104%

〕7b 女性 87%以 下 160%

コメント

(1)自 近奥颯饉に係るデータ分析
・菫近奥颯饉がベースラインはに対してどのよう
な鵬きI=な っているか、分析 .

O男性は有意な変化はみられなかった〈片側P値 =0469)
0女性は有意な変化はみられなかつたく片慣lP値=0067)
0男性の高脂血症の年齢調整有病率は中間評価で181%、 直近実績値で172%である(と もに服薬者含む)。

O女性の高脂血症の年齢調整有病率は中間評価で238%、 直近実績値で245%である(と もに服業者含む)。

(2)データ暉分析上の暉■
・■査・分析をする上での鰊■ (目 査手段、方
法、分析村科●)がある場合、■●.

0国民促燎・末委pH置 対象者の年齢構成が若千肩齢化しているため、年齢階級別の推移、および、年齢調整平均
値の推移で評価すべきである。
O近年60歳以上の女性を中心にコレステロール低下剤服用者がかなり多い(平成21年 では60歳 以上女性の20%
以上が服用)。 コレステロール低下剤服用者を高脂血症に含めた有病率(年齢階級別、年齢調整有病率)も 評価す
べきである(平 成9年はコレステロール1■ 下剤に関する調査なし)。         _
0総コレステロール平均値の推移は、投薬治療の効果を含む国民の総コレステロール値の変化として解釈すべき
である。

(3)その強データ分析に係るコメント

○男性の総コレステロール平均値(年齢調整値 )はベースライン値で198 6mg/d、 中間評価で200 4mg/d、 直近実
績値で198 2mg/dで ある(図 8-5)。
O女性の総コレステロール平均値(年 齢調整値 )はベースラインi■で205 2mg/d、 中間評価で205 3mg/d、 直近実
績値で2033mg/dで ある(図 8-5)。
○総コレステロール値のみから高1旨 血症を定義した場合 年ヽ齢調整有病平は男性では変わらず、女性では4二下し
た(図 8-6)。 しかし、女性の高年齢層では服業者が多いため、投薬による総コレステロール値低下の影響が考え
られる。
○平成16、 21年において服薬者を高脂血症に含めた有病率を見ると、年齢調整有病率は男女とも策定時より上昇
している。年齢階級別にみると男女とも60歳 以上での上昇が大きい。しかし、平成9年の高脂血症有病卒を過小評
価している可能性が高い。(図 8-7)
○服薬者を含む20歳 以上成人の総コレステロールの年齢調整平均値は、策定時と比べて、男性では変わらず、女
性では1 9mg/dl低 下した。

(4)最 綺膊籠
・最饉饉が日蠣に向けて、改●したか、鷹化し
たか●を簡

=に
記颯.

○月債栗者を含めた有病平は策定時に比べて男女とも悪化した可能性が高い
が、服薬者を含む国民全体の総コレステロール平均値(年齢調整平均値)は
男性ては変わらず、女性では低下しており、全体としては変わらない。 C

(5)今 後の暉■及び対策の拍出
・最饉評口を■まえ、今■強化・改善薔すべき
ポイントを簡潔に配餞 .

D男女とも50歳 以上で有病翠の悪化傾向が見られ、特に女性の有病率が高い。中年期以降の高コレステロール血
i予 防対策の強化が必要である。
Э国民に食品中の飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、トランス脂肪酸に関する正しい知識を普及するとともに、食品栄養
成分表示の改善により適正な食品選択ができるなどのポピュレーション対策を推進する必要がある。
Э脂質異常症予防のための肥満予防対策も並行して推進する必要がある。
Э今後、HDLコレステロールまたはLDLコ レステロールを用いた評価も必要である。また、低HDLコ レステロール血
庄、高中性脂肪血症を含めた脂質異常症の有病率の評価も必要である。
Э国民に高コレステロール血症の疾患リスク、治療の必要性、食生活の修正ポイントについての正しい知1能の普及
6く必要である。



(再 掲)目 欄項目:88■ 原由有輌■の減少 (推計 )

日

“

櫨
策菫時のベースラインロ

(平成o年●

"'実
触●■)

中口諄

“
碑 威11年■屎書■■日

='

菫近寓ロロ
(平 政11々■慶●H・彙

=■
D

6a糖 尿病有病者数 1000万 人 690万 人

人

人

万

万

“

５０

７

６

890万 人

(740万人 )

括弧内の数値は策定時の性 年齢構成で調整した値

コメント

(1)直近奥讀性に係るデ→ 分析

'E近実輌饉がベースライン櫨に対してどのよt

ケ助きになつているか分析。

Э有意に増加したが(片 側P値 <0001)、 日標値を下回つた。

(2)データ等分析上の瞬■
.■査・分析をする上での口■(■童手段、方
法、分析材料等)がある場合、E=。

Э策定時のベースライン値は全国的な調査で、調査項目が同じであるため、直返異績IEと上じ較すること|ま 可祀であ

る。

3)その他データ分析に係るコメント

8撃昴罰鑽 良婁轟5写看嘗籍鼻儒署纂ξ彗脇 は認められなかつたことから、糖尿病有病者数増加の理
由の一つとして加齢の影響が考えられた。

9f酢結品已需男贅幕奎隻讐滑ふ::遺鑽 霧竃警翁磐鑽鍵釉 l秀暑籍撃警討まな勢漬亀切
な評価をしうると考えられる。
0年齢調整糖尿病有病者数(糖尿病が強く疑われる人)には、増加はみられなかつた。
0年齢調整糖尿病有病率(糖尿病が強く疑われる人)には、増加はみられなかった。

8霧霞霧必 醐腎鼈 櫂緞弱1像 9よ輻 た話 走&鵡 駆認 紀禁 。
女性の20歳代、30歳代、40歳代及び70歳以上では減少した。

(4)最饉熙価
.最終燿が日欄に向けて.改薔したか、層化し
ヒか帯を簡澤にE颯。

(A)

瑠齢躍H賓驚聞‰‖すべき
ポイントを欄潔に■●.

○高齢者における糖尿病有病者数・有病率の増加が懸念され、この年齢層に対する梱尿病予防刃茉強化が必要

である。
Oまた、糖尿病の発見率、治療平、コントロール平の改善を目指したハイリスク対策を強化し、透析・失明などの合

9蹴多][[{』 fJ『][[1籠 l囁露真巽i誰翼脇 蠍 ミ讐竃財 鯖ヽ
にす

、

"環“

輌

(“掲)日 欄II日 :80飲 酒対策の発奥

多量に飲層する人の減少 [多 量に飲酒する人の■合](多 量に飲IEする人=1日 平均腱アルコール約60`を超えて摂取する人)

日●●
摯■■のベースライン■

(平曖0年亡腱暉づくりに目すこ菫口■壼)

中日■●
(平成lo年口E腱凛・彙■■0

宦壼■●■
(平 口●1年口民■H・ 彙■日壼)

'la男
性 32%以下

女性 02%以 下 04%

威ヽ年書の飲洒をなくす [飲■している人の日含]

日●■
nt●のベース,イン儘

(旱威0年壼彙咸年■0餞■薔■に目する
全ロロD

中口
"●(平減13年■索咸年■のロロ■び

歓層,■に目する全ロロ0
菫壼

“

口t
(平虚 2年ユ栞蔵年■の■燿及び

彙層情■に口する全ロロ0

2a男性 (中学 3年

'2b男
1■ (高 校3年 )0% 531・t 384%

'2c女
性 (中 学 3年 )0%

'2d女
性 (高 校3年 320%

『

"度
のある●壼な飲■」の知腱の普及 [知っている人の

“

合](口度ある轟壼な飲層 :1日 平均

“

アルコールで約20`曇度の飲層 )

■●は 摯菫●のパースライン●
(■成11●ロロ■■口D

中口諄●
(早 n15年■晨

“

■・彙■口D (平歳o●●■●H・彙■ロコ

53a男 性 100% 503% 547%

53b女 性 100ヽ 497% 486%

コメント

躙 盤 即 島…

F111籠書「if:書[‖昌:手段、方

(3)その伯データ分析に係るコメント

it議罪酪に向けて、改●したか、EfLし
たか0を簡素にE● .

(C)

脚輻 硼・ゝ・すべき



ヨ 籠環■H

目楓II目 :810 ■康じ断を受ける人の増加 I検

"受
じ者の敷]

目●■

"威
9年愴HE… 実■■0 1    

“

威10年 .・罠雪露■.日D
E近奥口■

(平成lo年目民生着■■●D

,loa全 国数 6860万 人以上 4570万人        1       5850万 人 6013万 人

コメント

(1)直返奥領饉に係るデータ分析
・菫近奥輌薇がベースラインはに対してどのよう
な勁きになつているか、分析。

Dベースライン値と直近冥績値では、調査票の貿間内容が異なるため、これらを上し較することは困難である。
Э中間評価から直近実績値にかけては増加傾向にある。

(2)デ→ 椰分析上の口■
・■査・分析をする上での朦■ (■ 査手段、方
法、分析材料亭)がある場合、口麟 .

Э健診受診者数で評価するよりも、健診受診平 (性別・年齢階級男1)での評価が望ましい。

(3)そ の値データ分析に係るコメント

D促診賞診半で比較しても、年齢階紋
"1お

よび年齢調奎値ともベースラインより増那した可能性がある。しかし中
間評価と比較するとほぼ横ばいである。男女とも同じ傾向である。(図 8-8)
Эどの年齢階級でも男性の受診率が女性より高い傾向にある。
Э20歳代、30歳代の健診受診率がほかの年齢階級よりも低い。
Э国民生活基礎調査の健診受診率(男 女計)は 、平成10年 :619%、 平成16年 :604%、 平成19年 :615%、 平成22年
,43%で ある。

(4)最

"諄
籠

・最終饉が日編に向けて、改0したか、騒化し
たか等を簡潔にE曖 .

D改善したと思われる力S、 日程値には連していない。

B

(5)今 後の目■及び対策の抽出
・最饉‖価を■まえ、今後強化・改薔りすべき
ポイントを目鷹に配菫.

0健診受診者平同上のため、特足性診を含む各柱促診の受診7向 上の対策を進める必要がある。
○女性および20歳代、30歳 代の値診受診手向上の対策が必要である。
O健診受診率を新たな目標値として設定し、国民生活基礎調査、特定健診ナショナルデータベース等、質の高い国
民代表データによるモニタリングを行う必要がある。

"環
‖輌

目欄項 目:811 生活口慣の改薔りによる●ヨ薔自の減少 (描計 )

日●饉 贅■■のベースライン●
(平咸10年人ロロ●●II)

中円rロ
(甲 虔10年人口腱●●II)

菫壼■ロロ
(旱 口21年 人口●●

“

lll

悩卒中死亡率 (人 口10万対)全体 1100 1023

1」卒 中死亡率 (人 口 10万対 )男 性 1069

出卒中死亡卒(人 口10万対)女 1■ 1045

首卒中死亡数 全体 13万 7819人 12万 9055人 :2万 2350人

」卒中死亡敷 男性 6万 5529人 6万 1547人 5万9293人

当卒 中死亡数 女 1■ 7万2200人 6万7508人 6万 3057人

■血性 心疾
「

_死亡 率 (人 口10万対 )全 体 5,2

主血性心疾患死亡 率 (人 口10万 対 )男 |■

■血1■心疾患死亡率(人 口10万 対)女性 500 522

i血 性心疾患死亡数 全体 フ万 1678人 フ万 1285人 フ万5481人

■血性 心疾患死亡 撤 男性 3万8566人 3万 9014人 4万 1フ 95人

■血性心疾患死亡数 女性 3万 3112人 3万2271人 3万3686人

コメント

(1)E近 奏颯性に係るデータ分析
・菫近奥輌檀がベースライン饉に対してどのよう
な助書になつているか、分析 .

0脳卒中の相死亡旱および死亡致は減少 (改吾 )傾 同である。
o虚血性心疾患の粗死亡および死亡数はほぼ横ばいか、僅かに増加 (悪 化 )傾向にある。

(2)データ等分析上の■■
・■壼・分析をする上でのコ■(口査手段、方
法、分析材料0)力

'あ
る場合、日菫.

D粗死亡旱および死亡数は人口の高齢化の影響を受けるので、人日高昴化の影響が除かれた年齢調整死亡率を
調いて評価すべきである。

3)その鮨データ分析に係るコメント

Э男性の脳卒中年齢調整死亡平 (人 口10万 対)は 、策定時で837、 中間評価で625、 直近実績値で504である。
D女性の1出卒中年齢嗣整死亡皐(人 口10万 対)は 、策定時で519、 中間評価で370、 直近実績値で281である。
D男性の虚血性心疾患年齢調整死亡卒(人口10万対)は、策定時で493、 中間評価で408、 直近実績値で372であ
る。
Э女性の虚血性心疾患年齢調整死亡率(人 口10万対)は、策定時で242、 中間評価で182、 直近実績値で154であ
る。
Э脳卒中年齢Ll整死亡率の減少傾向は顕著である(直近実績値は策定時に比べ男性で40%、 女性で46%1【 下)。

D虚血性心疾患年齢調整死亡平は明らかに減少1頃 向である(直 近実績値は策定時に比べ男性で25%、 女性で36%
低下)。

(4)最 贅熙ロ
・最綺値が日欄に向けて、改●したか、日化し
たか●を簡

=に
■●。

D人口高齢化の影響を除外すると、脳卒中および虚血性心疾患の死亡率
まともに改善している。

B

121請躍腸話欝襲3型犠..すべき
ドイントを目瓢にE● .

D地域の循環器疾患発猛登録システムを整備し、脳卒中・虚血性心疾患の発症平の推移を観察する必要がある。
Э今後、人口高齢化に伴い、脳卒中・虚血性心疾患の発症数の増加、これに伴う要介護者数の増加が予想され、
モニタリングの体制が必要である。
Э主要な危険因子である高血圧、脂質異常症 糖ヽ尿病、喫煙に対するハイリスク対策・ボピュレーション対策の推
塵が引き続き必要である。
D医療の進歩等により発症者の致死率が低下している。死亡平のみを用いた評価では不十分であり、循環器疾患
殆症登録による発症率の評価が必要である。

И
↓



ヨ籠Ц轟自

(再編)日 欄項目:812メ タポリックシンドローム(内腱‖肪壺候群)を認知している国民の割合の増加

目

“

菫 鮨壼時のベースライン■       1          中口諄● (平成21年食青の■状と
'朧

に関する世綸口査

115a20歳以上 80%以上 927%

コメント

瑠ぼ語議戦勇驚異してどのよう
な動きになっているか分析。

Э平成18年 度の773%か ら平成21年度は927%と 、154ポイント高くなつている。

(2)データ等分析上の諫■
・■壼・分析をする上での暉■ (目壺手段、方
法、分析材料専)がある場合、記餞.

(3)その機データ分析に係るコメント

○第2次食育推進基本計画において、∫メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運動等を継続
的に実践している国民の害1合の増加」が目標として追加された(現状値:415%→ 目標1直 :500/o以 上)。

(4)最終膊価
・最終性が日欄に向けて、改善したか、轟化し
たか等を目潔にE● .

(A)

(6)今後の口■及び対策の抽出
.最餞欝価を麟まえ、今後強化・改善椰すべき
ポイントを目

=に
E載 .

'"口 "綱1再編)日 楓項日:013メタポリックシンドローム(内En肪菫慣辟)の麟当者・予●膵の減少 [メタポリックシンドローム(内ロロ肪豊儘膵)の鏃当■・予僣辟の減少(40～ 74n)]

日

“

慎
■2時のベースラインロ

(平成lo年口■●■・彙■口壼)

中口諄●
(なし

'

自通費口億
(■●E●■■■化BIEの■0快屁に日する

(.蔵 11:囲 ...,

「10a該当者・予備群 (男 性 )

平成24年 10%以上の減少 (対 平成20年 )

F成 27年 25%以 上の減少 (対 平成20年 )

1 4oO万 人 鯵 考値 )
約420万人 (11定 腱お受診者のうち38%)

1470万人

,10a該 当者・予備 群 (女性 )

平成 24年 10%以 上 の減 少 け寸平成 20年 )

平成 27年 25%以 上 の減 少 (対 平成 20年 )

560万人 (3考値 )

約122万 人 (特定健診受診者のうち13%)

530万 人

コメント

1召馴
=:耀

婆熟驚異してどのよt

h励割立 っているか分析。

D男性は国民健康・栄妥調査によると
D女性は国民健康・栄養調査によると
D男 性は国民健康・栄養調査によると
D女性は国民健康・栄養調査によると

有意に増加した(片 側P値 =0019)。
有意な変化はみられなかった(片側P値 =032)。
年齢調整した結果、有意な変化はみられなかつた(片側P値 =021)。
年齢調整した結果、有意な変化はみられなかつた(片側P値 =o30)。

(2)デ→ 専分析上の口■
・■査・分析をする上での朦■ (口査手段、方
去、分析材料等)がある場合、日餞。

(3)その饉データ分析に係るコメント

O特 定健康診査受診者中の害1合は、平成20年度(268%)で、平成21年 (267%)であり、現在のところ大きな変化は
みられない。
○平成21年度の速報値によれば、メタボリックシンドローム該当もしくは予備群は約576万 人となつている。
○国民健康・栄養調査からメタポリックシンドロームの該当者・予備群の者の11合について、男女別にみると、直近
値では男性で535"ヽ 女性では184%である。
○国民健康・栄養調査によるメタポリックシンドロームの該当者等の数値は、男女あわせ約2,000万 人前後で推移し
ている。
O男 性の該当者・予備群が女性に比して高い傾向にある。

:4)最姜諄領
1最織饉が日椰に向けて、改●したか、懸化し

しか暉を簡■にE● .

(C)

15)今後の■■及び鶴■の拍出
'量饉瞬■書麟まえ、今■強化・改善尊すべき
ポイン鰤

=に
田 .



ヨ

"環
器瘤

(再編)目 欄項目:814メ タポリックシンドローム (内nH肪症僕群)の概念を導入した健b・ 保饉指■の受じt敗の向上

日●●
機日の目安 策定時のベースライン■ 中間諄●

●I通■●●
(平 成

"年
度崎童●●

"壺
・■壼保健櫓諄の

■■状D
(IP減21年度韓た●凛じ壼・鴨菫保腱ね導の

■籠状況(遭●僣))

[特定腱Hじ奎のコ

“

●l

7 1la健診実施率
平りυ4年 70%平同27年 80%

389%(平 成20年度)

405%(平 虎 1年度速報値)

[特定保

"槽
椰の■お●l

7●b保健指導実施旱
平J″4年 45%平 」υ7年 60%

77%(平成20年度 )

130%(平 成21年度速報値 )

コメント

(1)直近典颯饉に係るデータ分析
・亡近典餞饉がベースライン饉に対してどのよう
な助きになっているか分析。

0平風21年度の速報値によれは、特定健康診査実施平は405Ъ、特定保健指導の実施平は130%と 、平成20年度
の値より改善しているが、平成20年度からはじまつた制度であり、平成20年 度と平成21年 度(速 報値)の みのデータ
であるため、変化の分析は困難。

(2)データ等分析上の■■
・■童・分析をする上での諫■ (日壼手段、方
出、分析材料●)力|ある場合.配菫。

(3)その他データ分析に係るコメント

0半 厩 20年 度 の 特 足促 康 診 ■ の 冥 施 半 に ついて性・年 齢 階 級 別 にみ ると、男 性 では 40歳 代 では 50%を超 え 、60歳
以上では30%台 にとどまつており、女性ではいずれの年代でも30%台 であった。また、男性(431%)の実施率は女性
〈348%)に 比べて高かった。
O平成20年 度の特定保健指導の実施率について性・年齢階級別にみると、男性では40～ 64歳で、女性では40～ 60

歳代で10%以 下であつた。また、女性(94%)の 実施率は男性 (71%)に 比べて高かった。

(4)量

"諄
優

・最饉はが目標に向けて、改善したか、日化し
たか0を簡潔にE麟 .

(E)

(5)今 後の暉■及び対策の拍出
・最織評価を目まえ、今後強化・改●専すべき
ポイントを鶴属にE腱。



く後



)がん

:再掲)目 標項目:01た ばこ対策の充実

員鯉が及ぼす健康影響についての十分な知■の普及 [知っている人の割合]く 日遭する目標饉のみ記述>

日●■ 重定時のベースライン■
(平咸10年鷹瞑燿と腱凛ロロに■する実■日つ (平成13年口■●菫・員彗口D

菫近実●■
(平成20年目民●自・,■ ■D

1la肺がん loo% 845% 875% 875%

R成年者の嗅燿をなくす [嗅燿している人の■合]

目■● (早咸8年度楽咸年■の■饉行口に目する
中口椰饉°

留驚鼻:請ヨrr薔当日留風計び
●I壼■●■

(平虚″年度彙咸年■の■■及び
飲層行動に■する査■口D

12a男 性 (中 学 1年 )0% 75% 32%

42b男 性 (高 校 3年 )0% 369■ 217% 86%

12c女性 (中 学 1年 )0%

12d女 性 (高 校 3年 )0% 166%

醍 、理5督酬 襲出諄3織 艦認雰81耐配路出競認U昌1lF記著邁分L方脚
日口

“

菫菫時のベースライン■ 中口諄信 宦近口■● (●寺a)

〔分燿を実施している●合]
(平 口12年始方■始体庁●●における

摯●・分■の■鮨軟屁■D
。
電陽各議協議庁

ける
(平蔵2年度諄生労●●I学研究 大和D

3a公 共の場 loo%

都道府 県 894%
政令市等 959%
市 町 村 507%
保 健 所 955%

嘲
叫
嘲
鰯

酬乖哺断

都

政
市
保

47都道府県中23が 本庁舎内建物内禁煙 (約
49%)

46都道府県庁所在市及び5'旨定都市中10が 本
庁舎内建物内禁燿 (約 20%)

東京23区 中 1カ 1本庁含内禁饉 (約4%)

[分目を実施している●合] (平 nO年,●■●自状屁ロコ (平 成14年

"●
■●口軟ヌロ■) (早 戌10年労■■●自状■■●

3b職場 100%
(477%(喫 煙対策に取り組んでいる))

559%
(591%(喫煙対策に取り組んでいる)) (755%(喫 煙対策に取り組んでいる))

[知 っていo人の自合] (平 成17年 分燿の知口に出する0日 ■卿 (平虚″年魔厚生労●oI争 研究 層崎D

3c効 果の高い分煙に関する知識 の普及
00%
(|■ 気目のある喫煙室も正解とした場合 )

(建 物内禁煙を正解とした場合 )

男性 774% 女性 813%
男性 340% 女性 366%

男性 809% 女性 840%
男性 410% 女性 430%

R燿支援プログラムの普及 〔嬌燿支晨プログラムが提供されている市町村の

“

合](菫 燿支援プログラム :口 人の繋燿を支優するための口別保健掏導等)

日●饉 菫
=時

のベースラインロ
(平 ■18年 慮亀増■●・者人

`●
■8"● ) (早崚15年αll崚●●・■人●●●R●●)

菫近奏僣饉
(平政20年

=地
崚●●●H増迪●・●●●)

14a全 国 100%
329%

(278%(禁 ほ 1旨導がイテわれた市町村の割合))

397%
(322%(禁 煙 1旨導力

'行
われた市町村のコ1台 )) (389%(禁 燿指導が行われた市町村の割合 ))

晏燿をやめたい人がやめる ●考

口●●(■0 東菫吟のベースライン● 中日絆● t通 奏餞懺

喫煙率

(旱崚10年目屁腱自・彙●口0 (■崚コ年目民懺自・彙■口■)

男性 433% 男性 382%

女性 120% 女性 lo9%

噴煙希望者の●ll合

呼 n16年口2●n魚■■っ (平成却

“

■■●凛・彙贅■■)

男性 246% 男性 317%

女性 327% 女性 416%

コメント

(1)IE近実饉儘に優るデータ分析
,I近奥燿饉がベースライン饉に対してどのよi

ケ鵬きになつているか分析.

υとの現日も日程 1腱 lま 達成できていない。すすんではいるが遅々としている。

(2)データ等分析上の暉■
・■壺・分析をする上での暉■ (日査手段.方
議、分析村料暉)が ある場合、E● .

(3)その●データ分析に係るコメント

(4)最餞爵■
・最織饉が日編に向けて、改善したか、目化し
たか0を自澤にE餞 .

(3)

(5)今後の■■及び対策の拍出
・最籠辟輌を麟まえ、今薇強化・改善りすべき
ポイントを目潔に

“

● .

0/4‐ かなか進まないのを努力不足のせいにすべきでない。なかなか進まないことは解決が難しい問題であると百ア
ことを意味しているので、これまでとは全く異なるアプローチ、抜本的な対策をすべきと考える。
O喫煙は肺がん以外のがんにも影響するので、その他のがんや全がん死亡を増やすことについての知識の普及も
必要である

０
０



9がん

(再掲)日 楓項目:02食 塩摂取量の減少 [1日 当たりの平均綴取ロ

日■饉 認 86E編     |   (.威lo年苗昌呂露彙..コ =遺
■は彙

(I隋む1年■罠口凛・棠■■つ

成 人 log未 満 135g

コメント

(1)直近実籠■に係るデータ分析
・菫近奥輌饉がベースラインロに対してどのよi

な動きになっているか分析。

D有意に減少したく片側P値 く0001)

(2)データ等分析上の課ロ
・■壺・分析をする上での暉■ (口壺手段、方
法、分析材料専)が ある場合、E● .

(3)その他データ分析に係るコメント

Э男性より女性で低く、女性では99gま で減少。
Э男女ともいずれの年代でも減少している。
Э直近値では、男女とも60歳代で最も高い(男性 :124g、 女性:105g)。

Э食塩の供給源は調味料が約7割を占め、この10年間で変化はない。

(4)最綺押領
・最終籠が日欄に向けて、改善したか、轟化し

たか尊を出潔にE麟 .

(8)

(6)今後の口■及び対策の抽出
・最終瞬優を■まえ、今後強化・改薔等すべき
ポイントを目嘉にE● .

Эこれ以上の滅少については、個々人の努力だけでは限界があることから、貫■因谷や量の調整ができるよつ宋
藤成分表示の義務化や、食品に含まれる食塩含有量を減らすための企業努力を促す環境介入も必要である。

がん

(再 日)日 楓項日:0● 野東の摂取量の増加 日当たりの平均摂取■l

日●■ 認 ♀GEら酪    | (率咸10年躊 ‐彙贅ロロ (旱●21年■■●自・彙菫口0

:4a成 人 350g以 上 292g 267g 295g

コメント

(1)直 近典颯住に係るデータ分析
・菫近奥輌饉がベースライン饉に対してどのよう
な働きになっているか分析。

Э有意差はみられなかつた (片側P値 =028)。

(2)データ●分析上の鰈■
・■壼・分析をする上での鳳■(口査手段.方

法、分析材料暉)がある坦合、巳餞 .

(3)そのL7~~夕分析に係るコメント

DIE遣[では20歳代で最も世く、242gである。

(4)最 薔絆層
・最終ロポロ椰に向けて、改善したが、騒化し
たか0を簡属に■菫。

(C)

醜 踊踊臓
"す

べき
ポイントを目

=に
■●.

O毎 日野菜料理をたつぷり(1日 ノ
Iヽ 鉢5皿、350g程度)食べることについて|するつもりはあるが、自信がない」と回答

した人の害1合 は290%、「するつもりがない」は61%(平 成21年国民健康・栄養調査結果)であり、対象者の状況に
合わせた支援が必要である。
O直近の性・年齢階級別にみると、350g以 上摂取している者の割合は男女とも20歳代で最も低く(男 性24%、 女性
16%)、 若年層に対して重点的に対策を立てることが重要であると考える。



〕がん

目憚項目:041日 の食事において、果物頭を目取している者の増加 [綴取している人の割合 ]

日■饉 無菫時のベースライン●
(旱威9年ロニ魚贅口

"

中口諄優
(平成lo年口屁●■,彙菫口D =置 =ロ

ロ
(平威コ

=口
■●菫・奎●●■,

成人 60%以上

果物類を摂取していない者の割合
298,6 398% 390%

果物類を100g以 上摂取している者の割合
4799る

425% 410%

果物類を200g以上l.I取 している者の割合
239% 206%

果物類の平均摂取量
1253g 1090g 1056g

コメント

(1)直近実績籠に係るデ→ 分析
・亡近奥輌饉がベースライン饉に対してどのよう
な助きになっているか分析.

罰鳥lT層難 8ぜ
しtマイ躍璧lЧ喘勝憲 篇i辱瞥窪濡ζ吾量Z「:II:ぎ::;喜躍姜『λttξ僣争星ゑ

I靱副    鵞

(2)データ等分析上の暉■
・■費・分析をする上での鳳■ (■査手段、方
法、分析村料専)がある場合、

“

餞.

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最

"諄
薔

・最餞饉が目欄に向けて、改善したか、日化し
たかりを簡潔にE餞。

」悪くなつている。

D

(5)今 後の暉■及び対策の抽出
・最襲辟■を目まえ、今後強1ヒ・改書等すべき
ポイントを目

=に
配鑽 .

Э果物だけで,I取量の増カロを目標としても果物摂取増カロにより、他の食品の摂取量が変化してしまうこともある。果
吻摂取と野菜摂取の両方を含んだ目1飛値を設定し、摂取量の少ないセグメントを抽出し、重点的に対策を立てるの
6ヾ 必要であると考える。

Dがん

日欄l■ 日:9511肪エネリレギー比率の減少 〔1日 当たりの平均薇取比率](臓肪エネルギー比率:“ 摂取エネツレギーに占めるII肪からのエネルギーの割合)

|●饉 出旱:三登]話論S   I (平由.年出‖ 彙■日D 口通の■口饉
(平 曖却●B員 ●H・象晏■奎)

12a20～ 40歳 代 25%以 下 2フ 1%                1                267% 271%

コメント

(1)直近奥颯口に優るデータ分析
・菫近実綱饉がベースラインロに対してどのよう
な励きになつているか分析 .

D有意差はみられなかつた(片側Plll=050)。

(2)7~‐ ●分析上の■■
・■査・分析をする上での暉■(■壺手段、方
法、分析材料暉)がある嬌合、■●.

(3)その饉データ分析に係るコメント

υ 男 性 よ り女 性 で 呂 い 。

Э男女とも20歳代、30歳 代では変わらない。
Э直近値の20～ 40歳 代では、男女とも20歳代で最も高い(男 性:276%、 女性 :291%)。
Э脂肪の供給食品は、肉類とドレッシング等の油脂、調味米1で約5宮1を 占め、このiO年間で変化はない

(4)最 贅椰籠
・最饉饉が日欄に向けて、改善したか、■化し
たか等を聞

=に
E● .

(C)

増出割割劉爵品島獣柵 ..すべき
ポイントを簡潔に記麟.

D帽肪エネルや=比率が30%以 上の者の言1合 は、
る。

男女とも20歳 代で最も高く、この世代へのアプローチが必要であ

100



)がん

(再掲 )日 標項目:96飲 洒対策の充実

多量に飲洒する人の滅少 [多 量に欽洒する人の割合](多量に飲洒する人=1日 平均

"ア
ルコール約60`を超えて摂取する人〕

日欄櫨
策定時のベースライン菫 中田諄●

(平戌lo年口屁●自・彙着口D
i五栞艘■

(平減3年■■●H・ 彙■日わ

男性 32%以下

女性 02%以 下 03%

未成年者の飲洒をなくす 〔飲洒している人の■合]

日●●
紫定■のベースライン●

(平成8年度睾成年書の歓月行日に目する全■口D
中‖澤価

(平 曖10年度余咸年■の■饉及び
飲月,■に日する全ロロD

自壼真颯強
(平セ 2年庄宋咸年者の■■及び

飲層籠■に目する会ロロ0

,2a男 性 (中学 3年 )0% 167%

,2b男性 (高 校 3年 )0% 531% 384% 210%

'2c女
1■ (中学 3年 )0% 169% 14フ %

,2d女 1■ (高 校3年 )0% 361% 320% 185%

節産のある遭度な飲層Jの知腱の普及 【知つている人の■合](節慶ある遭度な飲涸 :1日 平均腱アルコールで約20g糧魔の歓澤)

日●慎
鱗t時のベースライン饉
(平成13年 目民彙菫口D

中口膊僣
(平 咸15年 ロニ健菫,彙 ■■つ

菫壼奏口饉
(平 成

"年
■■●H・ ,■口D

'3a男
1■ 100% 486% 547%

,3b女 1■ loO% 473% 49フ % 486%

コメント

(1)直 近実籠饉に係るデ→ 分析
・自近奥輌値がベースライン饉に対してどのよう
な働きになっているか分析。

Э未成年者の目標値で改吾がみられるものの、3項 日のどれも日1県値に達していない。多重に飲油する人、節反の
ちる適度な飲酒の知i性 がある人の書1合 は横ばいまたはわずかに増加している。

(2)データ等分析上の口■
・目費・分析をする上での口■ (目 壺手段、方
法、分析材料等)が ある場合、日餞。

D3つ の 項 日は 日的 が 異 なるの で 、一 信 に議 諦 す るべ きではなく、それ ぞれ の 項 日として議 諦 したほ つが 艮 い

(3)その●7~ 夕分析に係るコメント

(4)最綺辟籠
。最終■が目欄に向けて、改善したか、騒化し
たか等を簡潔に曖餞.

(C)

(5)今後の暉■及び対策の抽出
・最饉い饉を目まえ、今後強化・改善●すべき
ポイントを目

=に
E颯。

Dア ル コー ル 授 収 を健 康 との 関連 においてどの ように位 置 つけ 、止 しい知 識 の 普 及 、行 動 の 普 及 を 日指す の か 、の

わかりやすいスキームを考える必要がある。

101



がん

目相項目:0フ がん検鯵の受け者の増加 艤 静受静書数1

日椰饉 軍電時のベースラインロ
(平成o年儘■・福社■■サt慮 ヨ実0口0

中目諄価
(平 成lo年■腱生活●■■■)

菫壼■●■
(平由 碑 ■■生活二●口D

7a胃 がん 2100万 人 以上 1401万 人 177フ 万 人 2159万人

フb子 宮がん 1860万 人以上 1241万 人 1056万 人 1086万 人

7c旱しがん 1600万人以上 1064万 人 842万 人 868万 人

肺がん 1540万人 以上 1023万 人 1100万 人 1832万人

大腸がん 1850万 人以上 1231万 人 1432万 人 1844万 人

コメント

(1)直近奥颯饉に係るデータ分析
・菫近兵饉櫨がベースライン饉に対してどのよう
な助きになつているか分析。

0ベースライン値と直近実績値では、調査方法が異なるため、これらを比較ずること1罰ヨ露であ石
〇中間評価と直近実1llllを比較すると、胃がんは増加傾向にある。
O中間評価と直近実績値を比較すると、子宮がんは増加傾向にある。
○中間評価と直近実績値を比較すると、子Lがんは増加傾向にある。
O中 間評価と直近実績値を比較すると、肺がんは増加傾向にある。
O中 間評価と直近実績値を比較すると、大腸がんは増加傾向にある。

12)デ ータ椰分析上の口■
'■ 査・分析をする上での朦■ (日童手段、方
去、分析村科●)が ある場合、日載。

υl促燎日本21」で|よ 、がん横診の対象看について特段規定はない。

(3)その他データ分析に係るコメント

0半灰16年 、十灰19年 、平成22年国民生j舌基礎調査によれば、各検診の受診率は以下の通りである。
・胃がん:男 性 :276%、 32_5%、 343%、 女性 :224%、 253%、 263%
・子宮がん :女性 :208%、 213%、 243%
・乳力{ん :女性 :198%、 203%、 243%
・Л市がん:男 性 :167%、 257%、 249%、 女性 :135%、 211%、 212%
。大Л易がん :男 性 :222%、 275%、 274%、 女性 :185%、 227%、 226%

瑞 元寝」 登鶴「

および平成2つ の受診平は以下の通りである。

・乳がん検診:314%

出製[足:おΓ
付礎発i晶∫鱗淵昔浮鰍 租鵬鶴葛鸞χl熊魏鶴宝鍵螺鷲警慮

(4)最 姜諄籠
・最餞饉が日相に向けて、改薔したか、層化し
たか椰■日日に記颯。

D胃がん、Illが んについては共に日1黒 {置を達成した。子宮がん、手しがん、大
陽がんについては、共に目標値に達していないが改善傾向にある。

B

(6)今 懺のコ■及び対策の抽出
・最姜

"目
を麟まえ、今後強化・改善0すべき

ポイントを目忠に配● .

禁i職鍼踊鶯堡Ⅷ 電儡 鬱濁頒岬ご認彦衝譜
○同様の調査でフォローアップ可能であるが、力くん対策計画の目1票 (受 診率)との整合を検討すべき。受診率の
データもあるので、それも考慮して評価すべきである。

♀湯資鵡 諸 鵬 ら蹴 昌祀 じ[F纂 渕 ぎ ぽ 潟 Ъ19縄檀毛魯憲

`瀧

作ることが第一歩であると考える。また、受診平向上だけでなく、有効性がある検診の定義、精度管理、受診旱向上
とセットで考えるべきであり、それぞれエビデンスに基づいた方法でアプローチすべきである。
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図 1
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-1 20～60歳代男性の肥満者の割合の年次推移

平成 8年  9年  10年
7年

「僣康日本21Jスタート

男性の肥満者の割合

〈%)

40

30

20

10

0

20-29歳  :30～ 39歳 40-491置  50-591置 : 60-691識

■ベースライン値  ■中間評価  口直近実績値



図 1-3 肥満者の割合 (縦断的変化)

↑(74)     ↑(67)    ↑(o5)    ↑(-26)

図 1-4 肥満者の割合 (都道府県別)

20～ 60歳代男性 40～ 60歳代女性

資料:平成19年度厚生労働科学研究
「都道府県等の生活習慣病リスク因子の格差及び経年モニタリング手法に関する検討(主任研究者 吉池信男)」

～国民健康・栄養調査を活用した健康及び栄養水準に係る都道府県別ベンチマーク指標の検討～

<男

平成21年国民健康・栄養調査
20歳代

185,

30歳代

348%

40歳代 1 50歳代 1 60歳代

362%1    33_3%1    30.2秋

↑(156) ↑(62)    ↑(19)     ↑(o6)

平成11年国民栄養調査
10歳代

192馴

20歳代

<女性>

平成21年国民健康・栄養調査
20歳代 | 30歳代 | 40歳代 ‐ 50歳代 1 60歳 代

7 14 19 2

10歳代

73%:    1 188%1     27〔
平成 11年国民栄養調査

20歳代  30歳代 40歳代  50歳代
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図 1-5 脂肪エネルギー比率の状況
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図 1-6 朝食欠食率の状況
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図

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1-7 朝食欠食が始まつた時期 (20歳以上)

□20歳以降

国高校を卒業した頃から

口中学、高校生の頃から

■小学生の頃から

男性

資料:平成21年国民健康・栄養調査

図 1-8-1 習慣的に朝食を欠食している者における、
朝食を食べるために必要な支援内容 (20歳以上)

早く寝る、よく眠る

自分で朝食を用意する努力

家族や周りの人の支援

残業時間の短縮など労働環境の改善

夕食や夜食を取りすぎない

外食やコンピニ等で手軽に朝食をとれる環境

特にない

0

資料:平成21年国民健康・栄養調査
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図

朝

１

食

-8-2 朝食をほとんど毎日食べている者における、

を今までどおり食べるために必要な支援内容 (20歳以上 )

早く寝る、よく眠る

自分で朝食を用意する努力

家族や間りの人の支援

残葉時間の短縮など労働環境の改善

夕食や夜食を取りすぎない

外食やコンピニ等で手軽に朝食をとれる環境

特にない

資料 :平成21年国民健康・栄養調査

図 1-9 メタボリックシンドロームの認知度
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図2-1 意識的に運動を心がけている人の割合

図2-2 運動習慣者の割合

20～ 29歳 30～ 39歳 40～ 49晟

■ベースラインL I中間評| 口直近実績値 ■ベースライン値 1中目諄1 0直近実績恒
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表 5-1 わが国成人一般人口の飲酒者の害1合、60グラム以上飲酒する者の割合、アルコール

依存症の有病率の変化

平成 15年調査 〕
平成 20年調査 D

男性 男性 女`L

飲酒者割合
D

60g以上飲酒者害」合 "
アルコール依存症有病率め

85 3%

12 7%

1 9%

60 9%

3 7%

01%

83 1%

12 0%

1 0%

61 8%

31%
0 3%

資料

a)平成 15年度厚生労働科学研究 「成人の飲酒実態と関連問題の予防に関する研究 (主任研究

者 樋口進)」

b)平成 20年度厚生労働科学研究 「わが国における飲酒の実態ならびに飲酒に関連する生活習

慣病、公衆衛生上の諸問題とその対策に関する総合的研究 (主任研究者 石井裕正)」

注

1)飲酒者とは、調査前 12ヵ 月に 1回以上飲酒 した者

2)ふだんの飲酒 日の平均飲酒量が 60グラム以上の者

3)アルコール依存症とは I① 10の診断ガイ ドラインを満たす者

表 5-2  アルコール依存症患者数の推移

平成 11年 平成 14年 平成 17年 平成 20年

推計患者数 (千人)°

入院

外来

総数

135
36

17 1

122

48
171

121

46
167

91

40
131

総患者数 (千人)"
資料

患者調査

注

1)推計患者数 :調査 日当日に、病院、一般診療所で受療した患者の推計数

2)総患者数 :調査 日現在において、継続的に医療を受けている患者の推計数

表 5-3 アルコール依存症専門病院新規受診者における女性・高齢者の害1合の推移 0

平成 9年 平成 14年 平成 15年

43

新規受診者総数 (人 )

女性症例の害」合

高齢者症例の害1合
D

2,119

15 0%

23 3%

2,424

15 6%

24 1%

2,614

18 6%

26 7%

資料

平成 20年度厚生労働科学研究「精神障害者の地域ケアの促進に関する研究 (主任研究者,宮岡

等)」

注

1)久里浜アルコール症センターを含む全国 11の専門病院新規受診アルコール依存症患者総数

2)高齢者症例とは、新規受診時に 60歳以上の症例



表 5-4 自助グループ会員数等の推移

平成 7年   平成 12年   平成 17年   平成 22年
断酒会員数 (人 )め

男性

女性

総数

11,138       10,533        9,657        8,258

551            626            765           810

11,689        11,159        1o,422        9,o68

AAグループ数
1)D 279            379            444           528

資料

a)全 日本断酒連盟内部資料

b)AA内部資料

注

1)AAの 会員数に関する統計は存在しない。AAはメンバー数を平成 22年で約 5,000名 と推計し
ている

表 5-5  未成年者の飲酒経験率

平成 8年度 D    
平成 16年度 D   

平成 22年度 め

男性 (中学 3年生)

男性 (高校 3年生)

女性 (中 学 3年生)

女性 (高校 3年生)

61 2%               42 5%

82 1%               58 6%

76 4%

89 3%

75 1%

89 5%

57 3%

79 8%

37 2%

55 7%

資料

a)平成 8年度未成年者の飲酒に関する全国調査

b)平成 16年度未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する全国調査
c)平成 22年度厚生労lIIl」科学研究 「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究 (主任研

究者 大井田隆)」



図5 成人の飲酒者割合
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資料:平成15年度厚生労働科学研究「成人の飲酒実態と関連問題の予防に関する研究(主任研究者 樋口進)」

平成20年度厚生労働科学研究「わが国における飲酒の実態ならびに飲酒に関連する生活習慣病、

公衆衛生上の諸問題とその対策に関する総合的研究 (主任研究者 石井裕正)」



う歯のない幼児 (3歳児)の割合 (都道府県別 )
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図7-1 健診受診率
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図7-2 糖尿病健診受診後の事後指導受診率
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図7-3 糖尿病有病率
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図8-1 カリウム摂取量
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図8-2 食品群別カリウム供給寄与率
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資料:平成13年目民栄養蘭査_平成21年国民健康・栄姜日壺

寄与率が5昧満の食昌群については「その機Jとした。敏饉は口捨五人のため、合計が101Hlこならない。



1人 1

平成0年 平成16年 平虚 1年

総

数

20～ 21白 2366

3tl～ 39菫 2,04 266B

40～ 40■ 2431 2605

50～ 59慮 324, 2020 0035

60～ 69菫 3225 3035 3396

70歳以上 3064

男

性

20～21● 26“ 25'll

30～ 3,自 28“ 200,

40～ 49歳 2900 2512 2,40

50-50■ 2382 3074

60～ 69菫 3439

70'以上 2041

女

性

20～ 20蔵 2541 2230 2344

00～ 30' 2533 2194 2462

40～ 49慮 2846 2366 2130

50～ 59歳 3253

60～ 69歳 3060

70'以上 3014

壺8-1-1野菜類授取■(性・年齢階級]) 表8-1-2魚 介類摂取量(性・年齢階級別) 表8-1-3果実類摂取量(性・年齢階級別)

図8-3 平均最大血圧
(血圧降下剤服用者含む。女性では妊産婦除外。)
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l人1

平由年 平成16年 平虚 1年

総

数

20～20'

30～39■

40～ 49歯 109■

う0～59歳 30■

60～09t 1188 107′

'0餞

以上 1045 920

男

性

20～29■ 3,お 717

00～39■ 107,

40～40■ 1246

50～59■ 1162

60～60■ 1202 1214

70■以上 100, 9,4

女

性

20～29t

30～ 39■

“

4

40～49歳 960

50～59歯 1122 940
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図
40/90回Hg以上

8-4 高血圧有病率
(血圧値 1 または血圧降下剤服用を高血圧と定義。女性では妊産婦除外。)
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図8-5 血清総コレステロール平均値
(コ レステロール降下剤服用者含む。女性では妊産婦除外。)
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8-6 一日［］
脂血症有病率

ル値240mg/dl以 上を高脂血症と定義。女性では妊産婦除外。)
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図 8-7 高脂血症有病率
(総コレステロール値240mg/dl以 上またはコレステロール降下剤服用を高脂血症と定義

(但 し平成9年は服薬情報無し)。 女性では妊産婦除外。)
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図8-8 健診受診率
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